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 本書では、広域連合電算処理システムの給付業務に関するシステム運用につ

いて説明します。 

 
 
 
 
 
 

＜注意事項＞ 

・ 本書では、システム名を次のとおり略記しています。 
・ 後期高齢者医療広域連合電算処理システム…「標準システム」 

・ 本書の説明に使用している広域連合名、市区町村名、コード情報、個人情報な

どは、すべて架空の情報です（利用シーン間のデータに関連はありません）。 
・ 本書の内容は、後期高齢者医療広域連合電算処理システム K01-08 の仕様に基

づきます。今後、仕様が変更になる場合があります。 
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1 給付業務 

1 給付業務 

 この章では、給付業務に関する、次の内容について説明します。 

 1.1 負担割合相違 

 1.2 給付制限 

 1.3 高額介護合算 

 1.4 特別療養費 
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【このページは白紙です】 
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1 給付業務 

 1.1-1

1.1 負担割合相違 

 ここでは、負担割合相違について説明します。 

1.1.1 全体概要 

 負担割合相違についての全体概要を説明します。 

 レセプト情報に設定された給付割合による負担割合と、標準システムで管理する被

保険者情報の負担区分が不一致の場合、レセプト資格審査月次確認にて負担割合相違

のエラーとしています。このうち、医療機関などによるレセプトの記載誤り以外とし

て、旧被保険者証の回収遅れによる場合や、遡及による所得更正などの場合は、差額

の支給や徴収の事務処理を被保険者に対して直接実施する必要があります。 

(1) この運用における現状の課題として、主に次の点が挙げられます。 

①レセプト情報とは別に、被保険者との調整結果を踏まえた情報を標準システムで 

管理できていない。 

②差額支給分のオンライン登録は、療養費の負担割合差額として登録することとし 

ているが、金額などを含めデータ連携されていないため、効率的ではない。 

また、差額徴収分に対するオンライン登録は、「過誤レセプト明細」画面から 

「給付制限管理」画面の登録までにおいても、データ連携されていないことを含 

め、操作自体も複雑になっている。 

③差額の調整結果を高額療養費計算に反映する手段が、負担割合相違暫定ツールに 

よる暫定運用となっている。 

(2) （1）に対する改善策は、次のとおりです。 

①レセプト情報を管理する「レセプト明細」画面とは別に、被保険者と調整を行う 

情報や、その調整結果などを管理する画面として、「レセプト調整画面」を新規に 

追加し、給付割合、一部負担額（入院・在総診の場合）、調整差額などを入力可能 

とする。 

（(1)の①の改善策） 

②「レセプト調整画面」にて入力された被保険者との調整内容をレセプト調整データ 

ベース（TD50）（新規作成）で管理する。 

（(1)の①の改善策） 

③レセプト調整データベース（TD50）の調整内容による差額支給分は、バッチ処理 

により、支給管理データベース（TD18）、療養費支給データベース（TD25）に支給 

決定年月日をスペースにした支給保留扱いのデータとして一括登録する。 

（(1)の②の改善策） 

④レセプト調整データベース（TD50）の調整内容による差額徴収分は、バッチ処理 

により、給付制限レセプト管理データベース（TD13）に、給付制限候補の仮登録 

データとして一括登録することをオプション指定により可能とする。 

（(1)の②の改善策） 

⑤被保険者との調整結果を高額療養費計算処理に反映する。 

（(1)の③の改善策） 
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1.1.2 負担割合相違に関する現状の運用について 

 ここでは、レセプト資格審査月次確認において負担割合相違エラーとなったレセプ

トに対する現状運用の課題と改善策について説明します。 

(1) 現状運用での課題点について 

 次に示す関連図は、負担割合相違エラーとなったレセプトのうち、差額支給に対す

る療養費支給の登録作業や、被保険者と差額調整した場合であっても、その結果を高

額療養費計算処理に反映する手段は、負担割合相違暫定対策ツールを使用する以外に

方法がないなど、現状の課題点を示しています。 

図中の丸付き数字は、以降の説明と対応しています。 

レセプト資格審査月次確認

資格確認結果
エラーリスト

レセプト情報

ファイル

審査支払機関へ返戻

原因調査

差額支給の場合
療養費種別「52（負担割合差額）」

として別途登録作業を行っている

医療機関などに原因がある場合

差額徴収の場合
保険者徴収として複雑な
登録作業を行っている

医療機関などに原因がない場合
差額支給や差額徴収などの処理を
行うが、調整結果などの情報管理が
できない

広域連合にて独自に被保険者との
調整を行っていても、差額調整結果
を高額療養費計算へ反映する手段
が暫定ツールを使用しての運用とな
っている

負担割合相違暫定ツール

負担割合相違エラー

高額療養費計算

② ②

③

①

効率的なシステム
運用ができない

差額支給や差額徴収などの
調整結果を標準システム外
で管理

過誤レセプト
明細画面

返戻対象から除外する入力作業を行う

療養費支給受付画面療養費支給受付画面

手計算にて差額支給分
などの算出

手計算にて差額徴収分
などの算出

差額支給の場合 差額徴収の場合

給付制限管理画面給付制限管理画面
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①審査支払機関を経由して到着したレセプト情報に対し、その情報を基に広域連合で 

被保険者と直接、差額などを調整した情報との区別管理がされておらず、高額療養

費に反映する情報についても明確に管理されていない。 

 

②レセプト資格審査月次確認にて、負担割合相違エラーとなったレセプトについて、

原因調査の結果、被保険者に対して差額を支給する場合は、「過誤レセプト明細」画

面で「決定とおり」とした上、「療養費支給受付」画面で療養費種別「52：負担割合

差額」として入力する必要がある。また、入力にあたっては、支給金額の差額を手

計算で算出するなどの作業が必要になっている。 

差額徴収の場合は、「給付制限管理」画面で保険者徴収として登録する手順となるが、

差額支給と同様に差額を手計算で算出する必要があり、また、「過誤レセプト明細」

画面からの一連の操作が複雑になっている。 

 

③負担割合相違の差額について、被保険者に支給または、徴収を上記②の操作によっ

て対応している場合であっても、その差額調整結果を高額療養費計算に反映する手

段が、負担割合相違暫定ツールによる暫定運用となっている。また、暫定ツールを

用いて処理を行った場合であっても、事業月報など統計資料へは反映されない仕様

になっている。 
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1 給付業務 

(2) 現状運用の課題点に対する改善策について 

 次に示す関連図は、(1)で示した現状の運用面での課題点に対する改善策を示してい

ます。図中の丸付き数字は、以降の説明と対応しています。 

レセプト資格審査月次確認

資格確認結果
エラーリスト

レセプト情報

ファイル

審査支払機関へ返戻

原因調査

医療機関などに原因がある場合

負担割合相違エラー

② ②

①

効率的なシステム
運用

療養費支給受付画面療養費支給受付画面 給付制限管理画面給付制限管理画面

療養費登録（負担割合相違） 給付制限レセプト登録（負担割合相違）

レセプト調整画面レセプト調整画面

レセプト
調整

（TD50）

医療機関などに原因がない場合
登録理由を割合相違とし、調整後の給付
割合や、入院や在総診等は、一部負担金
も入力することで情報管理を明確にできる

レセプト調整本登録
レセプト調整入力を行ったものは、
バッチ処理で自動で返戻対象から
除外する

高額療養費計算

差額支給の場合
手計算などは行わず、予めシス
テムにて登録されているデータ
に対し、受付（支出決定年月日
を入力）する

差額徴収の場合
手計算などは行わず、オプション指定で
予めシステムにて給付制限候補として
仮登録されているデータに対し、給付制
限の本登録や、実徴収金額などを入力
する

レセプト調整データベース（TD50）の

差額調整結果を高額療養費計算へ反
映する

差額支給の場合 差額徴収の場合

③
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1 給付業務 

①審査支払機関を経由して到着したレセプト情報に対し、その情報を基に広域連合で

被保険者と直接、差額などを調整した情報をレセプト調整データベース（TD50）に

管理することで、高額療養費に反映する情報を明確にすることができる。 

 

②レセプト資格審査月次確認にて、負担割合相違エラーとなったレセプトについて、

原因調査の結果、被保険者に対して差額を支給する場合は、手計算などの必要がな

くなり、「レセプト調整」画面で入力した情報（差額を反映したレセプト調整データ

ベース（TD50）の内容）を基に、差額情報をバッチ処理にて療養費登録を行う。療

養費種別「52：負担割合差額」、支給保留（支出決定年月日がスペース）としてシス

テムが予め登録したデータに対し、受付（支出決定年月日を設定）の入力を行うこ

とで差額の支給が可能となり、差額支給に関する登録作業が容易となる。 

差額徴収の場合も同様に手計算などの必要がなくなり、システムが予め給付制限候

補として仮登録（給付制限レセプト管理データベース（TD13）に登録）したデータ

に対し、「給付制限管理」画面で受付を行い、また、徴収した場合は実徴収金額など

の入力を行うようにすることで、保険者徴収の登録作業が容易となる。 

 

③負担割合相違の差額について、被保険者に支給または、徴収を上記②の操作によっ

て対応した後、負担割合相違に関するバッチ処理を経由し、その差額調整結果を高

額療養費計算に反映する手段を確立する。また、差額調整結果を事業月報など統計

資料へ反映する。 
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1.1.3 負担割合相違に関する改善後の運用について 

 ここでは、負担割合相違に関する改善後の運用を説明します。 

 11 月末機能改善後の負担割合相違に関する運用は、レセプト資格審査月次確認にて

資格確認結果エラーリスト（月次分）に出力された負担割合相違エラーレセプトに対

して、被保険者と直接調整を行う情報を「レセプト調整」画面で入力します。その入

力情報は、レセプト調整データベース（TD50）で管理し、バッチ処理「レセプト調整

資格審査」や「レセプト調整給付確認」、および「レセプト調整本登録」などを経て、

差額支給の療養費登録、またはオプション指定による給付制限登録を経て、高額療養

費計算処理に反映します。レセプト資格審査月次確認から高額療養費計算までの一連

の流れを次の三つに分けて説明します。 

 ①療養費差額支給の運用の流れ 

 ②給付制限差額徴収の運用の流れ 

 ③遡及資格審査による差額支給および徴収の流れ 

  

 

＜レセプト調整データベース（TD50）について＞ 

 被保険者との調整内容と結果を管理するレセプト調整データベース（TD50）では、

レセプト調整状態ステータスコード（以降、ステータスと略します）により、調整内

容の登録状態を管理し、識別可能とします。「レセプト調整」画面で新規登録した際は

「仮登録」、その後のバッチ処理のレセプト調整資格審査などで「仮登録（本登録待ち）」

などに遷移し、高額療養費計算処理に至る際には「本登録」となります。ステータス

の主な内容を以下に示します。 

 

NO. コード 

（KD145） 

項目名 説明 

1 01 仮登録 オンライン「レセプト調整」画面で登録した状

態 

2 03 仮登録 

（本登録待ち）

バッチ「レセプト調整資格審査」、「レセプト調

整縦覧点検」、「レセプト調整横覧点検」の

チェックで正当と判定した状態 

3 21 償還予定 調整結果がプラス（支給）のもので、支給候補

と判定した状態 

4 22 償還登録 調整結果がプラス（支給）のもので、支給保留

の状態 

5 11 求償予定 調整結果がマイナス（徴収）のもので、給付制

限候補と判定した状態 

6 

 

12 求償登録 調整結果がマイナス（徴収）のもので、給付制

限候補として、給付制限レセプト管理（TD13）

に仮登録した状態 

7 00 本登録 高額療養費計算対象となった状態 

 

 実際の運用におけるコード遷移については、次の流れ図を参照ください。 
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1 給付業務 

 以降に示す①、②の図中の太枠部分は負担割合相違に関連する新規機能を示してい

ます。 

 

レセプト調整　入力

療養費支給受付　入力

レセプト資格審査月次確認レセプト資格審査月次確認

レセプト調整資格審査・給付確認

レセプト調整本登録

療養費登録（負担割合相違）療養費登録（負担割合相違）

療養費支給療養費支給

高額療養費計算高額療養費計算

資格確認結果エラーリストに負担割合相違
エラーを出力します。

資格確認結果エラーリストを基に給付割合
に9割を入力します。また、入院・在総診の

場合は一部負担額を入力します。

（TD50）のステータスを「仮登録」へ更新し

ます。

入力情報を基にレセプト調整資格審査や
レセプト調整給付確認を実施します。

（TD50）のステータスを「仮登録（本登録待

ち）」へ更新します。

チェック後、入力情報をレセプト調整データ
ベース（TD50）へ登録します。

（TD50）のステータスを「償還予定」へ更新

します。

入力情報を基に療養費種別「52（負担割合

差額）」、支給決定年月日をスペースにした
支給保留として各種データベースに登録し
ます。

（TD50）のステータスを「償還登録」へ更新

します。

支給保留として予め登録されているデータ
に対して受付入力します。

支出決定されたものを差額支給します。

高額療養費計算対象とする為、（TD50）の

ステータスを「本登録」へ更新します。

入力情報を基に高額療養費計算をします。

①① 療養費差額支給の運用の流れ　（７→９割）療養費差額支給の運用の流れ　（７→９割）

（被保険者からの申請）
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1 給付業務 

レセプト調整　入力

給付制限管理　入力

レセプト資格審査月次確認レセプト資格審査月次確認

レセプト調整本登録レセプト調整本登録

給付制限レセプト登録（負担割合相違）

高額療養費計算高額療養費計算

レセプト調整　入力

②② 給付制限差額徴収の運用の流れ　（９→７割）給付制限差額徴収の運用の流れ　（９→７割）

資格確認結果エラーリストに負担割合相違
エラーを出力します。

資格確認結果エラーリストを基に給付割合
に7割を入力します。また、入院・在総診の

場合は一部負担額を入力します。

（TD50）のステータスを「仮登録」へ更新し

ます。

入力情報を基にレセプト調整資格審査や
レセプト調整給付確認を実施します。

（TD50）のステータスを「仮登録（本登録待

ち）」へ更新します。

チェック後、入力情報をレセプト調整データ
ベース（TD50）へ登録します。

（TD50）のステータスを「求償予定」へ更新

します。

オプション指定により、入力情報を基に給
付制限候補として給付制限レセプト管理デー
タベース（TD13）に仮登録します。

（TD50）のステータスを「求償登録」へ更新

します。

給付制限候補として予め登録されている仮
登録データに対して給付制限の本登録をし
ます。

高額療養費計算対象とする為、（TD50）の

ステータスを「本登録」へ更新する入力をし
ます。

入力情報を基に高額療養費計算をします。

レセプト調整資格審査・給付確認

給付制限管理　入力 被保険者からの納付により、実徴収金額
の入力をします。

（被保険者からの納付）
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1 給付業務 

レセプト遡及資格審査レセプト遡及資格審査

高額療養費計算高額療養費計算

③③ 遡及資格審査による差額支給および徴収の流れ遡及資格審査による差額支給および徴収の流れ

資格確認結果エラーリスト（遡及
分）に負担割合相違エラーを出
力します。

（ａ）レセプト調整入力を行わず、
　　　負担割合相違のままのもの
　　　は、世帯、診療年月単位で
　　　高額の再計算を抑止し、高
　　　額療養費計算確認リスト（未
　　　実施分）に出力します。

（ｂ）レセプト調整入力が行われ　
　　　たものは入力情報を基に高
　　　額療養費計算を行い、高額
　　　療養費計算確認リスト（実施
　　　分）に出力します。

①の療養費差
額支給の流れ
と同様

②の給付制限
差額徴収の流
れと同様

差額支給
の場合

差額徴収
の場合

高額療養費計
算確認リスト
（未実施分）

高額療養費計
算確認リスト
（未実施分）

高額療養費計
算確認リスト
（実施分）

高額療養費計
算確認リスト
（実施分）

（ａ） （ｂ）再計算は
しない

正しい給付割合を
入力しない場合

正しい給付割合を
入力した場合
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1 給付業務 

 次に示す関連図は、前述の①から③の簡略図をまとめ、負担割合相違エラーとなっ

たレセプトに対する運用の流れを詳細に示しています。 

・ 正しい給付割合などの入力を行う「レセプト調整」画面 

・ 調整内容の管理などを行うレセプト調整データベース（TD50） 

・ 差額が発生したものへの支給、徴収に関するシステムによる対応範囲 

・ 支給申請書、納付書の作成など各広域連合で必要となる作業 

・ 調整結果の高額療養費計算処理への反映までの流れ 

 図中の丸付き数字は、「(1) 運用についての改善点」と対応しています。 
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1 給付業務 

◆ 負担割合相違に関する改善後の運用についての関連図 

レセプト
調整

（TD50）

レセプト資格審査月次確認 資格確認結果
エラーリスト
（月次分）

レセプト
情報ファイル

審査支払機関へ返戻

給付記録
管理

（TD01）

レセプト遡及資格審査

原因調査

医療機関などに原因がある場合

資格確認結果
エラーリスト
（遡及分）

負担割合相違エラー

高額療養費計算

高額療養費計算前に
レセプト調整画面にて
正しい給付割合を登録

レセプト調整画面レセプト調整画面

医療機関などに原因がない場合
登録理由を割合相違とし、給付割合を
入力また、入院や在総診等は、一部負
担金も入力

レセプト調整データベース（TD50）に

登録する

療養費支給受付画面療養費支給受付画面

療養費登録（負担割合相違） 給付制限レセプト登録（負担割合相違）

給付制限
レセプト管理

（TD13）

割合相違差額
償還登録リスト

割合相違差額
求償登録リスト

被保険者が支給申請

予め支給決定年
月日がスペース
で登録されてい
るものに支給決
定日を入力

被保険者が納付

給付制限管理画面給付制限管理画面

高額療養費
計算確認リスト
（未実施分）

遡及分 からのデータで高額療養費計算時に
割合相違のままとなっているデータは
「高額療養費計算確認リスト（未実施分）」を出力し、
世帯、診療年月単位で高額療養費の再計算を抑止する

負担割合相違エラー

レセプト調整資格審査・給付確認

納付書を作成し、
被保険者へ送付

納付書

差額支給申請書を作成
し、被保険者へ送付

差額支給
申請書

⑩

過誤レセプト
明細画面

①

②

③ ④

⑤
レセプト調整画面の調整差額を
０円で入力した場合、療養費差
額支給や、給付制限差額徴収
は行わず、高額療養費計算へ
の反映のみ行う

⑧

高額療養費
計算確認リスト
（実施分）

⑨ ⑩
高額療養費訂正（登録）
高額療養費訂正（修正）
高額療養費訂正（照会）など

レセプト
調整

（TD50）
仮登録

効率的な
システム運用

資格確認結果
エラーリスト
(レセ調整分)

給付確認
結果表

（縦覧・横覧）
（レセ調整分）

エラー修正入力を行う

差額支給の場合
療養費種別‘52’（負担割合差額）として

支給決定年月日をスペースにした支給
保留扱いとしてバッチ処理にて一括登
録する。

差額徴収の場合
オプションにより、割合相違の保険者徴収と
して給付制限の仮登録を給付制限レセプト
管理（TD13）にバッチ処理で一括登録する。

求償予定求償予定

求償予定求償予定償還予定償還予定

広域連合にて対応⑥
広域連合にて対応⑦

レセプト
調整

（TD50）
給付確認
結果表

（診療内容）
（レセ調整分）

仮登録（本登録待ち）仮登録（本登録待ち）

被保険者からの納付により、
実徴収金額の入力

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

⑧

仮登録仮登録

療養費支給

レセプト調整画面レセプト調整画面

未支出未支出

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

支出済支出済

全額納付済みの場合、
ステータス更新ボタンを
押下することで高額療養
費計算へ

レセプト
調整

（TD50）
償還予定償還予定

レセプト調整本登録

負担割合相違
前後情報
ファイル

負担割合相違
前後情報
ファイル

レセプト
調整

（TD50）

療養費
支給

（TD25）

支給管理
（TD18）

支出保留支出保留

本登録

レセプト
調整

（TD50）

償還登録償還登録 求償登録求償登録

仮登録データ
に対して給付
制限の本登録

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限
レセプト管理

（TD13）

決定決定

支給処理にて支給済みとなっ
たものは高額療養費計算へ

仮登録仮登録 支出済支出済
レセプト調整データベース（TD50)
のステータスを示しています。

支給管理データベース（TD18)における支

出の状態を示しています。

給付制限個人管理データベース（TD12)、給付制限レセプト管
理データベース（TD13）における給付制限状態区分コードを示

しています。ただし、仮登録とは給付制限状態区分コードとし
ては未登録となります。

給付制限
レセプト管理

（TD13）

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限管理画面給付制限管理画面納付済み納付済み

仮登録仮登録
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1 給付業務 

(1) 運用についての改善点 

 負担割合相違に関する運用面での改善点を示します。 

①レセプト資格審査月次確認にて、負担割合相違エラーとなったレセプトについては、

「過誤レセプト明細」画面に新規追加した［レセプト調整］ボタンを押下することに

よって被保険者と直接調整を行う内容を入力・管理する「レセプト調整」画面（新

設）に遷移します。「レセプト調整」画面で、登録理由に「01（割合相違）」を指定

して調整後の給付割合や一部負担額（入院・在総診等の場合に限る）などを登録す

ることができます。「レセプト調整」画面で給付割合などを入力し、［計算］ボタン

を押下することによって同画面に差額のプラス（被保険者への支給）・マイナス（被

保険者への徴収）を表示します。この差額は、同画面で任意の金額に変更すること

も可能です。 

「レセプト調整」画面での入力事例などは、「1.1.4(1)(b) 負担割合相違に関する「レ

セプト調整」画面での入力について」を参照してください。 

 

②登録した内容は「レセプト調整データベース（TD50）」にて管理します。 

 

③「レセプト調整」画面で登録した差額がプラス（支給）の場合は、療養費の支給種

別を「52：負担割合差額」、支給決定年月日をスペースにした支給保留扱いとしたデー

タを、支給管理データベース(TD18)、および療養費支給データベース（TD25）にバッ

チ処理で一括登録します。登録したデータは、「割合相違差額償還登録リスト」（新

規リスト）に出力し、データを把握することができます。 

 

④マイナスの場合は、オプション指定により、割合相違の保険者徴収として給付制限

レセプト管理データベース（TD13）に給付制限の仮登録としてバッチ処理で一括登

録します。対象データを「割合相違差額求償登録リスト」（新規リスト）に出力し、

後続処理の「給付制限管理」画面で請求額等を登録するための補助リストになりま

す。なお、割合相違差額求償登録リストは、「レセプト調整」画面で差額をマイナス

として登録したデータの把握も目的としていることから、給付制限仮登録の実行有

無のオプション指定に関係なく出力します。 

 

⑤「レセプト調整」画面で調整差額を任意で 0円として登録した場合は、差額の療養

費登録および、給付制限への仮登録は行いません。後続処理の高額療養費計算への

反映のみ行います。 

 

⑥負担割合差額の支給を被保険者に行うため、前述の「割合相違差額償還登録リスト」

の作成元 CSV ファイル（割合相違差額償還登録リストファイル）を広域連合で活用

することにより、被保険者に送付する差額支給申請書を作成することができます。

「療養費支給受付画面」で該当レセプト単位の申請書を出力することもできますが、

CSV ファイルを広域連合で活用することにより、被保険者単位としての申請書を作成

し、内訳としてレセプト情報を出力するなど、広域連合独自の申請書を作成するこ

とができます。 
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1 給付業務 

⑦負担割合差額の徴収について、オプション指定により給付制限の登録を行う場合、

「割合相違差額求償登録リスト」を基に「給付制限管理」画面にて、請求金額等を入

力します。なお、オンラインにて差額徴収に関する通知書および納付書は出力でき

ません。リスト作成元 CSV ファイル（割合相違差額求償登録リストファイル）によ

り、広域連合にて作成する必要があります。 

 

⑧負担割合差額を支給する場合、「割合相違差額償還登録リストファイル」の活用によ

り広域連合にて作成した差額支給申請書を被保険者から受付後、「療養費支給受付」

画面で、療養費種別「52：負担割合差額」、支給保留扱いとしてシステムが予め登録

しているデータを受付状態とすることにより、その後の療養費支給処理での支給済

みを受け、高額療養費計算に反映します。また、療養費の支給済みを待たないで、

高額療養費計算に反映させたい場合は、「レセプト調整」画面の［ステータス更新］

ボタンを押下することによって、高額療養費の計算対象とすることもできます。 

差額を徴収した場合については、「レセプト調整」画面の［ステータス更新］ボタン

を押下することによって、高額療養費の計算対象となります。 

 

⑨「レセプト調整」画面で登録したデータを把握および管理するため、「レセプト明細」

画面や、高額関連画面などの各オンライン画面および、各種帳票に「レセプト調整」

の項目欄を新設し、有無の表示をします。 

また、レセプト調整によって高額療養費が計算された場合は、「高額療養費計算確認

リスト（実施分）」に出力し、該当データを確認することができます。 

 

⑩遡及による所得更正などによって診療時点の負担割合が更正された場合については、

レセプト遡及資格審査において、資格確認結果エラーリスト（遡及分）に割合相違

として出力されます。出力されたデータについては、高額療養費計算前に「レセプ

ト調整」画面にて正しい給付割合を登録し、被保険者に対する差額の支給や徴収の

事務を行います。なお、高額療養費計算時に割合相違のままとなっているデータは

「高額療養費計算確認リスト（未実施分）」に出力し、世帯、診療年月単位で高額療

養費の再計算を抑止します。 

「高額療養費計算確認リスト（未実施分）」に出力されたデータは、「レセプト調整」

画面にて正しい給付割合などを登録の上、差額が被保険者へ支給済みとなった、ま

たは、差額徴収の場合は「レセプト調整」画面の［ステータス更新］ボタンを押下

することによって、登録内容による高額療養費の再計算が行われ、「高額療養費計算

確認リスト（実施分）」に出力されます。 

また、遡及による所得更正に限らず、万一、レセプト資格審査月次確認にて割合相

違のまま「決定とおり」とし、高額療養費計算時に割合相違のままとなっているデー

タが存在する場合も、「高額療養費計算確認リスト（未実施分）」に出力し、高額療

養費計算を世帯、診療年月単位で抑止します。 
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1 給付業務 

なお、高額療養費計算時の割合相違の判定については、高額計算の処理対象となっ

たデータに対して行うものとなります。このため、「高額療養費計算確認リスト（未

実施分）」に出力されたデータについて、「レセプト調整」画面の登録を行っていな

い場合、次回の高額療養費計算処理でも再度、リストが出力されるものではありま

せんのでご注意ください。次回処理でも再度、出力されるケースは、該当データに

関する同一診療年月の同一世帯のデータに何らかの理由による再計算の対象となる

データが発生した場合のみです。 
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1 給付業務 

 ここからは、レセプト取込、過誤・再審査、および高額療養費計算などの月次処理

をベースに、負担割合相違エラーに対する改善後の運用手順を、新規追加された「レ

セプト調整」画面での入力事例などを含め、次の項番に沿って説明します。 

・ 「1.1.4 当月レセプトに対する負担割合相違について」 

・ 「1.1.5 レセプト遡及に対する負担割合相違について」 

・ 「1.1.6 レセプト調整登録後の過誤・再審査申出結果による給付記録管理データ

ベース（TD01）の修正関連について」 

 

レセプト取込

レセプト遡及資格審査レセプト資格審査月次確認

各種申出結果更新

過誤結果取込 調整結果出力

再審査結果取込 突合審査結果出力

高額療養費計算

1.3.4　当月レセプトに対する負担割合相違について 1.3.5　レセプト遡及に対する負担割合相違について

1.3.6　レセプト調整登録後の過誤・再審査申出結果による　　　　
　　　給付記録管理データベース（TD01）の修正関連について　
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1 給付業務 

1.1.4 当月レセプトに対する負担割合相違について 

 ここでは、当月レセプトに対する負担割合相違について説明します。 

 レセプト資格審査月次確認において負担割合相違のチェックでエラーとなり、資格

確認結果エラーリスト（月次分）に出力されたデータのうち、医療機関などに原因が

なく、返戻を行わないものに対しては、被保険者と直接調整する内容を「レセプト調

整」画面で入力します。標準システムでは、その情報をレセプト調整データベース

（TD50）で管理します。レセプト調整データベース（TD50）の調整結果情報を基に、差

額の支給や徴収に関する作業の効率化を図り、高額療養費計算への反映を行います。

また、万一、「過誤レセプト明細」画面などで負担割合相違データに対して「決定とお

り」とした場合、不一致の状態で高額療養費が算出されることがないよう、世帯・診

療年月単位で高額療養費計算を抑止します。 

◆ 当月レセプトに対する負担割合相違の関連図 

 当月レセプトに対する負担割合相違の関連図を次に示します。 

 この関連図では、月次処理のレセプト取込から高額療養費更新までを左側点線部分

に、負担割合相違エラーに対し、被保険者と調整する正しい給付割合などの入力を行

う契機や、レセプト調整に関するバッチ処理などを右側点線部分に示しています。 

 また、図中の丸付き数字は、以降の説明と対応しています。 
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1 給付業務 

レセプト情報
ファイル

資格確認結果
エラーリスト
（月次分）

当月分レセプトの
内、負担割合相違
に該当したデータ
に対する処理

広域連合
にて対応

差額支給
申請書

療養費
支給

（TD25）
納付書

原因調査
医療機関などに原因がある場合は
審査支払機関へ返戻

医療機関などに原因がない場合、正しい給付割合などを入力

当月分レセプトに対する処理

①のレセプト取込処理のレセプト資格審査月次確認で、負担割
合相違エラーとなったものを含めて出力

②　レセプト調整資格審査

レセプト調整

資格審査エラーリストや
給付確認結果表の内容
から、エラーがある場合
は、入力内容を修正する。

療養費支給受付
画面

療養費支給受付
画面

被保険者が
支給申請

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

負担割合
管理未取得
ファイル

資格確認
結果エラー

リスト
（レセ調整分）

給付確認
結果表

（縦覧・横覧）
（レセ調整分）

レセプト調整画面の
調整差額を０（ゼロ）と
入力した場合は
⑥、⑦は行わず、
高額療養費計算へ

レセプト
調整

（TD50）

支給処理にて
支給済みとなったものは
高額療養費計算へ

全額納付済みの場合、
ステータス更新ボタンを
押下することで高額療養
費計算へ

被保険者からの納付に
より、実徴収金額の入力

療養費支給

レセプト調整画面レセプト調整画面

被保険者が
納付

⑤ 過誤・再審査

① レセプト取込

⑥ 療養費登録

　（負担割合相違）

レセプト調整
本登録

確認リスト

⑦ 給付制限レセプト登録
　 （負担割合相違）

高額療養費計算
確認リスト
（実施分）

⑨ 高額療養費更新

高額療養費訂正（照会）などで
レセプト調整入力内容の確認

高額療養費計算
確認リスト

（未実施分）

負担割合
相違前後情報
ファイル

レセプト
調整

（TD50）

⑧ 高額療養費計算

レセプト給付確認

レセプト登録

レセプト資格
審査月次確認

過誤一括取込
仮登録

レセプト月次処理
（資格再確認）

③　

レセプト
調整

（TD50）

レセプト
調整

（TD50）

給付記録
管理

（TD01）

エラー
レセプト
（TD16）

レセプト
負担

区分管理
（TD32）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

未支出未支出

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付制限
個人管理
（TD12）

決定決定

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

支出済支出済

支給管理
（TD18）

レセプト
調整

（TD50）

給付制限
レセプト管理
（TD13）

レセプト
調整

（TD50）

広域連合
にて対応

支出保留支出保留

仮登録（本登録待ち）仮登録（本登録待ち）

レセプト調整給付確認

④　レセ

給付確認
結果表

（診療内容）
（レセ調整分）

プト調整本登録

償還予定償還予定

求償予定求償予定

償還登録償還登録 求償登録求償登録

本登録本登録

高額療養費計算へ

仮登録仮登録

給付制限の
本登録

仮登録仮登録 支出済支出済
レセプト調整データベース（TD50)
のステータスを示しています。

支給管理データベース（TD18)における支

出の状態を示しています。
仮登録仮登録

給付制限個人管理データベース（TD12)、給付制限レセプト管
理データベース（TD13）における給付制限状態区分コードを示

しています。ただし、仮登録とは給付制限状態区分コードとし
ては未登録となります。

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限
レセプト管理
（TD13）

納付済み納付済み
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1 給付業務 

(1) レセプト取込（①） 

 次に示す関連図は、当月レセプトに対するレセプト取込処理をベースに、レセプト

資格審査月次確認で負担割合相違のエラーとなり出力された資格確認結果エラーリス

ト（月次分）を基に被保険者と調整する正しい給付割合などを入力する「レセプト調

整」画面を使った流れを示しています。 

レセプト月次取込

レセプト情報
ファイル

（ｃ）レセプト月次処理（資格再確認）

（ｄ）レセプト給付確認

レセプト登録

エラー
レセプト
（TD16 ）

エラー
レセプト
（TD16 ）

当月
レセプト
（TD24 ）

給付記録
管理

（TD01）

給付確認
結果表

（診療内容）

当月
レセプト
（TD24 ）

資格確認
結果

エラーリスト
（月次分）

給付確認
結果表

（縦覧・横覧）

レセプト調整画面

レセプト調整入力要否判断
（医療機関などに原因がない
ものに対し、被保険者と調整する）

レセプト調整（登録）

過誤レセプト明細

資格審査エラー
リストは出力するが
内容確認のみとする。

給付確認結果表
は出力するが
内容確認のみとする。

レセプト調整（登録または修正）

レセプト明細

レセプト調整画面

各種出力リストを基に
入力漏れや、誤りを確認する。

レセプト調整
（TD50）

過誤・
再審査へ

（ｂ）

レセプト
項目エラー
リスト

給付記録
拡張管理1
（TD27）

当月
レセプト
（TD24）

被保険者
月別資格日数

（TD26）
資格情報

給付確認
結果表

（診療内容）

過誤入力
ファイル

（ａ）レセプト資格審査月次確認

資格情報

被保険者
月別資格日数

（TD26）

給付記録
管理

（TD01)

療養費支給
（TD25)

過誤レセプト一覧

過誤レセプト明細

エラーレセプト（TD16）を

基に当月レセプト情報を
取得し、レセプト調整画面を出力

レセプト調整の登録有
無（識別）が表示され
ます

レセプト調整本登録

レセプト
調整

（TD50）

給付記録管理
（TD01）

エラー
レセプト
（TD16）

レセプト
負担区分管理

（TD32）

レセプト調整資格審査

負担割合管理未
取得ファイル

資格確認結果
エラーリスト

（レセ調整分）

給付確認
結果表

（縦覧・横覧）
（レセ調整分）

レセプト調整
本登録

確認リスト

レセプト調整給付確認

レセプト
調整

（TD50）

高額療養費
計算へ

療養費登録
（負担割合相違）

・
給付制限

レセプト登録
（負担割合相違）

へ

エラー
レセプト
（TD16 ）

エラー
レセプト
（TD16 ）

レセプト調整
（TD50）

過誤一括取込

当月
レセプト
（TD24 ）

エラー
レセプト
（TD16 ）

負担割合相違
前後情報ファイ

ル（CSV）

資格確認
結果

エラーリスト
（月次分）

レセプト調整の登録有
無（識別）が表示され
ます

給付確認
結果表

（診療内容）
（レセ調整分）

 

【改善予定】レセプト調整の登録有無（識別）の表示については、1月に改善予定です。 

  

次に、負担割合相違の当月レセプトに対するレセプト取込処理の関連説明の軸となる

(a)～(d)について説明します。 
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1 給付業務 

(a) レセプト資格審査月次確認 

レセプト資格審査月次確認で、負担割合相違のエラーとなったレセプトは、資格確

認結果エラーリスト（月次分）に出力します。 

 広域連合においては、資格確認結果エラーリスト（月次分）を基に、医療機関など

への返戻対象とするか、または「レセプト調整」画面での入力対象とするか判断しま

す。 

  

◆ 注意事項 

レセプト月次処理（資格再確認）は、従来どおりエラーレセプトデータベース（TD16）

を対象とし、レセプト調整データベース（TD50）は対象としていません。このため、「レ

セプト調整」画面より、給付割合などを正しい値に修正した場合でも、レセプト調整

本登録が実施されるまではエラーレセプトデータベース（TD16）のエラー状態は解除

されないため、該当データはレセプト月次処理（資格再確認）に再び資格確認結果エ

ラーリスト（月次再確認分）に出力されます。このリストには、レセプト調整画面に

て登録されていることを示す識別子が表示されますので、該当データについては、レ

セプト調整資格審査で出力される資格確認結果エラーリスト（レセ調整分）で確認を

行ってください。 

【改善予定】レセプト調整の登録有無（識別）の表示については、1月に改善予定です。 
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1 給付業務 

(b) 負担割合相違に関する「レセプト調整」画面での入力について 

 (a)のレセプト資格審査月次確認で負担割合相違エラーとなり、資格確認結果エラー

リスト（月次分）に出力されたレセプトに対して、被保険者と調整する正しい給付割

合などを、「レセプト調整」画面にて登録します。 

 「レセプト調整」画面は、「過誤レセプト明細」画面に新規追加した［レセプト調整］

ボタンを押下することによって遷移します。「レセプト調整」画面に表示する内容はエ

ラーレセプトデータベース（TD16）の内容をキーとして、取得した当月レセプトデー

タベース（TD24）を表示します。「レセプト調整」画面で、登録理由に「01（割合相違）」

を指定して調整する給付割合や一部負担額（入院・在総診等の場合）などの入力を行

います。 

 「レセプト調整」画面で給付割合などを入力し、［計算］ボタンを押下することによっ

て、同画面に差額のプラス（被保険者への支給）・マイナス（被保険者より徴収）を表

示します。この差額は、同画面で任意の金額に変更することもできます。登録した内

容は、レセプト調整データベース（TD50）で管理します。なお、新規登録時のステー

タスは「仮登録」となります。 

 

＜「レセプト調整」画面で取り扱えるレセプトについて＞ 

 オンライン「レセプト調整」画面で取り扱うことのできるレセプトを次に示します。 

 ［レセプト登録前（給付記録管理データベース（TD01）に登録前）］ 

  ・エラーレセプト（TD16）における資格審査結果が「X：返戻エラー」のレセプト 

  ・エラーレセプト（TD16）における資格審査結果が「E：確認エラー」のレセプト 

  ・エラーレセプト（TD16）における資格審査結果が「W：警告」のレセプト 

 ［レセプト登録後（給付記録管理データベース（TD01）に登録後）］ 

  ・資格審査結果に関係なく全レセプト 

   （レセプト登録前にレセプト調整を入力していない正当レセプトも含む） 

※レセプト登録後は、「レセプト明細」画面に新規追加した［レセプト調整］ボタ

ンを押下することによって「レセプト調整」画面に遷移します。 

 

＜他画面（「過誤レセプト明細」画面など）での更新抑止について＞ 

 レセプト調整の入力を行ったレセプトについて、レセプト調整データベース（TD50）

のステータスが「本登録」より前の場合は、①のレセプト取込の関連図で点線枠内に

示した、オンラインの「過誤レセプト一覧」画面などの入力と、バッチ処理の過誤一

括取込処理において、該当データへの更新を抑止します。 

また、該当データに相対するエラーレセプトデータベース（TD16）や当月レセプト

データベース（TD24）の状態区分などへの更新は「レセプト調整画面」によるオンラ

イン入力時には行いません。 
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1 給付業務 

＜「レセプト調整」画面での高額計算用金額（医療費や一部負担相当額など）の入力

について＞ 

 従来、使用制限としていました「レセプト明細」画面の高額計算用金額の機能につ

いては、入力可能とする項目を見直し、「レセプト調整」画面での入力に変更していま

す。入力方法などについては、「1.1.7 負担割合相違以外での「レセプト調整」画面

の入力について」にて説明します。 

 ここでは、被保険者と調整する給付割合と高額計算用金額の両方に入力がある場合

の取り扱いについて説明します。 

 

 オンライン「レセプト調整」画面にて、給付割合と高額計算用金額の両方に入力が

ある場合、給付割合などを用いた高額療養費計算ではなく、高額計算用金額の入力値

を優先した高額療養費計算を実施します。そのため、高額計算用金額を入力する際に、

「レセプト調整」画面に表示される高額計算用金額が適切であるか確認してください。 

 また、高額計算用金額に入力がある場合、レセプト調整資格審査における、内容の

妥当性判断（チェック）は実施しません。 

 

◆ 注意事項 

レセプト資格審査月次確認で資格審査結果が「X：返戻エラー」となったものについて、

申出処理までに申出対象か、調整結果の入力対象かの判断がつかない場合は、オンラ

イン「過誤レセプト一覧」画面、または「過誤レセプト明細」画面で、修正区分を「保

留」とすることで、当月の申出対象から除外できます。 
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 次に負担割合相違に関する「レセプト調整」画面への画面遷移と、「レセプト調整」

画面の入力操作方法を示します。 

 

1. 「過誤レセプト明細」画面で[レセプト調整]ボタンを押下してください。 

 

↓ 

「レセプト調整（登録）」画面が表示されます。 

押下してください
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2. 「レセプト調整（登録）」画面での負担割合相違に関する入力操作を説明します。 

初期表示される内容は、当月レセプトデータベース（TD24）を基に設定します。 

①の登録理由（入力必須項目）に「01（負担割合相違）」をドロップダウンリストより

選択し、［選択］ボタンを押下してください。登録理由により、負担割合相違として入

力できる項目（活性・非活性）を制御します。 

入力例は入院レセプトに対する給付割合の変更（7→9割）によって差額支給が発生す

るケースです。 

 

① 

 

 

 
＜「レセプト調整（登録）」画面のドロップダウンリストの項目＞ 
図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

① 登録理由 コード表（KD151） 

「レセプト調整登録理由コード」

01 負担割合相違 

02 マル長 

03 第三者 

04 75 歳差額 

99 その他 

など 
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資格確認結果エラーリスト（月次分）や、被保険者と直接調整することを踏まえた内

容を①の給付割合と一部負担額（事例は入院レセプトのため）を入力し、②の[計算]

ボタンを押下してください。 

 

② 

① 

 

 

 

◆ 一部負担額の入力について 

入院や在総診等の場合は、レセプトに一部負担額の記載があるため、被保険者と調整

することを踏まえた結果の一部負担額の入力が必要です。通常の外来の場合は、決定

点数から割合に応じて、算出されるため入力は不要です。（入力することは不可） 
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3. 調整差額（表示エリア）に支給となる計算結果の金額が表示されます。 

右横の調整差額（入力エリア）に支給する金額（表示エリアと同額）を入力した場合

は、その情報を基に、後続のバッチ一括処理にて、療養費種別「52：負担割合差額」

として支給決定年月日をスペースとした支給保留の状態で療養費情報が登録されます。 

調整差額（入力エリア）にゼロを入力した場合は負担割合差額の療養費情報の登録は

行いません。高額療養費計算への反映だけを行うことができます。 

入力内容を確認し、［確認］ボタンを押下してください。 

押下してください 

 

 

↓ 

「レセプト調整（登録）確認」画面が表示されます 

 

◆ 差額徴収の場合について 

差額徴収の場合は、調整差額にマイナス符号つきで金額が表示されます。 

また、その情報を基に、後続のバッチ一括処理にて、オプション指定により、給付制

限候補としての仮登録（給付制限レセプト管理データベース（TD13）への登録）と、

高額療養費計算への反映を行うことができます。 

調整差額にゼロを入力した場合は、給付制限候補としての仮登録（給付制限レセプト

管理データベース（TD13）への登録）は行いません。差額支給の場合と同様に高額療

養費計算への反映だけを行うことができます。 
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4. 入力した値、表示されている値など、調整結果の内容を確認し、［更新］ボタンを押下

してください。 

これによって、画面に入力したものはその値でレセプト調整データベース（TD50）に

登録します。なお、未入力のものは各項目の表示エリアの値でレセプト調整データベー

ス（TD50）を更新します。 
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(c) レセプト月次処理（資格再確認） 

 (b)の負担割合相違に関する差額の入力を「レセプト調整」画面で行ったことを示す

情報を、オンライン入力時に当月レセプトデータベース（TD24）とエラーレセプトデー

タベース（TD16）に更新します。 

 資格再確認処理では、負担割合相違に関連するエラーの内容とともに、(a)で示した

資格確認結果エラーリスト（月次再確認分）に、該当レセプトについての「レセプト

調整」画面で差額入力が行われていることを示す識別情報を出力します。 

 また、(b)の「レセプト調整」画面で差額の入力を行ったレセプトについて、レセプ

ト調整データベース（TD50）のステータスが「本登録」より前の場合は、1.1-18 ペー

ジのレセプト取込で点線枠内に示した、オンラインの「過誤レセプト一覧」画面など

の入力と、バッチの過誤一括取込処理において、該当データへの更新を抑止します。 

 

◆ 注意事項 

レセプト月次処理（資格再確認）は、従来どおりエラーレセプトデータベース（TD16）

を対象とし、レセプト調整データベース（TD50）は対象としていません。このため、「レ

セプト調整」画面より、給付割合などを正しい値に修正した場合でも、レセプト調整

本登録が実施されるまではエラーレセプトデータベース（TD16）のエラー状態は解除

されないため、該当データはレセプト月次処理（資格再確認）にて再び資格確認結果

エラーリスト（月次再確認分）に出力されます。このリストには、レセプト調整が登

録されていることを示す識別子が表示されますので、該当データについては、レセプ

ト調整資格審査で出力される資格確認結果エラーリスト（レセ調整分）で確認を行っ

てください。 

 

(d) レセプト給付確認 

 (b)の負担割合相違に関する差額の入力を「レセプト調整」画面で行ったことを示す

情報を、オンライン入力時に当月レセプトデータベース（TD24）とエラーレセプトデー

タベース（TD16）に更新します。 

 レセプト給付確認処理では、縦覧点検、横覧点検でのチェックエラーの内容ととも

に、(a)で示した給付確認結果表（縦覧・横覧）に、「レセプト調整」画面で入力が行

われていることを示す識別情報を出力します。 

 ここでは、給付確認結果表（縦覧・横覧）に出力されている内容の確認と、負担割

合相違に関する入力がされているかの確認をしてください。 

【改善予定】レセプト調整の登録有無（識別）の表示については、1月に改善予定です。 
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(2) レセプト調整資格審査（②） 

 「レセプト調整」画面で登録した内容が正しいか確認するために、レセプト調整デー

タベース（TD50）のデータに対して、負担区分・限度額チェックなどを実施します。

チェックの結果、正当データについてはレセプト調整データベース（TD50）のステー

タスを「仮登録（本登録待ち）」に更新します。 

 次に示す関連図は、1.1-17 ページで示した、レセプト資格審査月次確認で負担割合

相違のエラーとなり資格確認結果エラーリスト（月次分）に出力されたレセプトに対

して、「レセプト調整」画面で入力を行った場合（レセプト調整データベース（TD50））

に関するバッチ処理のレセプト調整資格審査処理と、その処理でエラーとなった場合

の「レセプト調整」画面での修正入力の関連を示しています。 

 

（ａ）レセプト調整資格審査

資格確認結果
エラーリスト

（レセ調整分）

レセプト調整

エラー有りのため
修正入力

レセプト調整（修正）

レセプト調整
給付確認へ

修正入力後再度レセプト調整資格審査へ

給付記録
管理

（TD01）

当月
レセプト
（TD24）

レセプト調整
（TD50）

給付確認結果表
（診療内容）
（レセ調整分）

レセプト調整
（TD50）
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(a) レセプト調整資格審査について 

 レセプト調整資格審査は、「レセプト調整」画面で入力された情報（レセプト調整デー

タベース（TD50））を基に、次に示すチェックを行います。ただし、「レセプト調整」

画面入力時に、高額計算用金額を入力したもの（レセプト調整データベース（TD50）

の高額用金額補正フラグが「1（該当）」）はレセプト調整資格審査を行いません。 

＜レセプト調整資格審査チェック例＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）の給付割合＞資格情報の負担区分に対応する給

付割合、かつ保険証交付なしの場合、エラー 

・ レセプト調整データベース（TD50）のマル長区分コードが設定有り、かつ 

診療年月＜特定疾病療養受療証発行期日年月の場合、エラー 

 チェックでエラーとなったデータ（レセプト調整データベース（TD50）の内容）は、

資格確認結果エラーリスト（レセ調整分）に出力します。エラーリストを基に、「レセ

プト調整」画面で調整結果に関する修正入力をします。 

 レセプト調整資格審査における「エラー」の判断は、各広域連合の定数・定率デー

タベース（TZ04）に指定しているエラーコードの、エラー詳細コードが「W」（ワーニ

ングエラー）以外を取り扱います。（当月運用でのレセプト資格審査月次確認と同様の

扱い） 

 

＜レセプト調整データベース（TD50））からの抽出条件＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「01（仮登録）」または「31（訂

正）」かつ、レセプト調整データベース（TD50）の完了フラグ 01 が 「0（未実施）」

または「2（実施中）」のもの。 

上記抽出条件の完了フラグ 01 は、レセプト調整資格審査の実施状況を識別するた

めの区分です。 

 

＜レセプト調整資格審査でのレセプト調整データベース（TD50）のステータスの更新

について＞ 

 レセプト調整資格審査で正当と判定されたレセプトに対して、レセプト調整データ

ベース（TD50）のステータスを「仮登録（本登録待ち）」に更新します。 
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＜「レセプト調整」画面での高額計算用金額（医療費や一部負担相当額など）の入力

について＞ 

 オンライン「レセプト調整」画面にて高額計算用金額が入力された場合、レセプト

調整データベース（TD50）の高額用金額補正フラグを「1（該当）」に更新します。ま

た、「レセプト調整」画面で負担割合に対応した入力と高額計算用金額の両方の入力が

ある場合は、負担割合に対応した情報による高額療養費計算ではなく、高額計算用金

額の入力値による高額療養費計算を実施することとなるため、レセプト調整資格審査

における、内容の妥当性判断は実施しません。 

 ただし、レセプト調整の対象となるレセプトは、元々、レセプト資格審査月次確認

にて割合相違のエラーであったことにより、給付確認（横覧点検・縦覧点検）が実施

されていないため、高額計算用金額が入力された場合であっても、「(3) レセプト調

整給付確認」で説明するレセプト調整に対する給付確認（横覧点検・縦覧点検）は実

施します。 

(3) レセプト調整給付確認（③） 

 通常のレセプト給付確認では、当月レセプトデータベースにおける状態区分が正当

のレセプトに対して重複チェックを行っています。「レセプト調整」画面から調整内容

を登録したレセプトは、レセプト調整本登録が実施されるまでは状態区分が正当にな

らないため、レセプト給付確認の対象になりません。このため、レセプト調整データ

ベース（TD50）に登録したデータについては別途、レセプト調整給付確認により重複

請求のデータがないかチェックを実施します。チェックの結果、正当として判定され

たデータはレセプト調整データベース（TD50）のステータスを「仮登録（本登録待ち）」

に更新します。 

 次に示す関連図は、1.1-28 ページで示したレセプト調整資格審査で正当と判定され、

出力されたレセプト調整データベース（TD50）に関するバッチ処理のレセプト調整給

付確認処理（縦覧点検・横覧点検）と、それぞれの処理でエラーとなった場合の「レ

セプト調整」画面での修正入力の関連を示しています。 
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（ａ）レセプト調整縦覧点検

（ｂ）レセプト調整横覧点検

給付確認
結果表
（横覧）

（レセ調整分）

レセプト調整画面

エラー有りのため
修正入力

レセプト調整（修正）

レセプト調整
本登録へ

修正入力後再度レセプト調整縦覧点検へ

レセプト調整画面

エラー有りのため
修正入力

レセプト調整（修正）

修正入力後再度レセプト調整横覧点検へ

給付記録
管理

（TD01）

当月
レセプト
（TD24）

レセプト調整
（TD50）

給付確認
結果表
（縦覧）

（レセ調整分）

レセプト調整
（TD50）

レセプト調整
（TD50）
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(a) レセプト調整給付確認（縦覧点検）について 

 レセプト調整給付確認（縦覧点検）は、「レセプト調整」画面で入力された情報（レ

セプト調整データベース（TD50））を基に、給付記録管理データベース（TD01）を検索

し、次に示すチェックを行います。 

＜縦覧点検のチェック例＞ 
・ レセプト種類コードが「１（医科）」、「3（歯科）」かつ、次のキーで給付記録管理

データベース（TD01）と重複する場合、エラー 

・保険者番号 

・被保険者番号 

・診療年月 

・都道府県コード 

・レセプト種類コード 

・医療機関市区町村コード 

・医療機関コード 

・診療科目コード 

・給付区分コード 

・予備 10-1（療養費区分） 

抽出したデータと、参照したデータベースの請求年月が同一の場合は、後続処理の

横覧点検の対象となるため、エラー対象外とします。 

 縦覧点検でエラーとなったレセプト（レセプト調整データベース（TD50）の内容）

は、給付確認結果表（縦覧）（レセ調整分）に出力します。該当データは給付記録管理

データベース（TD01）に蓄積されたデータとの重複請求となっているため、再審査申

出対象となるか判断し、レセプト調整本登録後に必要に応じて、再審査申出を行って

ください。 

 

＜レセプト調整データベース（TD50））よりの抽出条件＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「01（仮登録）」または「31（訂

正）」かつ、レセプト調整データベース（TD50）の完了フラグ 03 が「0（未実施）」

または「2（実施中）」のもの。 

上記抽出条件の完了フラグ 03 は、レセプト調整給付確認（縦覧点検）の実施状況

を識別するための区分です。 

＜縦覧点検でのレセプト調整データベース（TD50）のステータスの更新について＞ 

 レセプト調整給付確認（縦覧点検）で正当データと判定されたレセプトに対して、

レセプト調整データベース（TD50）のステータスを「仮登録（本登録待ち）」に更新し

ます。ただし、後続処理の横覧点検でエラーとなった場合は、ステータスを戻します。 

 

＜レセプト調整給付確認（縦覧点検）でのエラーに対する更新について＞ 

 レセプト調整に対する、給付確認（縦覧点検）にて、エラー状態とするレセプトは、

レセプト調整だけとし、相手のレセプトが給付記録管理（TD01）や当月レセプトデー

タベース（TD24）であった場合、給付記録管理データベース（TD01）や当月レセプト

データベース（TD24）に対する更新はしません。 
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(b) レセプト調整給付確認（横覧点検）について 

 レセプト調整給付確認（横覧点検）は、「レセプト調整」画面で入力された情報（レ

セプト調整データベース（TD50））を基に、それに該当する当月レセプトデータベース

（TD24）を検索し、次に示すチェックを行います。 

＜横覧点検のチェック例＞ 
・ レセプト種類コードが「1（医科）」、「3（歯科）」かつ、レセプト情報ファイル内に、

次のキーで重複する場合、エラー 

・保険者番号 

・被保険者番号 

・診療年月 

・都道府県コード 

・レセプト種類コード 

・医療機関市区町村コード 

・医療機関コード 

・診療科目コード 

・給付区分コード 

・予備 10-1（療養費区分） 

抽出したデータと、参照したデータベースの請求年月、簿冊レセプト番号が同一の

ものは、自レセプトと判定し、また、請求年月が異なる場合は縦覧点検の対象となる

ためエラー対象外とします。 

 横覧点検でエラーとなったレセプト（レセプト調整データベース（TD50）の内容）

は、給付確認結果表（横覧）（レセ調整分）に出力します。該当データは当月レセプト

データベース（TD24）内で重複請求となっているため、再審査申出対象となるか判断

し、レセプト調整本登録後に必要に応じて、再審査申出を行ってください。 

 

＜レセプト調整データベース（TD50））よりの抽出条件＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「01（仮登録）」または「31（訂

正）」かつ、レセプト調整データベース（TD50）の完了フラグ 02 が「0（未実施）」

または「2（実施中）」のもの。 

上記抽出条件の完了フラグ 02 は、レセプト調整給付確認（横覧点検）の実施状況

を識別するための区分です。 

＜横覧点検でのレセプト調整データベース（TD50）のステータスの更新について＞ 

 正当データと判定されたレセプトに対して、レセプト調整データベース（TD50）の

ステータスを「仮登録（本登録待ち）」と更新します。 
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(4) レセプト調整本登録（④） 

 レセプト調整資格審査、およびレセプト調整給付確認を実施した後、レセプト調整

データベース（TD50）のデータに対して、ステータスを「償還予定」、「求償予定」、ま

たは「本登録」に更新することで、登録状態を仮登録から本登録に更新します。ステー

タスが「償還予定」となったものは療養費登録（負担割合相違）（⇒詳細は 1.1-39 ペー

ジ⑥）を参照してください）で処理対象となります。「求償予定」となったものは給付

制限レセプト登録（負担割合相違）（⇒詳細は 1.1-42 ページ⑦を参照してください）

でオプション指定により処理対象となります。「本登録」となったものは高額療養費計

算の処理対象となります。また、レセプト調整データベース（TD50）の更新結果を確

認するためのレセプト調整本登録確認リストを出力します。 

 次に示す関連図は、バッチ処理のレセプト調整本登録処理に関する下記の内容を示

しています。 

・ 1.1-28 ページ②のレセプト調整資格審査、1.1-30 ページ③のレセプト調整給付確

認でのチェックで正当データと判定されたデータに対する、レセプト調整データ

ベース（TD50）のステータスの更新 

・ レセプト調整の入力を行った状況を把握するためのレセプト調整本登録確認リス

トの作成 

・ レセプト調整の差額入力内容を基にした 1.1-39 ページ⑥の療養費登録（負担割合

相違）や、1.1-42 ページ⑦の給付制限レセプト登録（負担割合相違）で使用する負

担割合前後情報ファイルの作成 

レセプト調整本登録

レセプト調整本登録
確認リスト

レセプト調整の
状況を把握する

療養費差額支給
関連処理へ

給付記録管理
（TD01）

レセプト調整
（TD50）

負担割合相違
前後情報
ファイル

負担割合管理
未取得
ファイル

差額支給対象 差額徴収対象

給付制限差額徴収
関連処理へ

給付記録管理
（TD01）

レセプト調整
（TD50）

レセプト
負担区分管理
（TD32）

エラーレセプト
（TD16）

給付記録
拡張管理１
（TD27）
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(a) レセプト調整本登録について 

 レセプト調整本登録は、レセプト調整資格審査やレセプト調整給付確認（縦覧点検・

横覧点検）のチェックで正当データと判定したものをレセプト調整データベース

（TD50）から抽出し、抽出したデータと相対する給付記録管理データベース（TD01）の

状態区分を基に、レセプト調整データベース（TD50）、給付記録管理データベース（TD01）、

エラーレセプトデータベース（TD16）、レセプト負担区分管理データベース（TD32）な

どを更新します。また、差額支給や、差額徴収分の関連処理に必要な負担割合相違前

後情報ファイルを作成します。 

 レセプト調整本登録でレセプト調整データベース（TD50）を更新したものは、結果

を把握する為のレセプト調整本登録確認リストに出力します。 

 

＜レセプト調整データベース（TD50）のステータスの更新や、その他のデータベース

（給付記録管理データベース（TD01）など）の更新について＞ 

 給付記録管理データベース（TD01）の状態区分コードを基に、次のようにレセプト

調整データベース（TD50）のステータスを更新します。 

①TD01 の状態区分コードが「80」未満の場合 

・ TD01 の状態区分コードが「x0」（正当）の場合 

TD50 のステータスに「00（本登録）」を設定します。 

・ TD01 の状態区分コードが「x1（対象）」または「x2（依頼）」の場合 

TD50 のステータスには何も設定しません。 

・ TD01 の状態区分コードが「x3（返戻）」の場合 

TD50 のステータスに「51（返戻）」を設定します。 

◆注意事項 
状態区分コードが「11（過誤返戻対象）」の場合、TD50 のステータス＝「03（仮登

録（本登録待ち））」かつ、TD50 の登録理由コードが「01（負担割合相違）」の場合

に限り、TD50 のステータスに「00（本登録）」を設定します。 

また、TD01.状態区分コードを「00（正当）」に更新し、相対するエラーレセプト

データベース（TD16）を削除します。 

この更新、および削除により、エラーが解除されたレセプトを「レセプト調整」

画面で照会する場合、「レセプト明細」画面に新規追加した[レセプト調整]ボタン

を押下することによって「レセプト調整」画面に遷移してください。 

 

②TD01 の状態区分コード「80」以上の場合 

・ TD50 のステータスに「00（本登録）」を設定します。 
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＜給付記録管理データベース（TD01）の状態区分とレセプト調整データベース（TD50）
のステータスの対比表＞ 

TD01.状態区分 

コード 

設定内容 

 03：仮登録（本登録待ち） 33：訂正（本登録待ち） 

 TD01.状態区分

コード 

TD50.レセプト調整状

態ステータスコード 

TD01.状態区分

コード 

TD50.レセプト調整状

態ステータスコード 

00：正当 － 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

10：過誤返戻 

  否認 

－  －  

11：過誤返戻 

  対象 

00：正当 

（TD01.高額計算

除外区分コード

を解除） 

（TD16.エラーレ

セプトを削除） 

 － － 

12：過誤返戻 

  依頼中 

－ － － － 

13：過誤返戻 － 51：返戻 － 51：返戻 

20：再審査査定 － 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

21：再審査対象 － － － － 

22：再審査 

  依頼中 

－ － － － 

23：再審査返戻 － 51：返戻 － 51：返戻 

30：突合審査 

  査定 

－ 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

31：突合審査 

  対象 

－ － － － 

32：突合審査 

  依頼中 

－ － － － 

33：突合審査 

  返戻 

－ 51：返戻 － 51：返戻 

40：給付記録 

  補正 

－ 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

41：給付記録 

  補正対象 

－ － － － 
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TD01.状態区分 

コード 

設定内容 

 03：仮登録（本登録待ち） 33：訂正（本登録待ち） 

 TD01.状態区分

コード 

TD50.レセプト調整状

態ステータスコード 

TD01.状態区分

コード 

TD50.レセプト調整状

態ステータスコード 

42：給付記録補

正依頼中 

－ － － － 

50：審査支払 

  機関修正 

－ 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

61：医療機関 

  請求返戻 

  対象 

－ － － － 

62：医療機関 

  請求返戻 

  依頼中 

－ － － － 

63：医療機関 

  請求返戻 

－ 51：返戻 － 51：返戻 

73：無効 －  －  

81：第三者求償 

  対象 

－ 11：求償予定 

21：償還予定 

 

調整差額が 0円の場合

00：本登録 

－ 00：本登録 

82：第三者 

求償中 

－  －  

83：第三者求償 

  完了 

－  －  

85：第三者求償 

  委託対象 

－  －  

86：第三者求償 

  委託中 

－  －  

87：第三者求償 

  委託完了 

－  －  

91：保険者徴収 

  対象 

－  －  

92：保険者 

  徴収中 

－  －  

93：保険者徴収 

  完了 

－  －  

95：割合相違 

  差額徴収 

  対象 

－  －  

96：割合相違差 

  額徴収中 

－  －  

97：割合相違 

  差額徴収 

  完了 

－  －  

 

 1.1-37



1 給付業務 

＜レセプト調整データベース（TD50））の抽出条件＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）の履歴番号が「00（最新）」かつ、レセプト調

整データベース（TD50）のステータスが「03（仮登録（本登録待ち））」または「33

（訂正（本登録待ち））」のもの。 

 

＜レセプト調整データベース（TD50）の登録理由コードが「01（負担割合相違）」の

場合のレセプト調整データベース（TD50）のステータスなどついて＞ 
・ TD50 の登録理由コードが「01（負担割合相違）」で、TD50 のステータスが「03（仮

登録（本登録待ち））」の場合は、事業月報Ｃ表の作成で必要となるレセプト負担区

分管理データベース（TD32）を更新し、負担割合相違前後情報ファイルを出力しま

す。 

なお、レセプト負担区分管理データベース（TD32）に該当データが存在しなかっ

た場合は、該当レセプトを統計にて差分計上するための、「負担区分管理未取得ファ

イル」を出力します。 

 また、割合相違差額がプラスの場合、ステータスを「21（償還予定）」、マイナス

の場合、「11（求償予定）」に更新します。 

 

(5) 過誤・再審査（⑤） 

 当月レセプトに関する過誤・再審査処理時に、レセプト調整が行われている場合に

ついての説明を次に示します。 

・ レセプト調整データベース（TD50）が登録されており、ステータスが「本登録」よ

り前の場合、「レセプト明細」画面、「過誤レセプト一覧」画面、「過誤レセプト明

細」画面、「再審査管理」画面、「突合審査申出入力」画面からの更新を抑止します。 

・ レセプト調整データベース（TD50）が登録されており、ステータスが「本登録」よ

り前の場合、過誤一括取込、および再審査一括取込からの更新を抑止します。 

・ 「レセプト調整」画面で入力する情報は、被保険者と差額調整した場合に、その結

果を高額療養費へ反映するなど、あくまでも広域連合としてのデータ管理となりま

す。したがって、「レセプト調整」画面で登録したデータであっても、その後、過

誤や再審査などの申出を行う場合は、レセプト調整データベース（TD50）の値は使

用せず、従来どおり給付記録管理データベース（TD01）の情報を基に各種申出情報

を作成します。  
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(6) 療養費登録（負担割合相違）（⑥） 

 レセプト調整登録を行った差額がプラス（支給）のものを対象に、療養費支給デー

タベース（TD25）、および支給管理データベース（TD18）に支給決定年月日をスペース

とした支給保留状態で一括登録します。被保険者からの差額支給に関する申請書の受

付による「療養費支給受付」画面で保留解除（決定年月日を入力）を行うと支給対象

となります。また、支給済みとなることで、高額療養費計算の対象となります。 

 

 次に示す関連図は、次の内容を示しています。 

・ 療養費として差額支給を行うため、1.1-34 ページ④のレセプト調整本登録処理で作

成した、差額支給分となる負担割合相違前後情報ファイルを基に、療養費情報への

レイアウト変換を行う療養費情報作成（負担割合相違） 

・ 差額支給のデータを療養費支給データベース（TD25）、支給管理データベース（TD18）

に支給保留状態（支給決定年月日がスペース）として登録するデータを作成し、こ

のデータの内容を確認するための割合相違差額求償登録リストを作成する療養費

登録（負担割合相違） 

・ 療養費登録（負担割合相違）で作成した支給保留とした差額支給のデータを療養費

支給データベース（TD25）、支給管理データベース(TD18)にロードする療養費登録

ロード（負担割合相違） 

・ 負担割合相違前後情報ファイルにおける差額支給のデータが高額療養費計算処理

へ反映するまでの流れ 
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負担割合相違
前後情報ファイル

（ａ）療養費情報作成（負担割合相違）

（ｂ）療養費登録（負担割合相違）

割合相違差額
償還登録リスト

内容を確認し、
療養費の支給の
有無を確認

レセプト調整
（TD50）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

全て「支給保留」
状態（支給決定年
月日をスペース）
で登録

割合相違差額償
還登録リストの
作成元CSVファ
イル（割合相違
差額償還登録リ
ストファイル）
を基に運用にて
対応

療養費支給
申請書

広域連合にて対応

被保険者などへ送付

療養費支給受付画面 被保険者が支給申請

支給処理にて支給済みとなった
ものは高額療養費計算へ

レセプト調整
（TD50）

予め支給決定年月日がスペースで登録
されているものに支給決定日を入力

レセプト
負担区分管理
（TD32）

（ｃ）療養費登録ロード

高額療養費
計算処理へ
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(a) 療養費情報作成（負担割合相違）について 

 レセプト調整本登録処理で作成した、差額支給分となる負担割合相違前後情報ファ

イルを基に、療養費情報へのレイアウト変換を行います。 

＜差額支給分の抽出条件＞ 
・ 負担割合相違前後情報ファイルの差額区分コードが「1（償還）」のもの 

 

(b) 療養費登録（負担割合相違）、(c)療養費登録ロード（負担割合相違）について 

 負担割合相違における差額支給は療養費を用いて実施します。(b)療養費登録（負担

割合相違）では、(a)にて変換した療養費情報を基に療養費種別を「52（負担割合差額）」

として療養費支給データベース（TD25）、支給管理データベース（TD18）に登録しま

す。なお、登録は全て支給保留（支給決定年月日がスペース）の状態で登録します。 

 登録した内容は「割合相違差額償還登録リスト」（新規リスト）に出力します。出

力したリストを基に、差額分の療養費支給の有無を確認し、支給する場合は、リスト

作成元の割合相違差額償還登録リストファイル（CSV）を活用することにより、広域連

合にて被保険者に送付する差額支給申請書を作成することができます。または、「療養

費支給受付」画面で申請書を出力することもできます。 

 その後、被保険者から申請を受付けた際、オンラインより受付状態（支給決定年月

日を設定）にしてください。 

 また、何らかの理由により、差額分の支給を止める場合などは、「療養費一覧」画

面よりオンラインにて削除操作をすることで可能です。 

 オンラインより受付状態となったものが、療養費支給処理により、支給が行われた

後、レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「本登録」に更新され、高額

療養費計算の対象となります。 

なお、「レセプト調整」画面で調整差額を任意で 0円として登録した場合は、差額の療

養費支給データベース（TD25）、支給管理データベース（TD18）などへの登録は行わ

ず、後続処理の高額療養費計算への反映だけを行います。 
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◆ 注意点 

＜システム対応範囲について＞ 
・ 「レセプト調整」画面での入力時の登録理由が「負担割合相違」の場合のみ 

実施します。 

・ レセプト調整の初回登録（本登録処理により、レセプト調整データベース（TD50）

のステータスが「償還予定」となるまで）のみ実施します。 

レセプト調整に該当したデータが過誤や再審査の対象となった場合に、その結果が

到着してもレセプト調整の内容の修正・更新について、システム連動は行いません

ので、オンラインでの修正入力が必要です。（「1.1.6 レセプト調整登録後の過誤・

再審査申出結果により給付記録管理データベース（TD01）の修正関連について」を

参照してください。） 

 

＜調整差額のオンライン入力について＞ 

・調整差額はレセプト調整の登録時に「レセプト調整」画面から入力してくださ 

 い。なお、「レセプト調整」画面で［計算］ボタンを押下することで表示する  

 調整差額は、レセプト調整前後の「自己負担額」から算出します。 

・予めシステムが、支給保留（支給決定年月日がスペース）の状態で登録した療養

費データに関して、オンライン「療養費支給受付」画面で、受付状態（支給決定

年月日を設定）にするとき、不当にエラーとならないよう、「レセプト調整」画

面から入力された対象金額が、レセプト調整前後の自己負担額の差額でない場合

は、対象金額と自己負担額の差額の差分を調整差額に入力してください。 

 

(7) 給付制限レセプト登録（負担割合相違）（⑦） 

 レセプト調整登録を行った差額がマイナス（徴収）のものを対象に、オプション指

定により、給付制限候補としての仮登録データを給付制限レセプト管理データベース

（TD13）に一括登録し、割合相違差額求償登録リストを出力します。広域連合で個別に

作成、送付した納付書により被保険者からの納付を受けた後、割合相違差額求償登録

リストを基に「給付制限管理」画面であらかじめシステムで仮登録したデータに対し

て全額納付の登録を行います。さらに、「レセプト調整」画面で［ステータス更新］ボ

タンの押下によって、ステータスを「求償登録」から「本登録」に変更することで高

額療養費計算の対象となります。 

次に示す関連図は、次の内容を示しています。 

・ 保険者徴収として差額徴収を行うため、1.1-34 ページ④のレセプト調整本登録処理

で作成した、差額徴収分となる負担割合相違前後情報ファイルを基に、オプション

指定により、割合相違の給付制限候補として仮登録（給付制限レセプト管理データ

ベース（TD13）への登録）を行い、登録結果を割合相違差額求償登録リストに出力

する給付制限レセプト登録（負担割合相違） 

・ 「給付制限管理」画面での入力、および差額徴収分のデータが高額療養費計算処理

へ反映するまでの流れ 
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負担割合相違
前後情報ファイル

（ａ）給付制限レセプト登録（負担割合相違）

割合相違差額
求償登録リスト

内容を確認する

被保険者へ送付

給付制限レセプト管理
（TD13）

登録要否はオプション
指定とする

給付制限管理画面

給付制限の本登録を行う

広域連合にて対応

被保険者が納付

被保険者からの納付により
実徴収金額の入力を行った
ものはレセプト調整入力へ

納付書

給付制限レセプト管理
（TD13）

給付制限管理画面

通知書

給付制限個人管理
（TD12）

給付制限レセプト管理
（TD13）

給付制限個人管理
（TD12）

レセプト調整（修正）

レセプト調整画面レセプト調整画面

レセプト調整
（TD50）

レセプト調整
（TD50）

全額納付済みの場合、
ステータス更新ボタンを
押下することで
高額療養費計算へ

高額療養費計算処理へ

レセプト調整
（TD50）

オプション管理
（TZ14）

給付記録管理
（TD01）

割合相違差額求
償登録リストの
作成元CSVファ
イル（割合相違
差額求償登録リ
ストファイル）
を基に運用にて
対応
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(a) 給付制限レセプト登録（負担割合相違）について 

 負担割合相違における差額徴収となるものについて、オプション指定により、割合

相違の保険者徴収として給付制限の仮登録（給付制限レセプト管理データベース

（TD13）の登録）を行い、給付記録管理データベース（TD01）の状態区分コードに「95」

（割合相違差額徴収対象）を設定します。 

 なお、「レセプト調整」画面で調整差額を任意で 0円として登録した場合は、差額の

給付制限への仮登録は行わず、後続処理の高額療養費計算への反映だけ行います。 

 

＜差額徴収分の抽出条件＞ 
・ 負担割合相違前後情報ファイルの差額区分コードが「2（求償）」のもの 

 

◆ 注意点 

＜システム対応範囲について＞ 
・ 「レセプト調整」画面での入力時の登録理由が「負担割合相違」の場合のみ、 

実施します。 

・ レセプト調整の初回登録（本登録処理により、レセプト調整データベース（TD50）

のステータスが「求償予定」となるまで）のみ、実施することとして、その後、該

当データが過誤や再審査の対象となった場合に、その結果が到着してもレセプト調

整の内容の修正・更新について、システム連動は行いません。 

 

＜調整差額のオンライン入力について＞ 

・ 調整差額はレセプト調整の登録時に「レセプト調整」画面から入力してください。 

なお、「レセプト調整」画面で［計算］ボタンを押下することで表示する調整差額

は、レセプト調整前後の「自己負担額」から算出します。 

 

＜割合相違差額求償リスト作成について＞ 

負担割合相違における差額徴収となるものについて、オプション指定により、給付

制限候補として仮登録（給付制限レセプト管理データベース（TD13）への登録）を行っ

たものを対象に、「割合相違差額求償登録リスト」（新規リスト）を出力します。 

 このリストは後続処理の「給付制限管理」画面で請求額等の登録における対象デー

タの把握、および「レセプト調整」画面で登録した差額を出力することから、請求金

額等の入力を行う際の補助リストとなります。 

なお、割合相違差額求償登録リストは、「レセプト調整」画面で差額をマイナスとし

て登録したデータの把握も目的としていることから、給付制限仮登録の実行有無のオ

プション指定に関係なく出力します。 

＜給付制限管理をした場合のデータを高額療養費計算対象とする場合＞ 

「レセプト調整」画面で［ステータス更新］ボタンの押下によって、ステータスを「求

償登録」から「本登録」に変更することで高額療養費計算の対象となります。 
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(8) 高額療養費計算関連（⑧） 

 高額療養費計算の対象抽出時、負担割合相違ままのレセプトが高額療養費計算の対

象とならないように、同一世帯、診療年月ごとに以下のチェックを実施します。チェッ

クでエラーとなった場合、高額療養費計算確認リスト（未実施分）に出力します。 

・ レセプト情報と資格情報で負担割合が不一致の場合、エラー 

・ レセプト調整中（レセプト調整データベース（TD50）に ステータスが「本登録」

以外のもの）が存在する場合、エラー 

・ 世帯負担区分が取得できない場合、エラー 

 また、レセプト調整画面より登録した調整結果（レセプト調整データベース（TD50)

のデータ）が高額療養費計算対象となる場合、高額療養費計算確認リスト（実施分）

に出力します。これらのリストにより、レセプト調整画面より登録したものが、正し

く高額療養費計算の対象となったかを確認することができます。 
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 次に示す関連図は差額支給、または差額徴収分として、調整入力されたレセプト調

整データベース（TD50）を基に、高額療養費計算処理を行い、その結果データの把握

を目的とした高額療養費計算確認リスト（実施分）や、調整入力されずに負担割合相

違のまま高額療養費計算処理に到達したデータを計算対象から除外し、そのデータの

把握を目的とした高額療養費計算確認リスト（未実施分）を出力する流れを示してい

ます。 

（ａ）高額療養費計算

高額療養費計算
確認リスト
（実施分）

レセプト調整、または
調整されていないもの
に対する高額療養費計
算処理の内容を、リスト
にて確認する

高額療養
計算WK
（TD91）

高額算定
結果データ

レセプト調整
（TD50）

給付記録管理
（TD01）

高額該当
負担区分WK
（TD92）

高額療養費計算
確認リスト
（未実施分）

高額カスタマイズ
処理へ

高額療養費結果
取り込み処理へ
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(a) 高額療養費計算について 

 負担割合相違における差額分の支給や徴収となるもので、レセプト調整データベー

ス（TD50）にステータスが「本登録」で登録されているものは、その内容で高額療養

費計算を行い、計算結果のレセプト情報を、世帯・診療年月単位に高額療養費計算確

認リスト（実施分）に出力します。 

 また、高額療養費計算対象としてデータを抽出する高額療養費給付記録管理抽出処

理で、次に示す条件（以降、世帯抑止判定と記載します）に該当した場合は、世帯・

診療年月単位に高額療養費計算を抑止します。 

 世帯抑止判定に該当したレセプト情報を世帯・診療年月単位に、高額療養費計算確

認リスト（未実施分）に出力します。 

 

＜世帯抑止判定を実施する条件について＞ 
・ レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「本登録」以外の場合 

・ レセプトの内容と被保険者情報の負担割合が不一致の場合（以降、割合相違該当

チェックと記載します） 

・ 世帯負担区分が取得できない場合 

 

＜世帯抑止判定を実施しない条件について＞ 
・ 高額療養費計算除外区分コードに｢1｣（高額計算除外）が設定されている場合 

・ 状態区分コードが「13」（過誤返戻）、「23」（再審査返戻）、「33」（突合審査返戻）、

「63」（医療機関請求返戻）、「73」（無効）のいずれかの場合 

 

＜割合相違該当チェックについて＞ 
・ 割合相違該当チェックは、レセプトの負担割合が「070」（7割）または、「090」（９

割）だけを対象とします。 

・ 割合相違該当チェックで正当とする負担割合は、資格情報の個人負担区分が「4x」

（現役並み）のとき「070」、「個人負担区分が「4x」以外のとき「090」としてチェッ

クします。 
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(9) 高額療養費更新関連（⑨） 

 「レセプト調整」画面から調整結果を登録したレセプトについて、高額療養費計算、

および高額療養費更新が正しく行われたかオンライン「高額療養費訂正（照会）」画面

などで確認します。 

 次に示す関連図は入力されたレセプト調整データベース（TD50）などを基に、高額

療養費計算処理を行い、その結果データで高額療養費更新処理に反映した内容の確認

などを行う流れを示しています。 

高額療養費更新

オンライン画面でレセプト調整入力した内容で
高額療養費計算が行われたことを高額療養費
計算確認リスト（実施分）なども参考に確認する

支給管理
（TD18）

高額療養費
支給

（TD02）

高額療養費
支給管理
（TD08）

高額該当
負担区分WK
（TD92）

高額療養
計算WK
（TD91）

高額療養費訂正（登録）
高額療養費訂正（修正）
高額療養費訂正（照会）
など

高額療養費計算
確認リスト
（実施分）
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 「レセプト調整」画面で入力した情報によって、高額療養費が算出されたことを確

認する照会画面、および過誤や再審査に関する画面などの表示について示します。 

 

1. 「高額療養費該当状況照会」画面について 

「高額療養費該当状況照会」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）

に存在する場合、調整欄に“有”と表示します。該当データはレセプト調整データベー

ス(TD50) の調整結果に基づく高額療養費計算結果の情報を表示しますので、高額療養

費計算処理にて出力した、「高額療養費計算確認リスト（実施分）」などを参考に、高

額療養費計算が正しく行われたかを確認してください。 
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2. 「高額療養費訂正（照会）」画面について 

「高額療養費訂正（照会）」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）

に存在する場合、“有”と表示します。該当データはレセプト調整データベース(TD50) 

の調整結果に基づく高額療養費計算結果の情報を表示しますので、高額療養費計算処

理にて出力した、「高額療養費計算確認リスト（実施分）」などを参考に、高額療養費

計算が正しく行われたかを確認してください。 
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3. 「高額療養費支給受付（受付）」画面について 

「高額療養費支給受付（受付）」画面では、該当データがレセプト調整データベース

（TD50）に存在する場合、“有”と表示します。該当データはレセプト調整データベー

ス(TD50) の調整結果により、高額療養費計算が行われた支給情報を表示しますので、

高額療養費計算処理にて出力した、「高額療養費計算確認リスト（実施分）」などを参

考に、高額療養費計算が正しく行われたかを確認してください。 
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4. 「レセプト一覧」画面について 

「レセプト一覧」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存在す

る場合、“有”と表示します。該当データの調整結果を確認する場合は、［照会］ボタ

ンを押下し、「レセプト明細」画面表示後、［レセプト調整］ボタンを押下して、「レセ

プト調整」画面で内容の確認をおこなってください。 
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5. 「レセプト明細」画面について 

「レセプト明細」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存在す

る場合、“有”と表示します。該当データの調整結果を確認する場合は、［レセプト調

整］ボタンを押下して、「レセプト調整」画面で内容の確認をおこなってください。 

 

「有」に変更される
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6. 「過誤レセプト一覧」画面について 

「レセプト一覧」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存在す

る場合、“有”と表示します。該当データの調整結果を確認する場合は、［過誤明細］

ボタンを押下し、「過誤レセプト明細」画面表示後、［レセプト調整］ボタンを押下し

て、「レセプト調整」画面で内容の確認をおこなってください。 
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7. 「過誤レセプト明細」画面について 

「過誤レセプト明細」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存

在する場合、“有”と表示します。該当データの調整結果を確認する場合は、［レセプ

ト調整］ボタンを押下して、「レセプト調整」画面で内容の確認をおこなってください。 
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8. 「再審査管理」画面について 

「再審査管理」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存在する

場合、“有”と表示します。該当データに対して再審査結果情報などが到着した場合、

その変更情報は、レセプト調整データベース（TD50）に自動的には反映しません。そ

のため、再審査などの結果情報に基づいてレセプト調整の登録内容もオンラインにて

修正する必要がありますので注意してください。（1.1.6(1)各種結果取込・各種結果出

力を参照してください） 

 また、レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「本登録」より前の場合

は、該当データへの更新を抑止します。 
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9. 「突合審査申出入力」画面について 

「突合審査申出入力」画面では、該当データがレセプト調整データベース（TD50）に存

在する場合、“有”と表示します。該当データに対して突合審査結果情報などが到着し

た場合、その変更情報は、レセプト調整データベース（TD50）に自動的には反映しま

せん。そのため、突合審査などの結果情報に基づいてレセプト調整の登録内容もオン

ラインにて修正する必要がありますので注意してください。（「1.1.6(1) 各種結果取

込・各種結果出力」を参照してください） 

 また、レセプト調整データベース（TD50）のステータスが「本登録」より前の場合

は、該当データへの更新を抑止します。 
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1.1.5 レセプト遡及に対する負担割合相違について 

 レセプト遡及による所得更正などによって診療時点の負担割合が更正された場合に

ついては、レセプト遡及資格審査において負担割合相違のエラーとなり、資格確認結

果エラーリスト（遡及分）に出力されます。出力されたデータについては、「レセプト

明細」画面から［レセプト調整］ボタン押下により、高額療養費計算前に被保険者と

調整する正しい給付割合を登録してください。なお、高額療養費計算時に割合相違の

ままとなっているデータは高額療養費計算確認リスト（未実施分）に出力し、世帯、

診療年月単位で高額療養費の再計算を抑止します。 高額療養費計算確認リスト（未実

施分）に出力されたデータは、「レセプト調整」画面にて正しい給付割合などを登録の

上、その差額が被保険者へ支給済みとなった、もしくは、差額徴収の場合、「レセプト

調整」画面で［ステータス更新］ボタンを押下した以降、登録内容による高額療養費

の再計算対象となります。 

 高額療養費計算時の割合相違の判定については、高額計算の処理対象となったデー

タに対して行うものとなります。このため、「高額療養費計算確認リスト（未実施分）

」に出力されたデータについて、「レセプト調整」画面の登録を行っていない場合、次

回の高額療養費計算処理でも再度、リストが出力されるものではありませんのでご注

意ください。次回処理でも再度、出力されるケースは、該当データに関する同一診療

年月の同一世帯のデータに何らかの理由による再計算の対象となるデータが発生した

場合のみです。

 

 

◆ レセプト遡及に対する負担割合相違の関連図 

 レセプト遡及に対する負担割合相違の関連図を次に示します。 

 この関連図では、遡及分レセプト情報（給付記録管理データベース（TD01））に対す

る月次処理のレセプト遡及処理から高額療養費更新までの通常運用ケースを左側点線

部分に、遡及分レセプト情報に対し、調整する正しい給付割合などの入力を行う契機

や、バッチ処理などを右側点線部分に示しています。 

 また、図中の丸付き数字は、以降の説明と対応しています。 
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資格確認結果
エラーリスト
（遡及分）

広域連合
にて対応

差額支給
申請書

療養費
支給

（TD25）
納付書

②　レセプト調整資格審査

レセプト調整

資格審査エラーリストや
給付確認結果表の内容
から、エラーがある場合
は、入力内容を修正する。

療養費支給受付
画面

被保険者が
支給申請

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

負担割合
管理未取得
ファイル

資格確認
結果エラー
リスト

（レセ調整分）

給付確認
結果表

（縦覧・横覧）
（レセ調整分）

レセプト調整画面の
調整差額を０（ゼロ）と
入力した場合は
⑥、⑦は行わず、
高額療養費計算へ

レセプト
調整

（TD50）

支給処理にて
支給済みとなったものは
高額療養費計算へ

全額納付済みの場合、
ステータス更新ボタン
を押下することで高額
療養費計算へ

被保険者からの納付
により、実徴収金額の
入力

療養費支給

レセプト調整画面レセプト調整画面

被保険者が
納付

①　レセプト遡及処理

⑤　療養費登録
　（負担割合相違）

レセプト調整
本登録

確認リスト

⑥給付制限レセプト登録
　 （負担割合相違）

高額療養費計算
確認リスト
（実施分）

⑧　高額療養費更新

高額療養費訂正（照会）などで
レセプト調整入力内容の確認

高額療養費計算
確認リスト

（未実施分）

負担割合
相違前後情報
ファイル

レセプト
調整

（TD50）

⑦　高額療養費計算

レセプト
調整

（TD50）

レセプト
調整

（TD50）

給付記録
管理

（TD01）

エラー
レセプト
（TD16）

レセプト
負担

区分管理
（TD32）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

未支出未支出

給付制限
レセプト管理

（TD13）

給付制限
個人管理
（TD12）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

支出済支出済

支給管理
（TD18）

レセプト
調整

（TD50）

給付制限
レセプト管理
（TD13）

レセプト
調整

（TD50）

広域連合
にて対応

支出保留支出保留

仮登録

③　レセプト調整給付確認

④　レセプト調整本登録

求償予定求償予定

償還予定償還予定

償還登録償還登録 求償登録求償登録

本登録本登録

高額療養費計算へ

給付確認
結果表

（診療内容）
（レセ調整分）

仮登録仮登録 支出済支出済
レセプト調整データベース（TD50)
のステータスを示しています。

支給管理データベース（TD18)における支

出の状態を示しています。

レセプト遡及
資格審査

給付記録
管理

（TD01）

遡及分レセプトに対する処理

仮登録（本登録待ち）仮登録（本登録待ち）

仮登録仮登録

決定決定

仮登録仮登録

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限
レセプト管理
（TD13）

納付済み納付済み

給付制限の
本登録

給付制限個人管理データベース（TD12)、給付制限レセプト管
理データベース（TD13）における給付制限状態区分コードを示

しています。ただし、仮登録とは給付制限状態区分コードとし
ては未登録となります。  
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(1) レセプト遡及処理（①） 

 次に示す関連図は、レセプト遡及資格審査で負担割合相違のエラーとなり資格確認

結果エラーリスト（遡及分）に出力されたレセプトを基に被保険者と直接調整する正

しい給付割合や一部負担額（入院・在総診等の場合）などを「レセプト調整」画面で

入力する契機などを示しています。 

 

資格確認結果
エラーリスト
（遡及分）

レセプト調整画面

レセプト調整入力
要否判断

レセプト調整（登録）

レセプト
調整

（TD50）

レセプト調整
資格審査

などへ

給付記録
管理

（TD01）

レセプト明細

（ａ）レセプト遡及資格審査

給付記録
管理

（TD01）

（ｂ）
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(a)  レセプト遡及資格審査処理 

 遡及資格審査のチェックで、負担割合相違のエラーとなったレセプトは、資格確認

結果エラーリスト（遡及分）に出力します。 

 広域連合においては、資格確認結果エラーリスト（遡及分）を基に、エラー原因な

どを確認の上、被保険者に対する差額調整となるデータの場合は、「レセプト明細」画

面から、[レセプト調整]ボタンを押下することによって遷移する「レセプト調整」画

面で正しい給付割合などを入力します。 

 「レセプト調整」画面で、入力を行ったデータは、以降の処理として、「1.1.4 当

月レセプトに対する負担割合相違について」で示したものと同様にレセプト調整資格

審査やレセプト調整給付確認および、レセプト調整本登録などを行い、差額の支給や

徴収、高額療養費計算への反映を行います。 

 

(b) 負担割合相違に関する「レセプト調整」画面での入力について 

 (a)のレセプト遡及資格審査にて、負担割合相違エラーとなり、資格確認結果エラー

リスト（遡及分）に出力したレセプトに対して、エラー内容などを基に、正しい給付

割合などを入力、管理する「レセプト調整」画面で、負担割合相違での差額の入力を

行うことができます。 

 「レセプト調整」画面は、「レセプト明細」画面に新規追加した［レセプト調整］ボ

タンを押下することによって遷移します。「レセプト調整」画面は給付記録確認データ

ベース（TD01）の内容を表示します。「レセプト調整」画面で、登録理由に「01（割合

相違）」を指定して調整後の給付割合や一部負担額（入院・在総診等の場合）などの入

力を行います。 

 「レセプト調整」画面で給付割合などを入力し、［計算］ボタンを押下することによっ

て同画面に差額のプラス（被保険者への支給）・マイナス（被保険者への徴収）を表示

します。この差額は同画面で任意の金額に変更することも可能です。登録した内容は、

「レセプト調整データベース（TD50）」で管理します。 

 

＜「レセプト調整」画面での高額計算用金額（医療費や一部負担相当額など）の入力

について＞ 

 オンライン「レセプト調整」画面にて負担割合相違に対応した入力を行ったデータ

に対し、高額計算用金額も入力された場合、レセプト調整の負担割合などを用いた高

額療養費計算ではなく、高額計算用金額の入力値による高額療養費計算を実施するこ

ととなるため、レセプト調整資格審査における、内容の妥当性判断（チェック）は実

施しません。 

 そのため、各広域連合においては、高額計算用金額を入力する際に、「レセプト調整」

画面に表示される高額計算用金額が適切であるかどうか確認を行うよう、注意してく

ださい。 
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1 給付業務 

 次に負担割合相違に関する「レセプト調整」画面への画面遷移と、「レセプト調整」

画面の入力操作方法を示します。 

1. 「レセプト明細」画面で[レセプト調整]ボタンを押下してください。 

 

↓ 

「レセプト調整（登録）」画面が表示されます。 

押下してください。
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2. 「レセプト調整（登録）」画面での負担割合相違に関する入力操作方法については、

「1.1.4(1)(b) 負担割合相違に関する「レセプト調整」画面での入力について」を参

照してください。 

3. 「レセプト調整（登録）」画面でレセプト調整結果情報の登録後の「レセプト明細」画面

には、レセプト調整が行われたことを判別できるよう、レセプト調整（表示エリア）

に有無を表示します。 

「有」に変更される
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(2) レセプト調整資格審査（②） 

 レセプト調整資格審査の概要などについては、「1.1.4(2) レセプト調整資格審査」

を参照してください。 

 

(3) レセプト調整給付確認（③） 

 レセプト調整給付確認の概要などについては、「1.1.4(3) レセプト調整給付確認」

を参照してください。 

 

(4) レセプト調整本登録（④） 

 レセプト調整本登録の概要などについては、「1.1.4(4) レセプト調整本登録」を参

照してください。 

 

(5) 療養費登録（負担割合相違）（⑤） 

 療養費登録（負担割合相違）の概要などについては、「1.1.4(6) 療養費登録（負担

割合相違）」を参照してください。 

 

(6) 給付制限レセプト登録（負担割合相違）（⑥） 

 給付制限レセプト登録（負担割合相違）の概要などについては、「1.1.4(7)  給付

制限レセプト登録（負担割合相違）」を参照してください。 

 

(7) 高額療養費計算関連（⑦） 

 高額療養費計算関連の概要などについては、「1.1.4(8) 高額療養費計算関連」を参

照してください。 

 

(8) 高額療養費更新関連（⑧） 

 高額療養費更新関連の概要などについては、「1.1.4(9)  高額療養費更新関連」を

参照してください。 
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1.1.6 レセプト調整登録後の過誤・再審査申出結果により給付記録管

理データベース（TD01）の修正関連について 

 「レセプト調整」の登録が行われているデータに対する再審査結果情報などが到着

した場合、その変更情報は、レセプト調整データベース（TD50）に自動的には反映し

ません。再審査などの結果情報に基づいてレセプト調整の登録内容もオンラインにて

修正する必要があります。これは、元々レセプト調整の登録は、広域連合によって、

高額計算用金額などを含め、任意に登録していることや、負担割合相違の対応として

入院や在総診等の場合には、差額調整による一部負担金を登録していることなど、登

録ケースによっては、システムで反映した場合に、その任意で登録した内容を書き換

えてしまうことを防ぐためです。このため、オンラインによる「レセプト調整」画面

にて、内容の修正が必要となります。修正入力にあたっての参考資料として、過誤や

再審査結果情報取込処理時に、対象データおよび、決定点数等の前後情報やその差分

を把握することができるよう、プルーフリスト（新規作成）を出力しますので、結果

情報を基に出力される各種結果表なども参考にし、修正入力などを行ってください。 

 なお、標準システムでは、差額償還を目的とした療養費情報の登録や、差額求償を

目的とした給付制限レセプトの登録後に、給付記録管理データベース（TD01）の内容

変更や、レセプト調整をオンラインから訂正・削除した場合について、既に登録した

療養費情報や給付制限レセプトへ変更内容を反映させることはしません。給付記録管

理データベース（TD01）とレセプト調整データベース（TD50）はシステム上、非同期

で管理することとしています。 

 変更内容を反映させる場合は、療養費や給付制限のオンライン画面から支給金額や

徴収金額の訂正・削除により、対応する必要があります。レセプト調整データベース

（TD50）に相対する給付記録管理データベース（TD01）のレセプト情報が、審査支払機

関から再審査などの理由により、変更となった場合は、オンラインでの画面操作にて給

付記録管理データベース（TD01）とレセプト調整データベース（TD50）の内容を同期

化することを想定している為、バッチ処理による一括した同期化の処理は行いません。

 ただ

 

し、給付記録管理データベース（TD01）の状態区分が｢x3｣（返戻）となった場

合に限り、レセプト調整情報に対する修正などの抑止や、高額療養費計算の対象外と

するため、バッチ処理（過誤・再審査）にて、レセプト調整データベース（TD50）の

ステータスを「51（返戻）」とする更新を行います。 
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◆ 再修正の契機および差額分データの標準システムでの対応範囲の関連図 

再修正の契機および差額分データの標準システムでの対応範囲の関連図を次に示しま

す。 

この関連図では、「レセプト調整」画面で登録した後、過誤・再審査申出の結果により、

調整結果（レセプト調整データベース（TD50））を再度修正するなどの契機を示してい

ます。また、点線 a部分は、差額分データの標準システムでの対応範囲を示していま

す。 

図中の丸付き数字は、以降の説明と対応しています。 
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1 給付業務 

 

各種申出結果
情報

給付記録
管理

（TD01）

高額療養費訂正（照会）
などでレセプト調整入力

内容の確認

負担割合相違関連処理

エラー
レセプト
（TD16）

再審査
レセプト
（TD22）

プルーフリスト

※１　点線b部分は、レセプト調整データベース（TD50）登録後に各種申出結果情報により、給付 記録管理データベース（TD01）が更新
　　　 された場合、負担割合相違前後情報ファイルの作成や、差額支給、差額徴収などのシステム対応は行いません。

負担割合相違
前後情報ファイル

結果取込処理後の各種結果
表や各種プルーフリストを基に
入力する リストを確認し、エラー

がある場合は、入力
内容を修正する。

負担割合管理
未取得ファイル

資格確認結果
エラーリスト

（レセ調整分）

給付確認結果表
（縦覧・横覧）
（レセ調整分）

レセプト調整
本登録確認

リスト

レセプト
調整

（TD50）

レセプト調整画面の調整差額を０
（ゼロ）と入力した場合は療養費
登録や給付制限レセプト登録の
処理は行わず、高額療養費計算
へ

※１　

各種結果表

レセプト
調整

（TD50）

レセプト
調整

（TD50）

a

b

給付確認結果表
（診療内容）

（レセ調整分）

レセプト
調整

（TD50）

給付記録
管理

（TD01）

エラー
レセプト
（TD16）

レセプト
負担区分管理

（TD32）

療養費
支給

（TD25）

療養費支給受付
画面

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

レセプト
調整

（TD50）

支給処理にて
支給済みとなったものは
高額療養費計算へ

全額納付済みの場合、
ステータス更新ボタン
を押下することで高額
療養費計算へ

療養費支給

レセプト調整画面

療養費登録（負担割合相違） 給付制限レセプト登録（負担割合相違）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

給付制限
レセプト管理

（TD13）

給付制限
個人管理
（TD12）

支給管理
（TD18）

療養費支給
（TD25）

支給管理
（TD18）

レセプト
調整

（TD50）

給付制限
レセプト管理

（TD13）

レセプト
調整

（TD50）

高額療養費計算へ

① 各種結果取込・各種結果出力

② レセプト調整資格審査

③ レセプト調整給付確認

④

レセプト調整

レセプト調整本登録

⑤ 高額療養費計算

⑥ 高額療養費更新

給付制限管理
画面

給付制限管理
画面

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限
レセプト管理

（TD13）
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(1) 各種結果取込・各種結果出力（①） 

 次に示す関連図は、過誤・再審査申出結果の取込や更新処理（給付記録管理データ

ベース（TD01）の修正など）によって出力する各種結果表（過誤依頼書（結果表）な

ど）や、申出結果情報とレセプト調整データベース（TD50）を基に変更前後の情報な

どを出力する各種プルーフリスト（過誤結果プルーフリストなど）を基に、「レセプト

調整」画面で、修正入力を行う契機などを示しています。 

過誤結果取込

過誤結果
プルーフ
リスト

レセプト調整（修正）給付記録補正
結果プルーフ

リスト

再審査結果
プルーフ
リスト

突合審査結果
プルーフ
リスト

調整結果出力

再審査結果取込

突合審査結果出力

各種申出
結果情報

突合レセプト調整（登録）

過誤依頼書
（結果表）

給付記録補正依頼書
（結果表）

再審査依頼書
（結果表）

突合審査依頼書
（結果表）

 
 

＜プルーフリスト出力について＞ 

 「レセプト調整」画面にて入力する情報は、被保険者と差額調整した場合に、その

結果を高額療養費へ反映するなど、あくまでも広域連合としてのデータ管理となりま

す。したがって、「レセプト調整」画面にて登録したデータであっても、その後、過誤

や再審査などの申出を行う場合は、レセプト調整データベース（TD50）の値は使用せ

ずに各種申出情報を作成します。また、「レセプト調整」画面から調整結果の登録が行

われているデータに対して再審査結果情報などが到着した場合、登録ケースによって

は、再審査などの結果情報に基づいて登録内容も修正するなどの要素も考えられます。 

 標準システムでは、「レセプト調整」画面から登録した情報を把握し、また申出前後

の内容が確認できるように、申出に対する結果情報を取り込む際に、過誤結果プルー

フリスト、再審査結果プルーフリスト、給付記録補正結果プルーフリストを出力して

います。プルーフリストおよび、各種結果表の内容を基に、レセプト調整登録内容を

確認し、必要に応じて登録内容の修正を行ってください。 

  

 次に再審査申出の結果情報に基づいて調整結果を「レセプト調整」画面にて修正す

る場合の例を示します。 
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＜例＞ 

 この例では、再審査申出～申出結果取込の期間でレセプト調整の登録が行われた場

合のケースです。この例では、決定点数、および一部負担額が申出前後で異なるため、

⑤で調整額を再度計算して、レセプト調整の登録を実施します。 

①レセプト資格審査月次確認時点のレセプト情報 

請求年月 診療年月 入外区分 給付割合 決定点数 一部負担額

H21.10 H21.08 入院 7 割 50,704 82,500 

②レセプト調整入力 

・ 一部負担額として 44,400 円を入力 

・ ［計算］ボタン押下 

↓ 

・ 調整差額に 38,100 円が表示（82,500－44,400＝38,100 円） 

↓ 

・ 登録 

請求年月 診療年月 入外区分 給付割合 決定点数 一部負担額

H21.10 H21.08 入院 9 割 50,704 44,400 

 

③上記①のレセプトについて、再審査申出を実施 

④上記③の申出結果を取込 

 増減点数が-20,704 点 

⑤レセプト調整入力 2 

・ 一部負担額として 30,000 円を入力 

・ ［計算］ボタン押下 

↓ 

・ 調整差額（表示エリア）に 14,400 円が表示。 

・ 調整差額（入力エリア）に 14,400 円を入力（82,500－30,000－38,100=14,400 円） 

↓ 

・ 登録 

請求年月 診療年月 入外区分 給付割合 決定点数 一部負担額

H21.10 H21.08 入院 9 割 30,000 30,000 
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(2) レセプト調整資格審査（②） 

 レセプト調整資格審査の概要などについては、「1.1.4(2) レセプト調整資格審査」

を参照してください。 

 

(3) レセプト調整給付確認（③） 

 レセプト調整給付確認の概要などについては、「1.1.4(3) レセプト調整給付確認」

を参照してください。 
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(4) レセプト調整本登録（④） 

 次に示す関連図は、過誤・再審査申出した結果を基に、レセプト調整の修正入力が

されたものや、給付記録管理データベース（TD01）が修正されたことなどを受けて、

レセプト調整データベース（TD50）の更新や、差額分データの標準システムでの対応

範囲などを示しています。 

 

レセプト調整本登録

レセプト調整本登録
確認リスト

レセプト調整の
状況を把握する

療養費登録
（負担割合相違）

処理へ

給付記録管理
（TD01）

レセプト調整
（TD50）

負担割合相違
前後情報ファイル

負担割合管理未取
得ファイル

差額支給対象 差額徴収対象

給付制限
レセプト登録

（負担割合相違）
処理へ

給付記録管理
（TD01）

レセプト調整
（TD50）

レセプト負担区分
管理

（TD32）

エラーレセプト
（TD16）

※１　レセプト調整データベース（TD50）登録後に各種申出結果情報により給付　
　　 　記録管理データベース（TD01）が更新された場合、負担割合相違前後情報

　　　ファイルの作成や、差額支給。差額徴収などはシステム対応は行いません

※１　

※２　

※２　レセプト負担区分管理データベース（TD32）の更新は行いません

給付記録拡張管理１
（TD27）
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(a) レセプト調整本登録 

 標準システムでは、過誤や再審査の結果が到着し、申出結果情報に基づく、レセプ

ト調整内容を修正入力した場合は、既に登録されている療養費情報や給付制限レセプ

トへ変更内容を反映させることはしません。変更内容を反映させる場合は、療養費や

給付制限のオンライン画面から支給金額や徴収金額の訂正・削除により、対応してく

ださい。 

また、レセプト負担区分管理データベース（TD32）の更新や、負担割合相違前後情

報ファイルの作成・出力は行いません。 

 レセプト調整データベースへの更新内容などについては、「1.1.4(4) レセプト調整

本登録（④）」と同様です。 

 

(5) 高額療養費計算関連（⑤） 

 高額療養費計算関連の概要などについては、「1.1.4(8) 高額療養費計算関連」を参

照してください。 

 

(6) 高額療養費更新関連（⑥） 

 高額療養費更新関連の概要などについては、「1.1.4(9)  高額療養費更新関連」を

参照してください。 
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1.1.7 負担割合相違以外での「レセプト調整」画面の入力について 

 ここでは負担割合相違以外の事例における被保険者と調整した結果や、任意の金額

を高額療養費計算に反映させる場合などの入力について、説明します。 

(1) 「レセプト調整」画面 

(a) 通常レセプトをマル長扱いとして、高額療養費計算に反映させる方法 

 通常の患者定率負担である 1割または、3割分を医療機関などで窓口負担し、後日、

マル長としての負担限度額（1万円）との差額を療養費として被保険者に差額支給した

場合、高額療養費の算定根拠となる定率負担額（一部負担相当額）は、1万円を適用さ

せる必要があります。この場合の操作方法については、次のとおりです。 

・ 登録理由「02：マル長」 

・ マル長区分「長１」 

 

 マル長区分を設定することにより、高額療養費計算に使用する一部負担相当額は、1

万円とし、高額現物給付はマル長の高額計算上の取り扱いにより算出しないようにす

ることができます。 
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(b) 第三者行為レセプトの私病に関する部分を高額療養費に反映させる方法 

 レセプトの特記 10 を抽出対象にした第三者抽出処理や、外傷病名から抽出する外傷

抽出処理とレセプト内容点検などから第三者行為と判明し、給付制限として登録され

たレセプトについては、レセプトの状態区分が第三者行為関連となるため、高額療養

費計算の対象となりません。しかし、第三者レセプトであっても、私病に関する部分

については、高額療養費計算に反映させる必要があります。この場合の操作方法につ

いては、次のとおりです。 

・ 登録理由「03：第三者」 

・ 決定点数 

・ 一部負担額（入院・在総診等だけ） 

 

 私病に関する決定点数、一部負担額（入院・在総診等の場合）を設定することによ

り、レセプトの状態区分が第三者行為関連の高額療養費計算対象外であっても、入力

した決定点数から一部負担相当額を算出し、高額療養費計算へ反映させることができ

ます。 

 

 1.1-74



1 給付業務 

(c) 75 歳特例対象外として到着した外来のマル長レセプトについて 

75 歳年齢到達特例対象者がマル長認定者であった場合、医療機関などでは 5,000 円を

限度として窓口負担することになりますが、審査支払機関からのレセプト情報に「75

歳年齢到達区分」が設定されておらず、被保険者または医療機関に確認した結果、1

万円を窓口負担していることが判明した場合、5,000 円を高額療養費として支給し、ま

た、世帯合算などへは、一部負担相当額を 5,000 円として反映させる必要があります。

この場合の操作方法については次のとおりです。 

・ 登録理由「04：75 歳差額」 

・ 75 歳年齢到達区分 

 なお、入院や在総診などについては、医療機関などで徴収した一部負担額がレセプ

トに記載があり、対象者が 1万円を負担していることが明確なことから、通常の高額

療養費計算においてマル長差額 5,000 円を算出しています。このため、在総診等以外

の外来レセプトを対象とした操作となります。 

 

被保険者からの申出に基づき対応を行う場合を想定しています。レセプト調整画面に

よる上記の登録を行い、高額調整額として 5,000 円を入力することにより対象者へ差

額の 5,000 円を支給してください。 
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(d) 任意の金額を高額療養費に反映する方法（高額計算用金額） 

 従来、使用制限としていました「レセプト明細」画面の高額計算用金額の機能につ

いては、入力可能とする項目を見直し、「レセプト調整」画面での入力に変更していま

す。 

 任意の金額を高額療養費に反映する操作方法については、次のとおりです。 

・ 登録理由「99：その他」 

・ 医療費 

・ 一部負担相当額 

・ 自己負担額 

・ 高額現物 

・ 地単一部負担相当額 

・ 地単自己負担額 

・ 地単現物高額 

・ 地単地方単独額 

 高額療養費計算の算定基礎となる全ての項目について、任意の金額を指定すること

ができます。なお、医療費、一部負担相当額、自己負担額、高額現物は地単公費併用

レセプトの場合は、地単分も含めた全額を指定し、各地単に関する項目は、地単部分

を再掲（内訳）として指定します。 
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1.1.8 「突合レセプト調整」画面の入力について 

 突合審査結果の高額療養費への反映については、請求支払システムから申出結果と

して連携される調整された決定点数等を結果取込において、調剤レセプトの給付記録

管理データベース（TD01）、再審査レセプトデータベース（TD22）へ反映していまし

たが、H21 年 8 月末機能提供以降は、それぞれのデータベースへの反映を行わないよう

に変更しました。 

 それに伴い、調整された決定点数（増減点数等）が確認できる帳票を結果取込時に

突合プルーフリストとして出力し、また、高額療養費に反映させるためには、負担割

合相違暫定ツールによる暫定対策となっています。 

 今回、負担割合相違本対策とともに、新規追加機能としての「突合レセプト調整」

画面において、申出結果取込時に出力される突合プルーフリストの増減点数や、突合

審査依頼書（結果表）をもとに、調整された差額点数などを入力することにより、突

合審査結果による差額を高額療養費計算へ反映することが可能となります。 

「突合レセプト調整」画面で入力した情報は、負担割合相違に関する「レセプト調整」

画面で入力した情報と同様に、レセプト調整データベース（TD50）に登録し、管理し

ます。 

「突合レセプト調整」画面は、「レセプト明細」画面に追加した［突合レセ調整］ボ

タンを押下することで、画面遷移します。 

 

 次に突合審査申出結果により、調剤レセプトの調整による決定点数の入力などに関

する「突合レセプト調整」画面への画面遷移と、「突合レセプト調整」画面の入力操作

方法を示します。 

 

◆ 突合審査結果の一括反映について 

バッチ処理による一括反映については、平成 22 年 2月末機能リリース予定です。 
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1.「レセプト明細」画面で［突合レセ調整］ボタンを押下してください。 

押下してください 

 

 

 

突合レセプト調整の登録前は何

も表示されません 
 

↓ 

「突合レセプト調整（登録）」画面が表示されます。 
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2.「突合レセプト調整（登録）」画面での入力操作などを説明します。 

初期表示される内容は、給付記録管理データベース（TD01）を基に設定します。 

①の登録理由（入力必須項目）をドロップダウンリストより選択し、［選択］ボタンを

押下してください。登録理由により、入力できる項目（活性・非活性）を制御します。 

次に示す入力例は調剤レセプトに対する突合審査申出結果により差額が発生するもの

を示します。 

登録の初期表示時は TD01
の情報を表示します 

 

＜「突合レセプト調整（登録）」画面のドロップダウンリストの項目＞ 

① 

図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

① 登録理由 コード表（KD152） 

「突合レセプト調整登録理由コー

ド」 

10 突合審査（医調）

11 突合審査（医復）

 

 

 1.1-79



1 給付業務 

 

3.突合プルーフリストや、突合審査依頼書（結果表）を基に、①の決定点数に突合審査

申出結果による差額分の値を入力し、②の［確認］ボタンを押下してください。 

① 

② 
 押下してください

差額を入力してください 
 

↓ 

「突合レセプト調整（登録）確認」画面が表示されます。 
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4.①の高額計算用金額（表示エリア）に計算結果の金額を表示します。 

②の決定点数（計算結果表示エリア）に先ほど入力した差額分を減算または加算した

計算結果の金額が表示されます。 

①の高額計算用金額（表示エリア）や②の決定点数（計算結果表示エリア）に表示さ

れた値をもとに高額療養費計算への反映を行います。 

入力した値、表示されている値などを含め、調整結果の内容を確認し、［更新］ボタン

を押下してください。これによって、突合レセプト調整の入力内容がレセプト調整デー

タベース（TD50）に登録されます。 

 

計算結果を反映します 

押下してください 

① 

② 
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5.「突合レセプト調整」での入力が終了した後のレセプト明細（照会）」画面では、突

合レセプト調整が行われたことを判別できるよう、レセプト調整（表示エリア）に有無

を表示します。 

 

 

 

突合レセプト調整の登録後は“有”

と表示されます。 
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 1.2-1

1.2 給付制限 

 ここでは、給付制限の概要、および給付制限の基本的な運用ケースである第三者求

償委託について説明します。 

1.2.1 概要 

 給付制限は、広域連合で一旦立て替えている保険給付額を管理する機能です。 

 交通事故などの第三者の行為によって負傷した場合、保険給付費を第三者（加害者

や損害保険会社）に請求するものとして管理する以外に、以下のケースに該当する場

合、被保険者に保険給付費を請求し、給付の一部または全部を停止することができま

す。 

・ 故意に事故を起こした場合 

・ 医師や広域連合の指示に従わなかったとき 

・ 犯罪行為で病気やケガになったとき 

・ けんかや泥酔などで病気やケガになったとき 

・ 詐欺または不正な支給をうけようとしたとき 

 

 標準システムにおける給付制限の処理は、大きく二つに分けられます。 

・ 給付制限の疑いがあるレセプトの抽出～給付制限を確定する「抽出処理」 

・ 第三者や損害保険会社などへの求償、被保険者への徴収を行う「徴収／求償処理」 

 

 また、標準システムでは、負担割合相違の差額徴収についても、給付制限の一環と

して登録します。 

 

 以下に「抽出処理」と「徴収／求償処理」について説明します。 



1 給付業務 

(1) 抽出処理について 

 抽出処理では、交通事故など第三者の行為に起因した負傷に伴うレセプトについて、

「バッチ処理」、「被保険者などからの申出」、「広域連合でのレセプト内容点検」などに

より、給付制限の疑いがあるレセプトを抽出します。抽出結果を被保険者に照会し、

事実確認の結果、給付制限が確定した場合は、オンライン処理により給付制限の本登

録(決定)・修正(決定)とします。以下に各抽出処理について記載します。 

◆ 第三者抽出 

 標準システムでは、交通事故など第三者の行為に起因した負傷に伴うレセプトにつ

いて、レセプトの特記 10 を基にバッチ処理で一括抽出することができます。抽出され

たレセプトについては、給付制限の仮登録として登録され、過誤／再審査および高額

療養費計算の対象外となります。その後、オンライン処理により給付制限の本登録（受

付）を実施するとともに、被保険者に照会するなどによって、事実を確認します。照

会の結果、給付制限が確定した場合は、オンライン処理により給付制限の修正（決定）

を実施します。また、バッチ処理で抽出されたレセプトが、給付制限の対象外となる

場合は、一旦、給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面にて給付

制限として本登録（受付）後に、給付制限管理（削除）画面にて削除を実施します。 

 

◆ 外傷抽出 

 外傷病名を基にして、第三者行為の疑いがあるレセプトをバッチ処理の外傷抽出処

理で一括抽出することができます。外傷抽出処理で抽出されたレセプトは、第三者抽

出処理とは異なり、給付制限の仮登録は行われません。その後、オンライン処理によ

り給付制限の本登録（受付）を実施するとともに、外傷抽出処理で出力された「負傷

された原因の照会について」の照会書を被保険者に送付します。照会書の回答による

負傷原因などにより、給付制限が確定した場合は、オンライン処理で給付制限の修正

（決定）を実施します。 

◆ レセプト内容点検での抽出、被保険者などからの申出 

 レセプト内容点検によって給付制限の疑いがあるレセプトを抽出し、被保険者に照

会するなどによって給付制限が確定した場合や、被保険者からの申出などによって、

給付制限が確定したレセプトについては、そのままオンライン処理で給付制限の本登

録（決定）を実施します。 

◆ 資格審査 

 診療年月が給付制限期間内に含まれるレセプトをバッチ処理のレセプト資格審査処

理で一括抽出することができます。レセプト資格審査処理で抽出されたレセプトは、

第三者抽出処理とは異なり、給付制限の仮登録は行われません。給付制限が確定した

場合は、オンライン処理で給付制限の登録（決定）を実施します。 
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◆ 負担割合相違 

 旧被保険者証の回収遅れや遡及による所得更正などにより、レセプト調整画面から

登録した調整結果で、差額の徴収が必要なレセプトをバッチ処理（オプション指定が

必要）で一括抽出することができます。抽出されたレセプトについては、給付制限の

仮登録として登録されます。給付制限が確定した場合は、オンライン処理により給付

制限の修正（決定）を実施します。また、バッチ処理で抽出されたレセプトについて、

何らかの理由により給付制限の対象外とする場合は、一旦、給付制限管理（登録）画

面および給付制限レセプト一覧画面にて給付制限として本登録（受付）後に、給付制

限管理（削除）画面にて削除を実施します。 

(2) 徴収／求償処理について 

 オンライン処理による給付制限の本登録完了後、第三者や損害保険会社などに対す

る求償、または直接被保険者に対する徴収を実施します。徴収／求償事務は、広域連

合から徴収を実施する「保険者徴収」と、国保連合会などの委託機関から求償を実施

する「求償委託」の 2種類があります。 

◆ 求償委託 

 求償委託の場合は、委託に必要な帳票の「第三者行為求償事務の委託について」、「第

三者行為による受診の損害賠償請求権の委託について」を出力し、委託機関より第三

者や損害保険会社に対して求償を実施します。委託機関にて求償が完了した旨の報告

を受け、給付制限管理（修正）画面で納付額を入力することにより、納付済みとなり

ます。 

◆ 保険者徴収 

 保険者徴収の場合は、徴収に必要な帳票の「給付制限通知書」、「返戻金納付書」を

出力し、広域連合より被保険者に対して徴収行為ができます。被保険者からの納付に

より、納付済みとなります。ただし、負担割合相違の場合、標準システムにて納付書

の出力を行いません。給付制限レセプト登録(負担割合相違)にて出力される割合相違

差額求償登録リストファイルを基に、被保険者への徴収を実施してください。 

 

 給付制限のバッチ処理については、運用マニュアル 給付業務編「8.6 給付制限」

を参照してください。 

【改善予定】負担割合相違における割合差額の不当利得については、11 月に改善しまし

た。また、出力帳票について、帳票名を 12 月に改善予定です。（対象帳票は、「(6) 処

理の流れ」の図中の注※2を参照してください。） 
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(3) 給付制限の概要図 

 給付制限の疑いがあるレセプトの抽出～徴収／求償処理の概要図を以下に示します。 

給付制限対象

徴収／求償処理

給付制限の疑いがあるレセプト抽出～給付制限の本登録（決定）処理

制限区分が
「求償委託」

制限区分が
「保険者徴収」

交通事故などの
第三者行為

給付制限期間内
の診療

割合相違による
差額徴収

給付制限の対象判定

納付済み

広域連合より、
被保険者
へ徴収

委託機関より、
第三者、損害保険会社

へ求償

抽出 抽出抽出

被保険者
から納付

委託機関より
送金

※1 ※2

 

 

 

注※1 「1.2.2(1) 第三者行為の抽出と求償委託」を参照してください。 

注※2 「1.2.2(2) 第三者行為・不当利得の抽出と保険者徴収」を参照してください。 
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(4) 抽出パターンごとの給付制限状態区分の遷移 

 給付制限では、給付制限の疑いがあるレセプト抽出～徴収／求償処理の処理の流れ

が複数あり、その処理の過程において給付制限個人管理データベース（TD12）や給付

制限レセプト管理データベース（TD13）の給付制限状態区分が遷移します。 

 抽出パターンごとの給付制限状態区分を以下に示します。 

第三者抽出処理

外傷抽出処理

給付制限管理
（修正）

被保険者など
からの申出

給付制限管理
（登録）

レセプト点検
での抽出など

抽
出

徴
収
／
求
償

給付制限
状態区分

状態

未登録

傷病名より該当する
レセプトを抽出します。
TD13への仮登録は
しません。

バッチ処理により、給付制限の
疑いのあるデータを抽出し、
TD13に仮登録（未登録）されて
います。
この時点では、仮登録のため、
TD12にはデータが作成されませ
ん。
状態が「未登録」以降になると
過誤／再審査および高額療養費
計算の対象外となります。

資格審査

第三者区分に設定
がある交通事故や
第三者行為のレセ
プトを抽出し、TD13
への仮登録をしま
す。

TD13

給付制限管理
（登録）

被保険者への照会
が必要な場合、本
登録します。

受付

決定

求償中

納付
済み

バッチ処理により、給付制限の
疑いがあるとされたデータをオ
ンラインにて、本登録した状態
です。

被保険者への照会などにより、
給付制限が確定している状態で
す。

・求償委託の場合
　国保連合会などの委託機関よ
　り、求償を実施しています。

・保険者徴収の場合
　広域連合が徴収を実施してい
　ます。

請求額が納付されている状態で
す。

被保険者から
の申出を対象
とします。

広域連合での
レセプト内容
点検などで疑
いとして抽出
します。

第三者抽出 外傷抽出

被保険者への照会
などを経て給付制
限が確定した場合、
「決定」にします。

被保険者への照会
が必要な場合、本
登録します。

給付制限管理
（修正）

被保険者への照会
などを経て給付制
限が確定した場合、
「決定」にします。

給付制限管理
（登録）

被保険者への照会
などを経て給付制
限が確定した場合
や、被保険者から
の申出により、本
登録します。

被保険者などからの申出、
レセプト内容点検での抽出

給付制限管理
（登録）

給付制限が確定し
た場合、本登録しま
す。

給付制限レセプト登録
（負担割合相違）

給付制限管理
（登録）

給付制限が確定し
た場合、本登録し
ます。

給付制限期間内の
レセプトを抽出しま
す。

負担割合相違のレセ
プトを抽出し、TD13へ
仮登録します。

資格審査での抽出 負担割合相違

求償委託

第三者求償委託処理

国保連合会などの
委託機関へ求償事
務を委託します。

給付制限管理
（修正）

委託機関からの入
金により、納付済み
にします。

保険者徴収

広域連合が徴収を
実施します。

給付制限管理
（修正）

請求額の納付によ
り、納付済みにしま
す。

給付制限管理
（修正）

抽出パターン

TD13TD12

給付制限の対象を決定

TD13TD12

TD13

TD13TD12

TD13TD12 TD13TD12 TD13TD12 TD13TD12

TD13TD12

TD13TD12 TD13TD12

TD13TD12

※2 ※2

※2 ※2 ※2 

注※1　「1.2.2　標準システムでの運用ケース」にオンライン処理およびバッチ処理の一連の流れがありますので、参照してください。
注※2　給付管理メニュー画面では、［支給サブメニュー］ボタンにて、次画面へ遷移してください。（［給付制限対象］ボタンでの画面遷移では、給付制限の登録は実施できません。）

第三者求償　※1

不当利得　※1 負担割合相違　※1
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(5) 給付制限状態区分(TD12,TD13)と給付記録管理(TD01)の状態区分の遷移 

 給付制限では、レセプト抽出～徴収／求償処理の処理の流れにより、給付記録管理

データベース（TD01）の「状態区分」を変更しています。 

 「給付制限状態区分」と給付記録管理データベース（TD01）の「状態区分」の遷移

を次に示します。 

給付記録管理

（TD01） 

状態区分 

No. 給付制限

個人管理

（TD12） 

給付制限

状態区分 

給付制限

レセプト

管理

（TD13）

給付制限

状態区分

状態 

第
三
者
求
償 

第
三
者
求
償
委
託 

保
険
者
徴
収 

割
合
相
違
差
額
徴
収 

備考※1 

1  0：未登録
※2 

バッチ処理の第三者抽出

処理および給付制限レセ

プト登録（負担割合相違）

により、抽出している。 

（給付制限レセプト管理

（TD13）に追加されます。）

81 － － 95 ①、⑪ 

2 なし 1：登録 － － － － － 未使用 

3 2：受付 2：受付 給付制限管理（登録）画面

にて、受付日を入力し、更

新している。 

（給付制限個人管理（TD12）

に追加されます。） 

82 86 92 96 ③、⑧ 

4 3：決定 3：決定 給付制限管理（登録）画面

または給付制限管理（修

正）画面にて、決定日、請

求額などを入力し、更新し

ている。 

82 86 92 96 ④、⑨、

⑬ 

5 4：求償中 4：求償中 ・保険者徴収の場合 

給付制限管理（修正）画

面にて、請求日を入力

し、更新している。 

・求償委託の場合 

バッチ処理の第三者求

償委託処理により、委託

機関へ求償委託してい

る。 

82 86 92 96 ⑤、⑮ 

6 5：納付済

み 

5：納付済

み 

請求額が納付されている。 83 87 93 97 ⑥ 

注※1 備考に記載している丸付き数字は、次の「(6) 処理の流れ」の番号とリンク

しています。 

注※2 給付制限の仮登録と同意です。 
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(6) 処理の流れ 

 給付制限では、バッチ処理（対象抽出、結果出力）とオンライン処理（登録、修正、

削除）によって、一連の作業を実施します。基本的な処理の流れを次に示します。 
オンライン処理とバッチ処理の関連

給付制限
未登録リスト
（第三者）

給付制限通知
一覧表

第三者行為に
よる受診の損害

賠償請求権
委託について

第三者行為
求償事務の

委託について

負傷された
原因の照会
について

負傷原因照会
一覧表

第三者抽出処理

第三者結果出力処理

第三者求償委託処理

外傷抽出処理

不当利得結果出力処理

不当利得保険者
徴収処理

給付制限登録済
リスト

給付制限通知
一覧表

給付制限管理
（修正）

給付制限管理
（照会）

給付制限
通知書

返戻金納付書

※1　決定→求償中

給付制限管理
（修正）

返戻金納付書
(納入済通知書)

※1　求償中→納付済み

負傷された
原因の照会
について

被保険者
から返信

国保連合会より
送金

※1　未登録

注※1　給付制限状態区分を示します。

※1　決定→求償中

被保険者
から納付

給付制限
未登録リスト
（第三者）

第三者結果出力処理

被保険者へ照会

給付制限対象 給付制限対象外

給付制限管理
（削除）

※1　受付→決定

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

給付制限
登録済リスト
（第三者）

不当利得保険者
徴収処理

給付制限通知
一覧表

（割合差額）

不当利得結果出力処理

給付制限
未登録リスト
（割合差額）

給付制限
登録済リスト
（割合差額）

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※1　未登録→受付

レセプト調整
（登録）

レセプト調整本登録

負担割合
相違前後

情報ファイル

負担割合
相違前後

情報ファイル

【11月改善済み】

【11月改善済み】

給付制限レセプト登録
（負担割合相違）

割合相違差額
求償登録リスト

【11月改善済み】

※1　未登録

【11月改善済み】

11

33

1111

44

5

9

給付制限
登録済リスト
（第三者）

※2　

※2　

※2　

※2　

※2　 ※2

※2

※2　

※2　

注※2　12月に改善予定の割合負担により、帳票名などが変更されます。
注※3　求償委託分のみ
注※4　記載している丸付き数字は、「(2)　給付制限状態区分によるレセプトの状態区分の遷移状況」の「備考」列の数字とリンクしています。

※2　

求償委託分

保険者徴収分

※3　

※3　

被保険者
へ照会

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※1　受付

88

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※1　未登録→決定

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

99

レセプト点検
での抽出など

※1　決定

資格審査

資格確認結果
エラーリスト

資格審査の結果
被保険者への求償
が必要な場合

抽
出

徴
収
／
求
償

77

22

1010 1313

1414

6

1515

1616

被保険者など
からの申出

広域連合独自
の納付書作成

返戻金納付書

返戻金納付書
(納入済通知書)

被保険者
から納付

1616

1414

割合相違差額
求償登録

リストファイル

割合相違差額
求償登録

リストファイル

標準システム外の
作業となります
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1 給付業務 

1.2.2 標準システムでの運用ケース 

 ここでは、標準システムにおける給付制限の運用ケースについて、オンライン処理

およびバッチ処理の一連の流れを説明します。 

 なお、各種オンライン処理のイベント別の説明については、運用マニュアル 給付

業務編「7.7.3 各種オンライン処理」を参照してください。 

 給付制限の基本的なケースとして、次の 4ケースを記載します。 

No. ケース 内容 記載箇所 

1 第三者行為の 

抽出と求償委託 

バッチ処理の第三者抽出処理や外傷抽出処理

での抽出、被保険者からの申出により、給付制

限事由が「2（第三者）」であり、求償事務を国

保連合会など委託機関に委託する場合 

1.2.2(1) 

2 第三者行為・ 

不当利得の抽出

と保険者徴収 

バッチ処理の給付制限レセプト登録（負担割合

相違）の抽出、被保険者からの申出により、給

付制限事由が「2（第三者）」以外であり、広域

連合にて保険者徴収する場合 

1.2.2 (2) 

3 仮登録の削除 第三者抽出処理および給付制限レセプト登録

（負担割合相違）により、給付制限の仮登録（給

付制限状態区分が「0（未登録）」）となってい

る給付制限を削除する場合 

1.2.2 (3) 

4 負担割合相違の

抽出 

レセプトの負担割合が被保険者情報負担区分

と相違している場合（遡及による負担割合変更

など） 

1.2.2 (4) 
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1 給付業務 

(1) 第三者行為の抽出と求償委託 

 ここでは、第三者行為の対象となるレセプト抽出から、第三者行為として給付制限

の登録、および求償事務を国保連合会に委託するケースの処理を説明します。 
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1 給付業務 

(a) 処理フロー 
広域連合市区町村被保険者

委託機関

第三者抽出処理

第三者結果出力処理

給付制限通知
一覧表(第三者)

第三者行為に
よる受診の損害

賠償請求権
委託について

第三者行為
求償事務の

委託について

第三者求償委託処理

委託機関より送金

給付制限管理
（修正）

給付制限通知
一覧表(第三者)

第三者行為に
よる受診の損害
賠償請求権

委託について

給付制限管理
（修正）

被保険者
への照会

給付制限
の対象

※1　求償中→納付済み

※1　受付→決定

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（削除）

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
の対象外

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限状態区分
「3：決定」

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限状態区分
「 4：求償中」

給付制限管理
（登録）

※1　未登録→受付

給付制限
レセプト一覧

給付制限
の受付

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

状態区分
「83：第三者求償完了」

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

22

33

5

6

状態区分
「81：第三者求償対象」

給付制限状態区分
「0：未登録」

状態区分
「82：第三者求償中」

給付制限状態区分
「2：受付」

給付制限状態区分
「5：納付済み」

レセプト取り込み

給付記録
管理

（TD01）

特記事項1～3
「10：第三者行為」

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

状態区分
「00：正当」

削除 削除状態区分
「82：第三者求償中」

負傷された
原因の照会
について

負傷原因照会
一覧表

外傷抽出処理

負傷された
原因の照会
について

被保険者など
からの申出

定数・定率
（TZ04）

給付記録
管理

（TD01）

レセプト点検
での抽出

給付制限
未登録リスト

(第三者)
給付制限

登録済リスト
(第三者)

給付制限
未登録リスト
(第三者)

給付制限
登録済リスト
(第三者)

給付制限管理
（登録）

※1　決定

給付制限
レセプト一覧

9

注※1　給付制限状態区分を示します。
注※2　記載している丸付き数字は、「（6）　処理の流れ」の「(b)　業務の概要」、および「（e）処理手順（第三者抽出～求償委託）」～「（h）処理手順（削除）」の数
　　　　 字とリンクしています。

資格審査

資格確認結果
エラーリスト

資格審査の結果
被保険者への求償

が必要な場合

77 11

負傷原因照会
一覧表

委託機関より求償
委託機関へ

送金

給付制限管理
（登録）

※1　受付

給付制限
レセプト一覧

8

給付制限管理
（登録）

※1　受付

給付制限
レセプト一覧

88

4

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

給付制限状態区分
「2：受付」

状態区分
「82：第三者求償中」

第三者、損害保険会社

10
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1 給付業務 

(b) 業務の概要 

◆ 第三者抽出(未登録)～オンラインでの登録（受付）（①、②、③） 

 バッチ処理の第三者抽出処理にて、第三者行為による給付制限の疑いがあるレセプ

トとして、給付記録管理データベース（TD01）の特記事項 1～3が「10（第三者行為）」

（第三者区分が「1（第三者該当）」）のデータを抽出します。疑いがあるとして抽出し

たレセプトは、給付制限レセプト管理データベース（TD13）に一括で仮登録します。

ただし、仮登録であるため、給付制限状態区分としては、「0(未登録)」となります。（①） 

 

 バッチ処理の第三者抽出処理で抽出されたデータを対象として出力される給付制限

未登録リスト（第三者）や、給付制限登録済リスト（第三者）により、第三者抽出処

理で抽出されたデータのオンライン処理による本登録済みと未実施のそれぞれの状況

を確認できます。（②） 

 バッチ処理の第三者結果出力処理で出力された「給付制限未登録リスト（第三者）」

を基に、給付制限の疑いがあるレセプトを給付制限管理（登録）画面および給付制限

レセプト一覧画面にて登録（受付）します。このとき、制限区分は「求償委託」を選

択してください。これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加登録し

ます。（③） 

 

◆ 外傷抽出～オンラインでの登録（受付）（⑦、⑧） 

 バッチ処理の外傷抽出処理にて、パラメータに指定した抽出条件と給付記録管理

データベース（TD01）が定数・定率データベース（TZ04）の照会対象傷病名コード（業

務「KD」、種別「01100」～「01109」）に該当するデータを抽出し、「負傷された原因の

照会について」および「負傷原因照会一覧表」を出力します。「負傷された原因の照会

について」は、被保険者に送付し、給付制限の対象となるかを調査します。 

 なお、第三者抽出処理と異なり、抽出したレセプトについて、給付制限レセプト管

理データベース（TD13）へ仮登録しての登録、および給付記録管理データベース（TD01）

の状態区分コードを「81（第三者求償対象）」には更新はしません。（⑦） 

 バッチ処理の外傷抽出処理で出力された「負傷原因照会一覧表」を基に、給付制限

の疑いがあるレセプトを給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面

にて登録（受付）します。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加登録します。（⑧） 

 

◆ レセプト内容点検、被保険者などからの申出によるオンライン登録（決定）（⑨） 

 レセプト資格審査や広域連合でのレセプト内容点検などで給付制限の疑いがあるレ

セプトを抽出し、被保険者への照会などを経て給付制限が確定した場合や、被保険者

からの申出などによって給付制限を登録する場合は、給付制限管理（登録）画面およ

び給付制限レセプト一覧画面にて、本登録(決定)します。これにより、給付制限個人

管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管理データベース（TD13）の給付

制限状態区分が「3（決定）」として追加登録されます。（⑨） 
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1 給付業務 

◆ 照会の結果、給付制限が確定となりオンライン修正(受付→決定)（④） 

 「負傷された原因の照会について」や「給付制限未登録リスト」の出力データを基

に被保険者へ照会の結果、給付制限が確定した場合、前述（③、⑧）にて登録した情

報に対し、給付制限管理（修正）画面にて、申請情報の決定日、請求先情報などを登

録します。これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）および給付制限レセ

プト管理データベース（TD13）の給付制限状態区分が「3（決定）」に更新されます。（④） 

 

◆ 照会の結果、給付制限の対象外となりオンライン削除(受付→なし)（⑩） 

 「負傷された原因の照会について」や「給付制限未登録リスト」による被保険者へ

の照会の結果、給付制限の対象外と判断された場合、給付制限管理（削除）画面にて

削除を実施します。削除することにより、給付記録管理データベース（TD01）の状態

区分が「00：正当」に更新されます。（⑩）※1 

 

◆ 国保連合会などへ求償委託(決定→求償中)（⑤） 

 給付制限個人管理データベース（TD12）の登録状態を基に、該当データを抽出し、

国保連合会などに第三者行為の求償事務を委託する場合に必要な「第三者行為求償事

務の委託について」を出力します。また、求償事務を国保連合会などに委託したこと

を被保険者にお知らせするための「第三者行為による受診の損害賠償請求権委託につ

いて」を出力し、広域連合や市区町村用として、「給付制限通知一覧表」を出力します。

また、該当データは、給付制限個人管理データベース（TD12）と給付制限レセプト管

理データベース（TD13）の給付制限状態区分を「4（求償中）」に更新します。（⑤）※2 

 

◆ 求償委託からの送金確認によりオンライン修正(求償中→納付済み)（⑥） 

 委託機関からの送金により、給付制限管理（修正）画面にて、納付日および納付額

を入力します。 

 これにより、給付制限状態区分が「5（納付済み）」に更新されます。（⑥） 

 

注※1 仮登録(給付制限状態区分が「0（未登録）」)の場合、その状態から削除処理を

実施できないため、一旦、給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト

一覧画面にて登録後に、給付制限管理（削除）画面にて削除を実施します。 

詳細については、「1.2.3(2) 仮登録の削除」を参照してください。 

注※2 第三者求償委託処理にて出力される「給付制限通知一覧表」には、制限区分が

保険者徴収のデータも含まれます。（「第三者行為による受診の損害賠償請求権

委託について」、「第三者行為求償事務の委託について」には、制限区分が保険

者徴収のデータは、含まれません。） 
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1 給付業務 

 

① レセプト資格審査に関連する記載があります。運用マニュアル 給付業務編「8.2

レセプト取込」の「表 8.2-29 資格審査のチェック仕様（レセプト給付制限チェッ

ク）」を参照してください。 

 

(c) 画面遷移 

業務選択
メニュー

給付管理
メニュー

個人検索
支給

サブメニュー

給付制限一覧
給付制限管理

（登録）
給付制限

レセプト一覧
給付制限管理

（登録）
給付制限管理
（登録）確認

［登録］
押下

［制限レセ一覧］
押下

［管理登録］
押下

［確認］
押下

［給付制限］
押下

［給付業務］
押下

［支給サブメニュー］
押下

［選択］
押下

［更新］
押下

※

注※　[給付制限対象]では、給付制限の登録は実施できません。
　　　　登録を実施する場合は、 [支給サブメニュー]にて、画面遷移してください。

 

 第三者求償や保険者徴収の登録を行うときは、「給付管理メニュー」画面で[支給サ

ブメニュー]ボタンを選択して「支給サブメニュー」画面を表示し、「支給サブメニュー」

画面の給付制限に関する操作で登録してください。 

「給付管理メニュー」画面にある［給付制限対象］ボタンを押下すると、給付制限レセ

プト情報を照会するメニューへ遷移します。［給付制限対象］ボタンは、給付制限の登

録では使用しません。第三者求償や保険者徴収の登録は行うことができません。 

「給付管理メニュー」画面を次に示します。 

このボタンは
使用しません。
このボタンは

使用しません。
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1 給付業務 

(d) ポイント・注意事項 

＜ポイント＞ 

1. 登録時に設定される状態 

   申請情報、制限情報、請求先情報の入力情報により、変更される状態が決定します。 

項目 登録後の状態 設定項目 

1 受付 受付日、発生日時※ 

2 決定 受付日、発生日時※、申請情報の決定日、請求先情報

   注※ 発生日時は求償委託の場合だけです。 

2. 制限区分、制限事由の組み合わせおよび給付記録管理データベース（TD01）の状態

区分を次に示します。 

制限事由 No. 制限区分 

１
：
不
当
利
得 

２
：
第
三
者 

３
：
保
険
給
付
対
象
外
の
疾
病 

４
：
給
付
差
止 

５
：
任
意
差
止 

６
：
負
担
割
合
相
違
差
額
徴
収 

1 １：求償委託 － 86 － － － －

2 ２：保険者徴収 92 82 92 － 92 96

3 ３：その他 － － － 未 － －

   注 1 「－」は、エラーとなります。 

   注 2 「未」は、変更されません。 

3. 状態には、更新後に遷移する給付制限状態区分が表示されます。 

4. 状態が「未登録」以降になると過誤／再審査および高額療養費計算の対象外となり

ます。 

5. 給付制限レセプト管理データベース（TD13）に仮登録（給付制限状態区分が「0（未

登録）」）されている場合、未登録レセプトのラジオボタンは「表示しない」の状態

で一覧にレセプトが表示されます。 

(e) 処理手順（第三者抽出～求償委託） 

 ここでは、第三者行為のうち、第三者抽出による求償の処理手順を説明します。 

外傷抽出による求償の処理手順は以降の（f）、レセプト内容点検や申出などによる処

理手順は（g）を参照ください。 

 給付記録管理データベース（TD01）より、第三者区分に設定がある交通事故など第

三者の行為に起因した負傷に伴うレセプトを給付制限の疑いがあるレセプトとして抽

出し、被保険者への照会などにより、給付制限が確定となった場合、国保連合会など

の委託機関より、求償を実施します。 

 （「(a) 処理フロー」の①→②→③→④→⑤→⑥の手順となります。） 
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1 給付業務 

① 第三者抽出処理 

 給付記録管理データベース（TD01）から、第三者区分に設定がある交通事故など

第三者の行為に起因した負傷に伴うレセプトを給付制限の疑いがあるレセプトと

して抽出します。給付制限の疑いがあるとして抽出したレセプトは、給付制限レセ

プト管理データベース（TD13）に一括で仮登録します。また、給付記録管理データ

ベース（TD01）の該当レセプトの状態区分を「81：第三者求償対象」として更新し

ます。ただし、仮登録であるため、給付制限状態区分としては、未登録となります。 

 

② 第三者結果出力処理 

 第三者抽出処理で仮登録した給付制限の給付制限の疑いがあるレセプトおよび

「給付制限管理（登録）」画面で給付制限を登録したレセプトについて、給付制限レ

セプト管理データベース（TD13）から抽出条件に該当するデータを抽出し、給付制

限未登録リスト（第三者）および給付制限登録済リスト（第三者）を出力します。

出力される給付制限リストによって、第三者抽出処理で抽出されたデータのオンラ

イン処理による本登録済みと未実施のそれぞれの状況を確認できます。 
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1 給付業務 

③ 給付制限の登録（未登録→受付） 

 バッチ処理の第三者抽出処理にて抽出され、給付制限レセプト管理データベース

（TD13）に仮登録されたデータのうち、オンラインにて本登録されていないデータ

について出力される「給付制限未登録リスト（第三者）」を基に、対象候補を給付

制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面にて登録します。これによ

り、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加します。 

次に処理手順を示します。 

③－１．支給サブメニュー画面にて、[給付制限］ボタンを押下します。 

 

 

① 給付制限の登録では、給付管理メニュー画面にて、[支給サブメニュー］ボタンを

押下し、支給サブメニュー画面に遷移してください。 

  ↓ 
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1 給付業務 

③－２．給付制限一覧画面にて、[登録］ボタンを押下します。 

 
↓ 

③－３．給付制限の対象となるレセプトを選択するため、［制限レセ一覧］ボタン

を押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

③－４．対象レセプトを選択し、［管理登録］ボタンを押下します。 

（未登録レセプトのラジオボタンは、デフォルトの「表示しない」の状態で仮登録

のレセプトを表示します。） 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 5 参照 

 
↓ 
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1 給付業務 

③－５．申請情報、制限情報（制限区分、制限事由、給付科目、発生日時）を入

力し、［確認］ボタンを押下します。 

この例では、第三者求償委託としての給付制限の登録のため、制限区分、制限事

由にはそれぞれの以下の値を入力しています。 

・制限区分：「1求償委託」 

・制限区分：「2第三者」 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 1、2 参照 

 
↓ 
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1 給付業務 

③－６．入力内容を確認し、［更新］ボタンを押下します。 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 3、4 参照 

 
↓ 

③－７．対象データの状態が「受付」で登録されます。 
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1 給付業務 

④ 給付制限の決定（受付→決定） 

 被保険者への照会の結果、給付制限が確定した場合、給付制限管理（修正）画面

にて、申請情報の決定日、請求先情報などを登録します。これにより、給付制限個

人管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管理データベース（TD13）の

給付制限状態区分が「3（決定）」に更新されます。 

 次に処理手順を示します。 

 

④－１．給付制限一覧画面にて、対象データを選択し、［修正］ボタンを押下しま

す。 

 
↓ 
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1 給付業務 

④－２．給付制限管理（修正）画面にて、決定日を入力し、［確認］ボタンを押下

します。 

 
↓ 

④－３．給付制限管理（修正）確認画面にて、入力内容を確認し、［更新］ボタン

を押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

④－４．対象データの状態が「決定」に変更されます。 

 

 

⑤ 第三者求償委託処理 

 第三者行為による求償事務を国保連合会などに委託する場合、パラメータに指定

した抽出条件と給付制限個人管理データベース（TD12）の登録状態を基に該当デー

タを抽出し、第三者行為求償事務に必要な「第三者行為求償事務の委託について」

を出力します。また、求償事務を委託したことを被保険者にお知らせするための「第

三者行為による受診の損害賠償請求権委託について」を出力します。該当データに

ついては、給付制限個人管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管理デー

タベース（TD13）の給付制限状態が、「4（求償中）」に更新されます。 

 また、オンライン処理で保険者徴収として給付制限を登録して、給付制限通知書

および返戻納付書を出力したデータについては、登録状況を確認するために必要な

給付制限通知一覧表（第三者）を出力します。 
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1 給付業務 

⑥ 納付による給付制限の修正 

 委託機関からの送金により、給付制限管理（修正）画面にて、納付日および納付

額を入力します。これにより、給付制限状態区分が「5:納付済み」に更新されます。 

 次に処理手順を示します。 

⑥－１．納付された対象データを選択し、［修正］ボタンを押下します。 

 
↓ 

⑥－２．納付日、納付額を入力し、［確認］ボタンを押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑥－３．入力内容を確認し、［更新］ボタンを押下します。 

 
↓ 

⑥－４．対象データの状態が「納付済み」に変更されます。 
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1 給付業務 

(f) 処理手順（外傷抽出） 

 給付記録管理データベース（TD01）より、傷病名が定数・定率データベース（TZ04）

の給付制限照会傷病名に該当するレセプトを給付制限の疑いがあるレセプトとして抽

出します。第三者行為抽出処理と異なり、抽出段階では、給付制限レセプト管理デー

タベース（TD13）に仮登録としての登録はされません。疑いがあるとして抽出したレ

セプトは、被保険者への照会に使用する「負傷された原因の照会について」を出力し、

回答の負傷原因によって、給付制限対象の判断を行います。 

 ここでは、外傷抽出処理～オンラインでの登録(受付)の手順を説明します。なお、

以降の処理手順につきましては、「(e) 処理手順（第三者抽出～求償委託）」を参照し

てください。 

 （「(a) 処理フロー」の⑦→⑧の手順となります。） 

 

⑦ 外傷抽出処理 

 傷病名が定数・定率データベース（TZ04）の給付制限照会傷病名に該当するレセ

プトを給付記録管理データベース（TD01）から抽出します。第三者行為抽出処理と

異なり、抽出段階では、給付制限レセプト管理データベース（TD13）に仮登録とし

ての登録はされません。対象候補として抽出したレセプトは、被保険者への照会に

使用する「負傷された原因の照会について」を出力し、回答の負傷原因によって、

給付制限対象の判断を行います。 

 

 

① 第三者行為抽出処理と異なり、抽出段階では、給付制限レセプト管理データベース

（TD13）に仮登録としての登録はされません。 
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1 給付業務 

⑧ 給付制限の登録（受付） 

 外傷抽出処理によって出力される「負傷原因照会一覧表」を基に、対象候補を給

付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面にて登録します。これに

より、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加します。 

次に処理手順を示します。 

 

⑧－１．支給サブメニュー画面にて、［給付制限］ボタンを押下します。 

 
↓ 

⑧－２．給付制限一覧画面にて、［登録］ボタンを押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑧－３．給付制限の対象となるレセプトを選択するため、［制限レセ一覧］ボタン

を押下します。 

 
↓ 

⑧－４．正当のレセプト（未登録レセプト）を表示する場合、未登録レセプトのラ

ジオボタンを「表示する」を選択し、その後、［検索］ボタンを押下します。 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 5 参照 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑧－５．対象レセプトを選択し、［管理登録］ボタンを押下します。 

 
↓ 

⑧－６．申請情報、制限情報（制限区分、制限事由、給付科目、発生日時）を入力

し、［確認］ボタンを押下します。 

この例では第三者求償委託としての給付制限の登録のため、制限区分、制限事由に

はぞれぞれ以下の値を入力しています。 

・制限区分：「1求償委託」 

・制限事由：「2第三者」 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 1、2 参照 

 

↓ 
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1 給付業務 

⑧－７．入力内容を確認し、［更新］ボタンを押下します。 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 3、4 参照 

 
↓ 

⑧－８．対象データの状態が「受付」で登録されます。 
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1 給付業務 

(g) 処理手順（申出など） 

 広域連合でのレセプト内容点検などで給付制限の疑いとして抽出し、被保険者への

照会などを経て給付制限が確定した場合や、被保険者からの申出などによって給付制

限を登録する場合は、給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面に

て、本登録(決定)します。これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）およ

び給付制限レセプト管理データベース（TD13）の給付制限状態区分が「3（決定）」と

して追加登録されます。 

 ここでは、申出などのオンラインでの登録(決定)の手順を説明します。なお、以降

の処理手順につきましては、「(e) 処理手順（第三者抽出～求償委託）」を参照してく

ださい。 

 （「(a) 処理フロー」の⑨の手順となります。） 

 

⑨ 給付制限の登録（決定） 

 被保険者からの申出や広域連合でのレセプト内容点検により、第三者行為など給

付制限の疑いがあるレセプトとして、被保険者へ照会するデータおよび、被保険者

からの第三者行為の申出によって、給付制限とする場合、給付制限管理（登録）画

面および給付制限レセプト一覧画面にて、申請情報の決定日、請求先情報などを登

録します。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管

理データベース（TD13）の給付制限状態区分が「3（決定）」として追加されます。 

次に処理手順を示します。 

 

⑨－１．支給サブメニュー画面にて、［給付制限］ボタンを押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑨－２．給付制限一覧画面にて、［登録］ボタンを押下します。 

 
↓ 

⑨－３．給付制限の対象となるレセプトを選択するため、［制限レセ一覧］ボタン

を押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑨－４．正当のレセプト（未登録レセプト）を表示する場合、未登録レセプトのラ

ジオボタンを「表示する」を選択し、［検索］ボタンを押下します。 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 5 参照 

 
↓ 

⑨－５．対象レセプトを選択し、［管理登録］ボタンを押下します。 

 
↓ 
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1 給付業務 

⑨－６．申請情報、制限情報（制限区分、制限事由、給付科目、発生日時）を入力

し、［確認］ボタンを押下します。 

この例では第三者求償委託としての給付制限の登録のため、制限区分、制限事由に

はぞれぞれ以下の値を入力しています。 

・制限区分：「1求償委託」 

・制限事由：「2第三者」 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 1、2 参照 

 

↓ 
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1 給付業務 

⑨－７．入力内容を確認し、［更新］ボタンを押下します。 

⇒「(d) ポイント・注意事項」のポイント 3、4 参照 

 

↓ 

⑨－８．対象データの状態が「決定」で登録されます。 

 

 

 

 

 

 1.2-35



1 給付業務 

(h) 処理手順（削除） 

 「負傷された原因の照会について」や「給付制限未登録リスト」による被保険者へ

の照会の結果、給付制限の対象外と判断された場合、給付制限管理（削除）画面にて

削除を実施します。削除することにより、給付記録管理データベース（TD01）の状態

区分が「00：正当」に更新されます。 

 ここでは、オンラインでの削除の手順を説明します。 

 （「(a) 処理フロー」の⑩の手順となります。） 

 

⑩ 給付制限対象外の削除 

 バッチ処理の第三者抽出処理によって抽出され、仮登録として登録されたデータ

について、給付制限の対象外とする場合や、何らかの理由により医療機関などに返

戻を行う場合は、一旦、給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画

面にて登録後に、給付制限管理（削除）画面にて削除を実施します。削除すること

により、給付記録管理データベース（TD01）の状態区分が「00：正当」に更新され

ます。 

 詳細については、「1.2.3 仮登録の削除に関する具体的なオンライン処理」を参

照してください。 
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1 給付業務 

(2) 第三者行為・不当利得の抽出と保険者徴収 

 ここでは、求償事務を委託しない第三者行為や、不当利得に関する保険者徴収の処

理について説明します。 
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1 給付業務 
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（納付済通知書）

給付制限管理
（修正）

66

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト
管理

（TD13) 

給付制限
個人
管理

（TD12) 

給付制限状態区分
「5：納付済み」

状態区分
「83：第三者求償完了」

または
「93：保険者徴収完了」

※　求償中→納付済み

不当利得
保険者徴収処理

給付制限
通知一覧表

給付制限
通知一覧表

1616

注※　給付制限状態区分を示します。

給付制限管理
（登録）

※　受付

給付制限
レセプト一覧

給付制限
の受付

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

状態区分
「82：第三者求償中」

給付制限状態区分
「2：受付」

負傷された
原因の照会
について

負傷原因照会
一覧表

負傷された
原因の照会
について

負傷原因照会
一覧表

88

外傷抽出処理

77

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※　受付→決定

44

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト
管理

（TD13) 

給付制限
個人
管理

（TD12) 

給付制限状態区分
「3：決定」

状態区分
「82：第三者求償中」

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※　なし→決定

99

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト
管理

（TD13) 

給付制限
個人
管理

（TD12) 

給付制限状態区分
「3：決定」

状態区分
「92：保険者徴収中」

第三者抽出処理

第三者結果出力処理

被保険者
への照会

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限管理
（登録）

※1　未登録→受付

給付制限
レセプト一覧

給付制限
の受付

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

22

33

状態区分
「81：第三者求償対象」

給付制限状態区分
「0：未登録」

状態区分
「82：第三者求償中」

給付制限状態区分
「2：受付」

給付制限
未登録リスト
(第三者)

給付制限
登録済リスト
(第三者)

給付制限
未登録リスト

(第三者)

給付制限
登録済リスト
(第三者)

11
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1 給付業務 

(b) 業務の概要 

◆ 第三者抽出(未登録)～オンラインでの登録（受付）（①、②、③） 

 バッチ処理の第三者抽出処理にて、第三者行為による給付制限の疑いがあるレセプ

トとして、給付記録管理データベース（TD01）の特記事項 1～3が「10（第三者行為）」

（第三者区分が「1（第三者該当）」）のデータを抽出します。疑いがあるとして抽出し

たレセプトは、給付制限レセプト管理データベース（TD13）に一括で仮登録します。

ただし、仮登録であるため、給付制限状態区分としては、「0(未登録)」となります。（①） 

 

 バッチ処理の第三者抽出処理で抽出されたデータを対象として出力される給付制限

未登録リスト（第三者）や、給付制限登録済リスト（第三者）により、第三者抽出処

理で抽出されたデータのオンライン処理による本登録済みと未実施のそれぞれの状況

を確認できます。（②） 

 

 バッチ処理の第三者結果出力処理で出力された「給付制限未登録リスト（第三者）」

を基に、給付制限の疑いがあるレセプトを給付制限管理（登録）画面および給付制限

レセプト一覧画面にて登録（受付）します。このとき、制限区分は「保険者徴収」を

選択してください。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加登録します。（③） 

 

◆ 外傷抽出～オンラインでの登録（受付）（⑦、⑧） 

 パラメータに指定した抽出条件と給付記録管理データベース（TD01）が定数・定率

データベース（TZ04）の照会対象傷病名コード（業務「KD」、種別「01100」～「01109」）

に該当するデータを抽出し、「負傷された原因の照会について」および「負傷原因照会

一覧表」を出力します。「負傷された原因の照会について」は、被保険者に送付し、保

険給付の対象となるかを調査します。 

 なお、第三者抽出処理と異なり、抽出したレセプトについて、給付制限レセプト管

理データベース（TD13）への登録、および給付記録管理データベース（TD01）の状態

区分コードを「81（第三者求償対象）」への更新はしません。（⑦） 

 

バッチ処理の外傷抽出処理で出力された「負傷原因照会一覧表」を基に、給付制限

の疑いがあるレセプトを給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面

にて登録（受付）します。このとき、制限区分は「保険者徴収」を選択してください。 

これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加します。（⑧） 

 

◆ 照会の結果、給付制限が確定となりオンライン修正（受付→決定）（④） 

 「負傷された原因の照会について」の被保険者へ照会の結果、給付制限が確定した

場合、前述（⑧）にて登録した情報に対し、給付制限管理（修正）画面にて、申請情

報の決定日、請求先情報などを登録します。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管理

データベース（TD13）に追加します。（④） 
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1 給付業務 

◆ 給付制限の徴収によりオンライン修正（決定→求償中）（⑮） 

 給付制限の対象と判断された場合、給付制限管理（修正）画面にて、請求日および

請求額を登録します。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）と給付制限レセプト管理デー

タベース（TD13）の給付制限状態区分を「4（求償中）」に更新します。（⑮） 

 

◆ 給付制限通知一覧表の出力（⑯） 

 被保険者などから故意による負傷である旨の申出があった場合や、調査によって判

明した不当利得、および負担割合の不当利得など、オンライン処理で保険者徴収とし

て給付制限を登録した対象について、登録状況を確認する給付制限通知一覧表を出力

します。（⑯） 

 

◆ 被保険者からの納付によりオンライン修正（求償中→納付済み）（⑥） 

 被保険者からの納付により、給付制限管理（修正）画面にて、納付日および納付額

を入力します。これにより、給付制限状態区分が「5:納付済み」に更新されます。（⑥） 

 

◆ 資格審査によるオンラインでの登録(決定)（⑨） 

 診療年月が給付制限期間内に含まれるレセプトをバッチ処理の資格審査処理で一括

抽出します。資格審査処理で抽出されたレセプトは、第三者抽出処理とは異なり、給

付制限の仮登録は行われません。給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプト

一覧画面にて、本登録(決定)します。これにより、給付制限個人管理データベース

（TD12）および給付制限レセプト管理データベース（TD13）の給付制限状態区分が「3

（決定）」として追加登録されます。(⑨) 
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1 給付業務 

(3) 仮登録の削除 

 第三者抽出で給付制限に仮登録されている状態のレセプトについて、医療機関など

からの返戻依頼があった場合などは、給付制限を削除して過誤申出する必要がありま

す。ここでは、給付制限の仮登録を削除する方法について説明します。 

(a) 処理フロー 

広域連合市区町村被保険者

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト一覧

給付制限管理
（登録）

※　受付

33

第三者抽出処理

給付記録
管理

（TD01）

レセプト取り込み

特記事項1～3
「10：第三者行為」

給付制限
レセプト

管理
（TD13) 

給付制限状態区分
「0：未登録」

状態区分
「81：第三者求償対象」

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト
管理

（TD13) 

給付制限
個人
管理

（TD12) 

状態区分
「82：第三者求償中」

給付制限状態区分
「2：受付」

給付制限管理
（削除）

1010

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
レセプト

管理
（TD13) 

給付制限
個人
管理

（TD12) 

削除状態区分
「00：正当」

削除

レセプトの
取り下げ

注※　給付制限状態区分を示します。  
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1 給付業務 

(b) 業務の概要 

◆ オンラインでの登録（未登録→受付）（③） 

 第三者抽出処理で抽出され、給付制限レセプト管理データベース（TD13）に給付制

限状態区分が「0:未登録」で追加されているレセプトに対し、医療機関よりレセプト

取り下げを依頼された場合など、給付制限を取り消すためには、一旦、給付制限管理

（登録）画面および給付制限レセプト一覧画面にて登録（受付）を実施します。 

 これにより、給付制限個人管理データベース（TD12）に追加します。（③） 

 

◆ オンラインでの削除（⑩） 

 給付制限管理（削除）画面にて削除を実施します。削除することにより、給付記録

管理データベース（TD01）の状態区分が「00：正当」に更新されます。（⑩） 

 

仮登録の削除に関する具体的なオンライン処理については、「1.2.3 仮登録の削除に

関する具体的なオンライン処理」を参照してください。 
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(4) 負担割合相違 

 負担割合相違のレセプトについて、被保険者と直接調整する正しい給付割合を「レ

セプト調整」画面で登録し、差額がマイナス（徴収）となるデータについて、オプショ

ン指定によって給付制限の仮登録ができます。ここでは、その処理について説明しま

す。 

(a) 処理フロー 

広域連合市区町村被保険者

給付制限管理
（登録）

※決定

給付制限
レセプト一覧

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限
個人管理
（TD12）

3

状態区分
「96：割合相違

　　　　　差額求償中」

給付制限状態区分
「3：決定」

給付制限レセプト登録
(負担割合相違)

【11月改善済み】11

割合差額
求償登録リスト

負担割合
相違前後

情報ファイル

負担割合
相違前後

情報ファイル

レセプト調整(登録)

レセプト調整本登録

【11月改善済み】

【11月改善済み】

※未登録

給付制限
レセプト管理
（TD13）

給付記録
管理

（TD01）

給付制限状態区分
「0：未登録」

状態区分
「95：割合相違

差額徴収対象」

以降の処理は、運用マニュアル　給付業務編
「7.7.2(2)不当利得による保険者徴収」を参照してください。

13
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(b) 業務の概要 

◆ 負担割合相違抽出～オンラインでの登録（受付）（⑪、⑬） 

 バッチ処理のレセプト調整本登録にて出力される負担割合相違前後情報ファイル

CSV を基に、割合相違による給付制限の疑いがあるレセプトとして、給付制限レセプト

管理データベース（TD13）に一括で仮登録するとともに、割合差額求償登録リストに

出力します。（⑪） 

 

 割合差額求償登録リストを基に、給付制限管理（登録）画面および給付制限レセプ

ト一覧画面にて、申請情報の決定日、請求先情報などを登録します。これにより、給

付制限個人管理データベース（TD12）および給付制限レセプト管理データベース（TD13）

の給付制限状態区分が「3（決定）」として追加登録されます。（⑬） 
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1.2.3 仮登録の削除に関する具体的なオンライン処理 

 ここでは、仮登録の削除に関する具体的なオンライン処理について説明します。 

 第三者抽出処理、および給付制限レセプト登録（負担割合相違）により、給付制限

の仮登録（給付制限状態区分が「0（未登録）」）となっている給付制限を削除します。 

 仮登録の状態では、削除を実施できないため、一旦、給付制限管理（登録）画面、

および給付制限レセプト一覧画面にて登録後に、給付制限管理（削除）画面から削除

を実施します。 

 削除することにより、給付記録管理データベース（TD01）の状態区分が「00：正当」

に更新されます。 

(1) 画面遷移 

業務選択
メニュー

給付管理
メニュー

個人検索
支給

サブメニュー

給付制限一覧
給付制限管理

（登録）
給付制限

レセプト一覧
給付制限管理

（登録）
給付制限管理
（登録）確認

［登録］
押下

［制限レセ一覧］
押下

［管理登録］
押下

［確認］
押下

［給付制限］
押下

［給付業務］
押下

［支給サブメニュー］
押下

［選択］
押下

［更新］
押下

※

注※　[給付制限対象]では、給付制限の登録は実施できません。
　　　　登録を実施する場合は、 [支給サブメニュー]にて、画面遷移してください。

給付制限一覧
給付制限管理
（削除）確認

給付制限一覧

［削除］
押下

［更新］
押下

削除の準
備として
の登録

削除
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(2) ポイント・注意事項 

＜ポイント＞ 

1. 状態には、更新後に遷移する状態が表示されます。 

2. 給付制限レセプト管理データベース（TD13）に仮登録（給付制限状態区分が「0（未

登録）」）されている場合、未登録レセプトのラジオボタンは「表示しない」の状態

で一覧にレセプトが表示されます。 

(3) 処理手順 

 ここでは例として、第三者抽出処理により仮登録したデータが、給付制限の対象外

となったため、削除する場合の操作手順について説明します。 

1. 支給サブメニュー画面にて、［給付制限］ボタンを押下します。 

 

↓ 
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2. 給付制限一覧画面にて、［登録］ボタンを押下します。 

「未登録」状態の給付制限は削除できないため、手順 2～6で一旦、「受付」状態で登録

します。 

 

↓ 

3. 給付制限の対象外のため削除したいレセプトを選択する場合に［制限レセ一覧］ボタン

を押下します。 

 

↓ 
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4. 対象レセプトを選択し、［管理登録］ボタンを押下します。 

この例では、第三者抽出処理で抽出されたレセプトのうち、給付制限の対象外である

「未登録」状態のレセプトを選択しています。 

（未登録レセプトのラジオボタンは、デフォルトの「表示しない」の状態で仮登録のレ

セプトを表示します。） 

⇒「(2) ポイント・注意事項」のポイント 2 参照 

 

↓ 
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5. 申請情報、制限情報（制限区分、制限事由）を入力し、［確認］ボタンを押下します。 

削除の準備としての登録（受付）のため、制限区分、制限事由は、組み合わせ可能で

あれば、設定値は問いません。 

 

↓ 

6. 入力内容を確認し、［更新］ボタンを押下します。 

⇒「(2) ポイント・注意事項」のポイント 1 参照 

 

↓ 

 1.2-49



1 給付業務 

7. 削除対象を選択し、［削除］ボタンを押下します。 

 

↓ 

8. 対象データを確認し、［更新］ボタンを押下します。 

 

↓ 
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9. 対象データの仮登録の削除を確認します。 
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【このページは白紙です】 
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 1.3-1

1.3 高額介護合算 

 ここでは、高額介護合算の処理の全体概要、オンライン処理で使用する画面と帳票、

および一括処理の概要について説明します。また、高額介護合算に関する FAQ を紹介

します。 

1.3.1 全体概要 

 市区町村でのオンライン処理と広域連合での一括処理を合わせた、処理の全体概要

を説明します。 



1 給付業務 

(1) 処理フロー 

市区町村申請者等 広域連合 金融機関

標準システム（窓口端末）

申請 申請の受付

被保険者の検索

滞納有無の確認

高額介護合算
支給申請受付

口座登録

自己負担額証明書
（他保険者）

窓口提出分

自己負担額証明書
（他保険者）

11

22

33

44

66

自己負担額作成

国保連合会

高額介護合算療養費
等支給申請書兼

自己負担額証明書
交付申請書

自己負担額
申請受付

55

高額介護合算療養費
等支給申請書兼

自己負担額証明書
交付申請書 計算結果

連絡票情報

支給額計算

計算結果連絡票
作成

支給決定通知
データ作成

高額介護合算
療養費等

支給決定通知書

高額介護合算
療養費等

不支給決定通知書

高額介護合算
療養費等

窓口相談勧奨通知書

77

88

99

1111

計算結果連絡票
（自広域分）

計算結果登録
（自広域分）

1010

※1

※2

※3

※3

注※1　市区町村窓口にて申請の受付を行う際に、他保険者が発行した自己負担額証明書を指します。
注※2　被保険者が他広域連合等の他保険者に申請を行う際に、添付する自己負担額証明書を指します。

　　　　　なお、自己負担額証明書については、⑦の処理終了後に出力が可能となります。
注※3　他都道府県の広域連合等の他保険者において作成された計算結果連絡票を指します。  
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1 給付業務 

(2) 業務の概要 

＜市区町村でのオンライン処理＞ 

①被保険者（申請者）が高額介護合算療養費などの支給申請をするために市区町村の

窓口に来た際、申請の受付を行います。 

②窓口では、申請者が被保険者の有資格者であるかを確認します。 

③保険料滞納の有無を確認します。 

④次に、被保険者（申請者）が記入した、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負

担額証明書交付申請書を基に、高額介護合算療養費等支給申請の受付・登録を行い

ます。 

⑤添付されている後期高齢者医療制度以外の他の保険者（介護保険システムなど）が

発行した自己負担額証明書を基に自己負担額申請情報の登録を行います。 

⑥高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の口座情報を基に、

高額介護合算療養費支給の口座登録を行います。 

＜広域連合での一括処理＞ 

⑦資格チェックで正当に取り込まれた申請書情報について、介護保険分の自己負担額

を把握するため、支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報（介護）を作成し

介護保険者へ送付します。 

⑧登録した介護分自己負担額情報、および標準システムで作成した後期分自己負担額

情報より、支給額計算処理を行い、介護分と広域分に按分し、それぞれの保険の支

給額を算出します（初年度については、16 ヶ月分（平成 20 年 4 月～平成 21年 7 月）

と 12 ヶ月分（平成 20 年 8月～平成 21 年 7月）の支給額を比較し、支給額を算出し

ます）。 

⑨支給額計算結果より、介護分計算結果連絡票情報を作成し、介護保険者へ送付しま

す（介護分の支給については、本情報に基づき介護保険者が行うことになります）。 

⑩他広域連合などから送付された自広域分の計算結果連絡票を、標準システムへ登録

します 

（オンライン操作）。 

⑪支給（不支給）決定通知書・振込データなどを作成し、被保険者への支給を行いま

す。 
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1 給付業務 

(3) オンライン処理の画面遷移 

「(1) 処理フロー」の図中の丸付き数字②から⑥までのオンライン処理について、画

面遷移を次に示します。 

業務選択
メニュー

給付管理
メニュー

個人検索
支給

サブメニュー

高額介護合算
療養費等支給
申請履歴一覧

高額介護合算
療養費等支給
申請者明細

高額介護合算
療養費等支給

申請

［申請］
押下

［選択］
押下

［高額介護合算］
押下

［給付業務］
押下

［支給サブメニュー］
押下

［選択］
押下

自己負担額
申請

高額介護合算
療養費等支給

申請
口座選択

高額介護合算
療養費等支給

申請

［確認］
押下

［口座］
押下

［更新］
押下

［確認］
押下

※2

自己負担額情報欄の
［申請］または
［修正］ 押下

高額介護合算
療養費等支給
申請書明細

高額介護合算
療養費等支給
申請明細確認

高額介護合算
療養費等支給
申請履歴一覧

［確認］
押下

［更新］
押下

※1

高額介護合算
療養費等支給
申請者明細

注※1　「1.3.3　構成員の追加や削除について」参照
注※2　「1.3.4　自己負担額の申請や修正について」参照

［構成員検索］
押下

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪

自己負担額情報欄の
［削除］押下

点線枠内の操作については、
「1.3.2(1)ポイント・注意事項」のポイント1参照
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1 給付業務 

1.3.2 高額介護合算療養費等支給申請の受付 

 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書や、後期高齢者制度以外の他

の保険者が発行した自己負担額証明書などを基に、申請代表者情報や被保険者情報、

自己負担額情報を入力します。 

(1) ポイント・注意事項 

＜ポイント＞ 

1. 高額介護合算療養費等支給申請の受付は「1.3.1(3) オンライン処理の画面遷移」

の図中の丸付き数字①から⑪までを一連の流れとして行うことで、支給申請の受

付が終了します。 

その際、合算対象者すべてに対しての入力を行うための操作として、③の画面で

の対象者の選択から⑧の画面での入力情報の確認後、［確認］ボタンを押下するま

での操作を、繰り返し行ってください。（点線で囲んだ部分） 

2. 高額介護合算療養費等支給申請の受付における合算対象の世帯は毎年、計算対象

期間の末日（7月 31 日）時点で加入する、各医療保険制度における世帯単位の自

己負担額を合算の対象とします。 

なお、高額療養費は、診療月の最初に属した世帯で合算することとされており、

高額介護合算療養費の合算世帯とは相違することもあります。 

3. 高額介護合算療養費等支給申請の受付での口座情報の登録・修正・削除・照会に

ついては、高額療養費や葬祭費などの入力と同様に、支給種別が「0712（高額介

護合算療養費）」以外の口座情報も表示され、それらの口座を選択することができ

ます。また、申請書内で同一支給先情報を使用する場合は、「高額介護合算療養費

等支給申請」画面で参照先被保険者の口座管理番号を「振込先口座管理番号」欄

に入力することで、支給先情報が同一となり、他の合算対象者に対する口座選択

および登録操作などを省略することができます。 

4. 自己負担額証明書交付申請を行う被保険者については、申請代表者住所など（自

己負担額証明書や支給決定通知書が必ず届く住所）を送付先として登録してくだ

さい。 
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1 給付業務 

(2) 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 

 高額介護合算療養費等支給申請の受付を行う際に必要な高額介護合算療養費等支給

申請書兼自己負担額証明書交付申請書（以降、高額介護合算支給申請書と略します）

を各画面入力時に参考とするための丸付き数字とともに示します。 

11
22

33
44 55

66 77 88 99 1010 1111

1212 1313 1414 1515

1616 1717 1818 1919

2020
2121 2222 2323 2424 2525 2626

2727
2828 2929

3030
3131

3232

 

図 1.3-1 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 

(3) 「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面の入力 

 「支給サブメニュー」画面で、[高額介護合算]ボタンを押下すると、「高額介護合算

療養費等支給申請履歴一覧」画面が表示されます。 

 「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面は高額介護合算療養費にかかわる

支給申請の履歴を表示します。 

 画面の入力必須項目の「検索年度」には、高額介護合算支給申請書に記載された「計

算期間の始期および終期」（図 1.3-1 の⑤）に相当する年度※１を入力し、［検索］ボタ

ンを押下します。検索年度に高額介護合算支給申請の履歴が存在する場合、支給申請

書整理番号（履歴通番を含む）の降順で表示します。 

注※１ 相当する年度を次に示します。 

・施行初年度「平成 20 年度（420）」 

 平成 20 年 4 月から平成 21 年 7 月 31 日まで 

・翌年度「平成 21 年度（421）」 

 平成 21 年 8 月 1 日から平成 22 年 7月 31 日まで 
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1 給付業務 

 「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面について、高額介護合算支給申請

書と画面入力項目との相関を次に示します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1 [申請]、[変更]、[取下げ]ボタン 申請区分（図 1.3-1 の①）新規は［申請］

としてください。 

 

11

22

33

AA

 

①支給申請書整理番号単位で、先頭に表示されているもの（支給申請書整理番号ごと

の最大のもの）は、印刷、照会、変更、取下げを行えます。 

②上記①以外のものは照会だけを行えます。 

③一度も申請がない被保険者については、申請履歴一覧が表示されず、［印刷］、［照会］、

［変更］、［取下げ］ボタンが非活性となり、［申請］ボタンだけが活性となります（操

作手順 1の画面です）。 

また、[申請]ボタンについては、常に新規の入力とし、新たな歴の作成を意図して

いますので、どの履歴が選択されている場合でも押下することができます。 

■「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面のドロップダウンリストの項目 
図中の

記号 

ドロップダウンリスト 例 

AA
 

帳票選択 ・高額介護合算療養費等支給申請書兼 

 自己負担額証明書交付申請書 

・自己負担額証明書 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 検索年度（和暦） 
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1 給付業務 

 操作手順を次に説明します。 

1. 「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面で、［申請］ボタンを押下します。 

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面が表示されます。 
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1 給付業務 

(4) 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面の入力 

 「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面で、[申請]ボタンを押下すること

で、「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面が表示されます。 

 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面は高額介護合算療養費にかかわる申

請代表者の情報の表示と入力、およびその世帯に属する世帯構成員の情報を表示しま

す。 

 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面について、高額介護合算支給申請書

と画面入力項目との相関を次に示します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1.  申請年月日 申請年月日（図 1.3-1 の 27 ） 

2.  計算期間の始期

および終期 

計算期間の始期および終期（図 1.3-1 の⑤） 

3.  申請形態 申請形態（図 1.3-1 の②） 

4.  計算基準年月日 計算期間の始期および終期（図 1.3-1 の⑤）の終期と同

月 

5.  氏名 氏名（図 1.3-1 の 30 ） 

6.  連絡先 電話番号（図 1.3-1 の 31 ） 

7.  住所 郵便番号（図 1.3-1 の 28 ） 

住所（図 1.3-1 の 29 ） 

8.  自己負担額証明

書交付申請の有

無 

自己負担額証明書の交付申請要求（図 1.3-1 の 32 ） 

 

 

A A 

B B 
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1 給付業務 

■「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面のドロップダウンリストの項目 
図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

AA
 

申請形態 コード表（KD129）

「申請形態」 

・計算期間末日以降申請（期間中 

 死亡・生保適用・海外移住者なし）

・計算期間末日以降申請（期間中 

 死亡者あり） 

・計算期間末日以降申請（期間中 

 生保適用・海外移住者あり） 

・死亡・海外移住等計算期間中申請

BB
 

計算支給区分 コード表（KD140）

「計算支給区分」 

・計算対象者 

・支給対象者 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 申請年月日（和暦） 

・ 計算期間の始期～終期（和暦） 

・ 計算基準年月日 

・ 氏名 

・ 住所 

 

■「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面の計算基準年月日と申請形態との相

関について 
・ 年度の末日時点（7月 31 日）を計算基準年月日として申請を行う場合は、申請形態

には「計算期間末日以降申請（期間中死亡・生保適用・海外移住者なし）」を選択

してください。 

・ 上記以外を計算基準年月日として申請を行う場合は、申請形態には「計算期間末日

以降申請（期間中死亡者あり）」、「計算期間末日以降申請（期間中生保適用・海外

移住者あり）」または、「死亡・海外移住等計算期間中申請」のどれかを選択してく

ださい。 

■自己負担額証明書交付申請を行う場合の操作について 
・ 自己負担額証明書交付申請を行う場合は、申請形態にスペースを選択してください。

計算基準年月日には、7月 31 日以外を設定してください。なお、計算基準年月日の

翌日に資格喪失している被保険者だけを表示します。 

■「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面の申請形態と計算支給区分と計算基

準年月日の相関について 
・ 申請形態が「計算期間末日以降申請（期間中死亡・生保適用・海外移住者なし）」

の場合、計算支給区分は全員「支給対象者」を選択してください。 

・ 申請形態が上記以外の場合で「計算基準年月日」の翌日に資格喪失した被保険者の

計算支給区分は「支給対象者」を選択してください。 

「計算基準年月日」の翌日に資格がある被保険者の計算支給区分は「計算対象者」

を選択してください。 
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1 給付業務 

■死亡などにより公的医療保険の加入者でなくなった世帯員がいる場合の扱いについ

て 
・ 死亡者については、死亡した月までの自己負担額を合算対象として当該死亡者にか

かわる支給額を計算します。海外移住者、生活保護適用についても同様に、資格喪

失月までの自己負担額を基に計算します（同一計算期間内に再び公的医療保険の加

入者となる場合を除きます）。入力する際は、次の入力例②を参考にしてください。

その際、計算期間の始期および終期は、計算基準年月日の月と同月にしてください。 

入力例を次に示します。 

＜被保険者 A さんと被保険者 B さんの 2 人世帯の場合＞ 

①被保険険者 Aさん、被保険者 Bさんが、平成 20 年度の末日時点（7月 31 日）に 2

人とも被保険者である場合、「申請形態」に「計算期間末日以降申請（期間中死亡・

生保適用・海外移住者なし）」を選択し、「計算基準年月日」に平成 20 年 7月 31 日

（4200731）を入力します。この場合は Aさん、Bさんともに「支給対象者」となりま

す。 

②被保険者 Aさんが平成 20 年度の末日時点（7月 31 日）に資格を持っていて、被保険

者 Bさんは死亡により平成 20 年 5月 3１日に資格喪失した場合、「申請形態」に「計

算期間末日以降申請（期間中死亡者あり）」を選択し、「計算基準年月日」に平成 20

年 5 月 30 日（4200530）を入力します。この場合、Aさんは「計算対象者」、Bさん

は「支給対象者」となります。 
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1 給付業務 

 操作手順を次に説明します。 

1. 申請代表者情報として、高額介護合算支給申請書と画面入力項目との相関などを基に申

請代表者情報（申請年月日、計算期間の始期～終期、申請形態、計算基準年月日、氏

名、連絡先、住所など）の入力を行い［構成員検索］ボタンを押下します。 

 

↓ 

「計算基準年月日」時点に該当する構成員情報が構成員明細表示欄に表示されます。 
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1 給付業務 

2. 構成員明細表示欄に表示された世帯構成員が、高額介護合算支給申請書に記載されてい

る内容と一致しているかの確認を行います。 

①一致している場合 ⇒ 支給申請を行う対象者をラジオボタンで選択し、[選択]ボ

タンを押下し、以降の入力操作を行います。 

②高額介護合算支給申請書に記載されている構成員が表示されていない場合 

⇒[構成員追加]ボタンを押下してください。構成員の追加手順については、「1.3.3 

構成員の追加や削除について」を参照してください。 

③高額介護合算支給申請書に記載されていない構成員が表示されている場合 

⇒［構成員削除］ボタンを押下してください。構成員の削除手順については、「1.3.3 

構成員の追加や削除について」を参照してください。 

 

1 1 

1 3 2 2 
 

↓ 

①「高額介護合算療養費等支給申請」画面が表示されます。 

②「世帯構成員選択」画面が表示されます。 

③選択した構成員が「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面の画面上から削除

されます。 
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1 給付業務 

(5) 「高額介護合算療養費等支給申請」画面の入力 

 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面で、支給申請を行う対象者をラジオ

ボタンで選択し、[選択]ボタンを押下することで、「高額介護合算療養費等支給申請」

画面が表示されます。 

 「高額介護合算療養費等支給申請」画面では、選択された被保険者単位に支給申請

書の内容を入力します。 

 「高額介護合算療養費等支給申請」画面について、高額介護合算支給申請書と画面

入力項目との相関を次に示します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1 国民健康保険資格情報

（保険者番号） 

国民健康保険資格情報（保険者番号） 

（図 1.3-1 の⑥） 

2 国民健康保険資格情報

（続柄） 

国民健康保険資格情報（続柄） 

（図 1.3-1 の⑨） 

3 国民健康保険資格情報

（加入期間） 

国民健康保険資格情報（加入期間） 

（図 1.3-1 の⑪） 

4 国民健康保険資格情報

（被保険者証番号） 

国民健康保険資格情報（被保険者証番号）

（図 1.3-1 の⑧） 

5 国民健康保険資格情報

（被保険者証記号） 

国民健康保険資格情報（被保険者証記号）

（図 1.3-1 の⑦） 

6 国民健康保険資格情報

（保険者名称） 

国民健康保険資格情報（保険者名称） 

（図 1.3-1 の⑩） 

7 後期高齢者医療資格情

報（保険者番号） 

後期高齢者医療資格情報（保険者番号） 

（図 1.3-1 の⑫）※ 

8 後期高齢者医療資格情

報（被保険者番号） 

後期高齢者医療資格情報（被保険者番号）

（図 1.3-1 の⑬）※ 

9 後期高齢者医療資格情

報（加入期間） 

後期高齢者医療資格情報（加入期間） 

図 1.3-1 の⑮） 

10 介護保険資格情報 

（保険者番号） 

介護保険資格情報（保険者番号） 

（図 1.3-1 の⑯） 

11 介護保険資格情報 

（被保険者番号） 

介護保険資格情報（被保険者番号） 

（図 1.3-1 の⑰） 

12 介護保険資格情報 

（加入期間） 

介護保険資格情報（加入期間） 

（図 1.3-1 の⑲） 

13 

被保険者

情報 

介護保険資格情報 

（保険者名称） 

介護保険資格情報（保険者名称） 

（図 1.3-1 の⑱） 

14 自己負担

額情報 

「1.3.4 自己負担額の

申請や修正について」

を参照 

「1.3.4 自己負担額の申請や修正につい

て」を参照 

15 金融機関 振込口座記入欄（銀行名）（図 1.3-1 の 21 ）

16 預金種別 振込口座記入欄（種目）（図 1.3-1 の 23 ） 

17 口座管理番号 振込口座記入欄（口座管理番号）（図 1.3-1

の⑳） 

18 口座番号 振込口座記入欄（口座番号）（図 1.3-1 の 24 ）

19 名義人（カナ） 振込口座記入欄（口座名義人（フリガナ））

（図 1.3-1 の 25 ） 

20 

支払先 

情報 

振込先口座管理番号 振込口座記入欄（振込先口座管理番号）（図

1.3-1 の 26 ） 
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1 給付業務 

注※ 標準システムにて自広域情報を設定します。 

AA
BB CC

DD

 

■「高額介護合算療養費等支給申請」画面のドロップダウンリストの項目 
図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

AA
 

所得区分 コード表（KD132）

「所得区分」 

 

1 一般 

2 低所得 

3 上位所得者 

BB
 

70 歳以上の者

に係る所得区分

コード表（KD133）

「70 歳以上の者に係

る所得区分」 

1 一般 

2 上位所得者 

3 低所得者Ⅱ 

4 低所得者Ⅰ 

CC
 

資格喪失事由 コード表（KD139）

「資格喪失事由」 

1 死亡 

2 海外移住 

3 生保適用 

DD
 

続柄 コード表（KD134）

「続柄」 

1 世帯主 

2 擬制世帯主 

3 世帯員 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 支給先情報 
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1 給付業務 

 操作手順を次に説明します。 

1. 「高額介護合算療養費等支給申請」画面では、高額介護合算支給申請書および自己負担

額証明書を基に次の操作を行います。 

①被保険者情報を入力します。 

②他の保険者（国民健康保険システムや介護システムなど）による自己負担額証明書

が添付されている場合は、自己負担額情報を入力します。自己負担額情報の入力に

ついては「1.3.4 自己負担額の申請や修正について」を参照してください。 

③高額介護合算療養費などの支払い先とする支給先情報を入力します。支給先情報の

入力については、運用マニュアル 給付業務編「7.8.3 口座情報の登録」を参照し

てください。支給種別には、療養費の口座選択と同様に、｢0712 高額介護合算療養

費｣以外を選択することができます。 

また、申請書内で同一支給先情報を使用する場合は、参照先被保険者の口座管理番

号を（ａ）「振込先口座管理番号」欄に入力してください。 

口座管理番号は必ず設定してください。 

④各種情報を入力後、内容を確認し、［確認］ボタンを押下してください。 

なお、振込先口座番号と口座情報は、どちらか一方だけ登録できます。 

 ⇒「(1)ポイント・注意事項」のポイント 1 参照 

11

22

33

44

aa

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面が表示されます。 

 

 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面に表示されている別の対象者につい

ても、ラジオボタンを選択し、「(5) 「高額介護合算療養費等支給申請」画面の入力」

の操作を該当人数分繰り返し行ってください。 
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1 給付業務 

(6) 高額介護合算療養費等支給申請情報の登録 

 操作手順を次に説明します。 

1. 各種情報入力後の対象者の内容を確認し、［確認］ボタンを押下してください。 

 

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給申請明細確認」画面が表示されます。 
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1 給付業務 

2. 「高額介護合算療養費等支給申請明細確認」画面で、申請代表者情報、被保険者情報、

自己負担額情報が正しく入力されていることを確認してから、登録してください。①

のボタンを押下することで、ほかの構成員の入力情報を確認できます。 

すべての内容を確認し、［更新］ボタンを押下してください。 

 

11

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面が表示されます。 

これによって、高額介護合算療養費等支給申請の受付が登録されます。 
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1 給付業務 

1.3.3 構成員の追加や削除について 

 高額介護合算支給申請書に記載されている構成員が「高額介護合算療養費等支給申

請者明細」画面に表示されていない場合、構成員を追加する必要があります。[構成員

追加]ボタンを押下し、表示された「世帯構成員選択」画面で構成員の追加を行うこと

ができます。（操作手順の１，２を参照してください） 

 「世帯構成員選択」画面では、検索条件として基準日を入力し、[検索]ボタンを押

下すると、基準日時点で存在する基準日世帯番号と同一の構成員情報を住民基本台帳

情報データベース（TA01）や、外国人登録情報データベース（TA02）や、被保険者デー

タベース（TA10）などより取得し表示します。 

 また、高額介護合算支給申請書に記載されていない構成員が「高額介護合算療養費

等支給申請者明細」画面に表示されている場合、構成員を削除する必要があります。「高

額介護合算療養費等支給申請者明細」画面で、削除対象とする構成員を選択し、[構成

員削除]ボタンを押下し、構成員の削除を行うことができます。（操作手順の３を参照

してください） 

(1) ポイント・注意事項 

＜ポイント＞ 

1. 「世帯構成員選択」画面に表示される情報は、基準日世帯番号と同一の構成員情報

を住民基本台帳情報データベース（TA01）や、外国人登録情報データベース（TA02）

などより取得するため、後期高齢者医療の被保険者ではない者の情報も表示され

ます。被保険者番号が表示されていないものは、標準システムでの資格情報を取

得していないので、構成員として選択チェックボックスをチェックしても、追加

することはできません。 

また、被保険者番号が表示されているものであっても、計算基準年月日時点で資

格を持っていない場合は標準システムでの資格情報を取得していないので、構成

員として選択チェックボックスをチェックしても、追加することはできません。 
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1 給付業務 

 操作手順を次に説明します。 

1. 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面で、高額介護合算支給申請書に記載され

ている構成員が構成員明細表示欄に表示されていない場合、「構成員追加」ボタンを押

下してください。 

 

高額介護合算支給 
申請書に記載されて 
いる構成員が構成員 
明細表示欄に表示 

されていない 

 

↓ 

「世帯構成員選択」画面が表示されます。 
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1 給付業務 

2. ①基準日を入力し、[検索]ボタンを押下すると、「世帯構成員一覧」欄に基準日時点で

存在する基準日世帯番号と同一の構成員情報を住民基本台帳情報データベース（TA01）

や、外国人登録情報データベース（TA02）や、被保険者データベース（TA10）などよ

り取得し表示します。②該当者を選択し、「選択」ボタンを押下してください。 

11

22

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面が表示され、追加選択した構成員が表示

されます。 

・ 該当者は複数選択できます。ただし、「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画

面にすでに表示されている構成員との重複選択はできません。 
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1 給付業務 

3. 「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面で、高額介護合算支給申請書に記載され

ていない構成員が構成員明細表示欄に表示されている場合、削除対象とする構成員を

選択し、「構成員削除」ボタンを押下してください。 

なお、申請代表者を削除することはできません。申請自体を削除する場合は、「高額介

護合算療養費等支給申請履歴一覧」画面で「取下げ」ボタンを押下して削除してくだ

さい。 

 

高額介護合算支給 
申請書に記載されて 

いない構成員が 
構成員明細表示欄に 

表示されている 
 

↓ 

構成員が削除された「高額介護合算療養費等支給申請者明細」画面が表示されます。 

 

構成員が 
削除されている 
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1 給付業務 

1.3.4 自己負担額の申請や修正について 

 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書や、国民健康保険の保険者や

介護保険者などが発行した自己負担額証明書などを基に自己負担額情報を入力します。

また、入力した内容の修正や削除もできます。 

(1) ポイント・注意事項 

＜注意事項＞ 

1. 自広域連合において、計算した自己負担額情報は修正できません。 

2. 計算基準年月日時点の介護保険システムとデータ連携する場合、同一の介護保険者

の自己負担額証明書が添付されているときは、介護保険システムから自己負担額

情報を入手したあとで登録してください。 

 

 

 1.3-23



1 給付業務 

(2) 自己負担額証明書 

 自己負担額の申請や修正を行う際に必要な自己負担額証明書を、「自己負担額申請」

画面入力時に参考とするための丸付き数字とともに示します。 

11

22
33

44

66
77

88

1212

1313 1616
1717

99

1111

1010

55

1414

1515

9

 

図 1.3-2 自己負担額証明書 
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1 給付業務 

(3) 「自己負担額申請」画面の入力 

 「高額介護合算療養費等支給申請」画面より、［申請］、［修正］ボタンを押下するこ

とで、「自己負担額申請」画面が表示されます。 

 「自己負担額申請」画面では、国民健康保険の保険者や介護保険者などの発行した

自己負担額証明書を基に自己負担額情報の入力や修正を行います。 

 入力必須項目などを説明します。 

AA BB

 

 

■「自己負担額申請」画面のドロップダウンリストの項目 
図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

AA
 

保険制度 コード表（KD136）

「保険制度」 

・国保 

・後期 

・介護 

・被用者 

BB
 

補正済自己負担

額送付区分 

コード表（KD138）

「補正済自己負担額

送付区分」 

・自己負担額証明書発行用 

・支給額計算結果連絡票を国保連へ

 要送付 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 証明書発行者名 

・ 証明書発行年月日 

・ 証明書発行者住所 

・ 問い合わせ先情報（名称１） 

・ 問い合わせ先情報（電話番号） 

・ 問い合わせ先情報（住所） 
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1 給付業務 

 操作手順を次に説明します。 

1. 「高額介護合算療養費等支給申請」画面で、「自己負担額情報」欄の「申請」ボタンを押

下してください。 

 

↓ 

「自己負担額申請」画面が表示されます。 
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1 給付業務 

 

2. 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書や、国民健康保険の保険者や介護

保険者などが発行した自己負担額証明書などを基に自己負担額情報を入力し、[確認]

ボタンを押下してください。 

「自己負担額申請」画面について、自己負担額証明書と画面入力項目との相関を次に示

します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1.  保険制度 保険制度名称（図 1.3-2 の①） 

2.  自己負担額整理番号 自己負担額証明書整理番号（図 1.3-2 の

②） 

3.  保険者番号 保険者番号（図 1.3-2 の③） 

4.  被保険者番号 被保険者番号（図 1.3-2 の④） 

5.  対象となる計算期間 対象となる計算期間（図 1.3-2 の⑤） 

6.  計算期間において被保険者で

あった期間 

計算期間において被保険者であった期

間（図 1.3-2 の⑥） 

7.  自己負担額 自己負担額（図 1.3-2 の⑦） 

8.  証明書発行者名 証明書発行者名（図 1.3-2 の⑧） 

9.  証明書発行年月日 証明書発行年月日（図 1.3-2 の⑨） 

10.  保険者名称 保険者名称（図 1.3-2 の⑩） 

11.  証明書発行者住所 計算結果送付先住所（図 1.3-2 の⑪） 

12.  問い合わせ先情報（名称１） 問い合わせ先名称（図 1.3-2 の⑫） 

13.  問い合わせ先情報（電話番号） 問い合わせ先電話番号（図 1.3-2 の⑬）

14.  問い合わせ先情報（住所） 問い合わせ先住所（図 1.3-2 の⑭） 

15.  計算結果送付先情報（名称１） 計算結果送付先名称（図 1.3-2 の⑮） 

16.  計算結果送付先情報（電話番号） 計算結果送付先電話番号（図1.3-2の⑯）

17.  計算結果送付先情報（住所） 計算結果送付先住所（図 1.3-2 の⑰） 

 

 

↓ 
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「高額介護合算療養費等支給申請」画面に自己負担額情報が表示されます。 

 

3. すでに登録されている自己負担額情報に対して修正を行う場合は選択チェックボック

スをチェックし、①[修正]ボタンを押下してください。 

「自己負担額申請」画面が表示され、修正入力を行えます。 

削除を行う場合は選択チェックボックスをチェックし、②[削除]ボタンを押下してく

ださい。「高額介護合算療養費等支給申請」画面で、選択した自己負担額情報が削除さ

れます。 

11 22
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1.3.5 高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の登録 

 自己負担額証明書※1を発行した広域連合において、高額介護合算療養費等支給額計

算結果連絡票※2を基に、高額介護合算療養費等支給の根拠となる高額介護合算療養費

等支給額計算結果を登録します。 

 登録時には、医療保険者から送付された高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡

票を基に、計算結果の内訳情報や連絡先情報などを入力します。 

注※1 自己負担額証明書は、被保険者（申請者）が計算期間末日（7月 31 日）に加入

する医療保険者に高額介護合算療養費等支給の申請を行う際に提出します。 

注※2 高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票は、計算期間末日（7月 31 日）に

加入する医療保険者が発行します。 

(1) 画面遷移 

業務選択
メニュー

給付管理
メニュー

個人検索
支給

サブメニュー

高額介護合算
療養費等支給額
計算結果一覧

高額介護合算
療養費等支給額
計算結果登録

高額介護合算
療養費等支給額
計算結果一覧

［登録］
押下

［更新］
押下

［計算結果登録］
押下

［給付業務］
押下

［支給サブメニュー］
押下

［選択］
押下

高額介護合算
療養費等支給額

計算結果登録確認

［確認］
押下

 

(2) ポイント・注意事項 

＜ポイント＞ 

1. 高額介護合算療養費等支給額計算結果登録の操作は、合算対象となっている世

帯構成員分行ってください。 
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◆ 高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票 

 他保険者から送付された高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票（以降、高額

介護合算連絡票と略します）は、「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面で

入力します。登録・修正を行う際の参考とするため、丸付き数字とともに高額介護合

算連絡票を示します。 

11

22
33 44
55
66

77
88

99 1010 1111 1212 1313

1414
1515 1616

1717
1818
1919

2020 2121
2222

2323

2424

 

図 1.3-3 高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票 
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(3) 「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面の入力 

 「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面は、高額介護合算療養費にかか

わる支給額計算結果の履歴を表示する画面です。 

 「支給サブメニュー」画面で、［計算結果登録］ボタンを押下することで、「高額介

護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面が表示されます。 

 画面の入力必須項目の「検索年度」に、高額介護合算連絡票に記載された「計算対

象期間の始期および終期」（図 1.3-3 の 24 ）に相当する年度※１を入力し、［検索］ボタ

ンを押下することで、計算結果一覧が表示されます。 

 計算結果一覧は、検索年度に該当する自己負担額情報が存在する場合、支給申請書

整理番号（計算通番を含む）の降順で表示します。 

注※１ 相当する年度を次に示します。 

・施行初年度「平成 20 年度（420）」 

 平成 20 年 4 月から平成 21 年 7 月 31 日まで 

・翌年度「平成 21 年度（421）」 

 平成 21 年 8 月 1 日から平成 22 年 7月 31 日まで 
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 「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面について、高額介護合算連絡票

と画面入力項目との相関を次に示します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1 検索年度 計算対象期間（図 1.3-3 の 24 ） 

 

55
66

77
88

 

 

①次の条件にすべて該当するものは登録できます。 

・支給申請書整理番号単位で先頭に表示されているもの（支給申請書整理番号ごと

の最大のもの） 

・⑤の保険制度が後期高齢者医療制度のもの 

・⑥の自己負担額証明書交付申請の有無が「有」のもの 

・⑧の申請区分が「新規」または「修正」のもの 

②次の条件にすべて該当するものは修正できます。 

・支給申請書整理番号単位で先頭に表示されているもの（支給申請書整理番号ごと

の最大のもの） 

・⑤の保険制度が後期高齢者医療制度のもの 

・⑥の自己負担額証明書交付申請の有無が「有」のもの 

・⑧の申請区分が「新規」または「修正」のもの 

・計算結果が入力されているもの 

③次の条件に該当するものは照会できます。 

・計算結果が入力されているもの 

④検索年度に該当する自己負担額情報が存在しない場合、計算結果一覧には表示され

ません。 
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1 給付業務 

 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 検索年度（和暦） 

 

 操作手順を次に説明します。 

1. 「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面で、［登録］ボタンを押下します。 

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面が表示されます。 
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(4) 「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面の入力および登録 

 「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面は、高額介護合算療養費の支給

にかかわる計算結果の内訳情報や連絡先情報などの入力を行う画面です。 

 「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面で［登録］ボタンを押下するこ

とで、「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面が表示されます。 
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 「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面について、高額介護合算連絡票

と画面入力項目との相関を次に示します。 

No. 画面項目名 帳票項目名 

1.  介護等合算一部負担金等世帯

合算額 

介護等合算一部負担金等世帯合算額（図

1.3-3 の②） 

2.  所得区分 所得区分（図 1.3-3 の③） 

3.  介護等合算算定基準額 介護等合算算定基準額（図 1.3-3 の④） 

4.  世帯支給総額 世帯支給総額（図 1.3-3 の⑤） 

5.  按分後の支給額 按分後の支給額（図 1.3-3 の⑥） 

6.  保険制度 保険者名（図 1.3-3 の⑦） 

7.  保険者番号 保険者番号（図 1.3-3 の①） 

8.  保険者名 保険者名（図 1.3-3 の⑧） 

9.  対象者氏名 対象者氏名（図 1.3-3 の⑩） 

10.  自己負担額証明書整理番号 自己負担額証明書整理番号（図 1.3-3 の⑨）

11.  ⑤④＋（①-③） ⑤負担額（図 1.3-3 の⑪） 

12.  ⑥按分率 ⑥按分率（図 1.3-3 の⑫） 

13.  ⑦⑤に係わる支給額 ⑦支給額（図 1.3-3 の⑬） 

14.  連絡先名称１ 連絡先名称１（図 1.3-3 の⑯） 

15.  名称２（連絡先） 連絡先名称２（図 1.3-3 の⑰） 

16.  通知年月日 通知年月日（図 1.3-3 の⑱） 

17.  連絡先住所（郵便番号） 連絡先郵便番号（図 1.3-3 の⑭） 

18.  連絡先住所 連絡先住所（図 1.3-3 の⑮） 

19.  連絡票発行者名 連合長名（図 1.3-3 の⑲） 

20.  連絡票発行者住所（郵便番号） 方書き１（図 1.3-3 の⑳） 

21.  連絡票発行者住所 方書き１（図 1.3-3 の 21 ） 

22.  問い合わせ先名称１ 自治体問い合わせ先（図 1.3-3 の 22 ） 

23.  名称２（問い合わせ先） 自治体問い合わせ先（図 1.3-3 の 22 ） 

24.  電話番号（問い合わせ先） 自治体電話番号（図 1.3-3 の 23 ） 

25.  問い合わせ先住所（郵便番号） 自治体郵便番号（図 1.3-3 の⑳） 

26.  問い合わせ先住所 自治体住所（図 1.3-3 の 21 ） 
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■「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面のドロップダウンリストの項目 
図中の

記号 

ドロップダウン

リスト 

参照先のコード表 例 

① 所得区分 

 

コード表（KD133）

「70 歳以上の者に係

る所得区分」 

1 一般 

2 上位所得者 

3 低所得者Ⅱ 

4 低所得者Ⅰ 

② 保険制度 コード表（KD136）

「保険制度」 

1 国保 

2 後期 

3 介護 

4 被用者 

 

■入力必須項目（画面上で赤い「＊」が表示されている項目） 
・ 介護等合算一部負担金等世帯合算額 

・ 所得区分 

・ 介護等合算算定基準額 

・ 世帯支給総額 

・ 按分後の支給額 

・ 連絡先名称１ 

・ 通知年月日 

・ 連絡先住所 

・ 連絡票発行者名 

・ 連絡票発行者住所 

・ 問い合わせ先名称１ 

・ 電話番号(問い合わせ先) 

・ 問い合わせ先住所 
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■ A ［内訳追加］ボタン、 B ［内訳削除］ボタンについて 
・ 高額介護合算連絡票に記載された「計算結果の内訳」の内容に沿って、［内訳追加］

ボタンを押下し、追加することができます。追加した計算結果の内訳入力欄に入力

をしてください。 

・ 計算結果の内訳入力欄を誤って追加した場合、［内訳削除］ボタンを押下し、削除

することができます。 

・ 「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録」画面の計算結果の内訳入力欄に表示

されている自広域分のデータは［内訳削除］ボタンで削除できません。 

 

 操作手順を次に説明します。 

1. 高額介護合算連絡票と画面入力項目との相関などを基に各種金額情報（介護等合算一部

負担金等世帯合算額、介護等合算算定基準額など）や、計算結果の内訳情報（保険制

度、保険者番号など）や、連絡先情報（連絡先名称１、連絡先住所など）の入力を行

い、入力内容を確認後、[確認]ボタンを押下します。 

なお、入力する際は、「(2)ポイント・注意事項」のポイント 1に記載のとおり合算対

象となっている世帯構成員分を入力してください。 

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録確認」画面が表示されます。 
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2. 「高額介護合算療養費等支給額計算結果登録確認」画面で、各種金額（介護等合算一部

負担金等世帯合算額、介護等合算算定基準額など）、計算結果の内訳（保険制度、保険

者番号など）、連絡先（連絡先名称１、連絡先住所など）が正しく入力されていること

を確認してから、登録してください。 

すべての内容を確認し、［更新］ボタンを押下してください。 

これによって、高額介護合算療養費等支給額計算結果の情報が登録されます。 

 

↓ 

「高額介護合算療養費等支給額計算結果一覧」画面が表示されます。 

 1.3-38



1 給付業務 

1.3.6 一括処理の概要 

 広域連合での一括処理の流れを次の図に示します。 

広域連合市区町村

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

資格チェック

１１

介護申請情報作成

介護連携情報取込

33

２２

広域窓口

国保連合会

介護審査支払システム

被保険者

高額介護合算
療養費等

支給申請却下
通知書

自己負担額
証明書
（介護）

高額介護合算
療養費等

支給申請情報登録

高額介護合算
療養費等

支給申請却下
通知書

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

資格チェック
エラーリスト

高額介護合算
療養費等

支給申請履歴一覧

高額介護合算療養費
等支給申請の再登録

申請書連携情報
（後期_国保連介護）

ファイル

申請書連携情報
（後期_国保連介護）

ファイル

自己負担額
証明書情報

（後期_国保連介護）

ファイル

自己負担額
証明書情報

（後期_国保連介護）

ファイル

申請データ投入（連携分）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

介護資格チェック

介護自己負担額作成

介護確認データ送付

負担額証明書作成

介護連携情報
（国保連介護_後期）

ファイル

介護連携情報
（国保連介護_後期）

ファイル

高額介護合算
療養費等

支給申請却下
通知書

介護連携情報
取込

エラーリスト

次ページへ続く
次ページへ続く

再申請

再申請

高額介護合算
療養費等

支給申請履歴一覧

高額介護合算療養費
等支給申請の再登録
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広域連合市区町村

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

自己負担額作成

４４

自己負担額証明書作成

自己負担額証明書情報取込

６６

５５

広域窓口

国保連合会

介護審査支払システム

被保険者

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

自己負担額
証明書

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

負担額証明書作成

補正済
自己負担額情報

（国保連介護_後期）
ファイル

補正済
自己負担額情報

（国保連介護_後期）
ファイル

自己負担額
取込

エラーリスト

次ページへ続く 次ページへ続く

月別自己
負担額情報
（TD35）

月別自己
負担額情報
（TD35）

自己負担額
証明情報
（TD34）

自己負担額
証明情報
（TD34）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

月別自己
負担額情報
（TD35）

月別自己
負担額情報
（TD35）

自己負担額
証明情報
（TD34）

自己負担額
証明情報
（TD34）

 

 1.3-40



1 給付業務 

広域連合

高額介護合算療養費計算

計算結果連絡票作成

８８

７７

他広域連合 国保連合会

介護審査支払システム

被保険者

計算結果
連絡票件数表

月別自己
負担額情報
（TD35）

月別自己
負担額情報
（TD35）

自己負担額
証明情報
（TD34）

自己負担額
証明情報
（TD34）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
療養費等支給
申請書情報
（TD33）

高額介護合算
計算結果内訳

情報
（TD39）

高額介護合算
計算結果内訳

情報
（TD39）

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
療養費等

支給額計算
結果連絡票

計算結果連絡票情報
（後期_国保連介護）

ファイル

計算結果連絡票情報
（後期_国保連介護）

ファイル

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

支給決定通知データ作成

９９

高額介護合算
療養費等
支給決定
通知書

高額介護合算
療養費等
不支給決定

通知書

高額介護合算
療養費等
窓口相談

勧奨通知書

高額介護合算
療養費等
支出処理
一覧表

支出命令書高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

支給後更正処理確認リスト出力

1010

支給後更正処理
確認リスト

支給後更正処理
確認リスト

高額介護合算
療養費等支給額
計算結果登録

高額介護合算療養費
支給額計算結果連絡票
（紙）を送付

高額介護合算
支給額計算
結果確認
リスト

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
計算結果情報

（TD38）

高額介護合算
療養費等

支給申請履歴一覧
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広域連合での一括処理 

1.資格チェック 

「高額介護合算療養費等支給申請」画面から登録した高額介護合算療養費等支給申請書情

報データベース（TD33）の支給申請情報に対して、資格チェックを行います。資格チェッ

クでエラーとなったものは、資格チェックエラーリスト、高額介護合算療養費等支給申

請却下通知書に出力します。 

 

2.介護申請情報作成 

高額介護合算支給申請を受け付けた被保険者の介護分自己負担額情報を受け取るため

に、介護審査支払システム（または介護保険システム）とデータ連携を行い、介護分自

己負担額の確認を依頼します。 

 

3.介護連携情報取込 

国保連合会に高額介護合算業務を委託している場合、介護審査支払システムで介護資格

チェックを実施します。介護資格チェックの結果を、データ連携により標準システムに

取り込みます。標準システムに取り込んだ介護資格チェックエラーとなったものは高額

介護合算療養費等支給申請却下通知書に出力します。 

 

4.自己負担額作成 

「高額介護合算療養費等支給申請」画面から登録した高額介護合算療養費等支給申請書情

報データベース（TD33）の支給申請情報に対して、給付記録管理データベース（TD01）、

高額療養費支給管理データベース（TD08）を検索し、対象年度分の高額療養費に係る自

己負担額を算出します。算出結果を自己負担額証明情報データベース（TD34）、および月

別自己負担額情報データベース（TD35）に登録します。 

 

5.自己負担額証明書作成 

自己負担額証明書交付申請を受け付けた被保険者に対して、自己負担額証明情報データ

ベース（TD34）、および月別自己負担額情報データベース（TD35）から、後期分自己負担

額の算出結果を抽出し、自己負担額証明書を作成します。 

 

6.自己負担額証明書情報取込 

介護申請情報作成処理における広域連合からの介護分自己負担額の確認依頼に対して、

介護審査支払システム（または介護保険システム）から送信された介護分自己負担額を、

データ連携を行い標準システムに取り込みます。 
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7.高額介護合算療養費等計算 

自己負担額証明書情報取込における介護審査支払システム（または介護保険システム）

とのデータ連携により、標準システムに取り込んだ介護分自己負担額情報、および標準

システムで保持している後期分自己負担額情報を合算し、高額介護合算療養費を計算し

ます。計算結果を高額介護合算計算結果情報データベース（TD38）、および高額介護合算

計算結果内訳情報データベース（TD39）に登録します。 

 

8.計算結果連絡票作成 

高額介護合算療養費計算の計算結果を他保険者へ通知するために、高額介護合算計算結

果情報データベース（TD38）、および高額介護合算計算結果内訳情報データベース（TD39）

から計算結果を抽出し、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票を作成します。ま

た、介護審査支払システム（または介護保険システム）へのデータ連携ファイルを作成

します。 

 

9.支給決定通知データ作成 

高額介護合算計算結果情報データベース（TD38）、および高額介護合算計算結果内訳デー

タベース（TD39）から抽出したデータを基に、支給管理データベース（TD18）に支給情

報を登録します。登録した支給情報に対して、支給対象者判定（収納情報による未納判

定）を行い、その結果に応じて銀行などへの振込依頼に必要なデータを作成します。ま

た、高額介護合算療養費等支給決定通知書、高額介護合算療養費等窓口相談勧奨通知書、

高額介護合算療養費等不支給決定通知書などの帳票を作成します。 

 

10.支給後更正処理確認リスト出力 

支給申請を受けてから支給決定通知処理がされるまでの間で自己負担額情報、負担区分

情報、または世帯構成員情報に変更があった再申請対象となる被保険者情報を抽出し、

CSV形式の支給後更正処理確認リスト（CSV形式）に出力します。 
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1.3.7 高額介護合算に関するFAQのご紹介 

(1) 仮算定処理後のデータクリアについて 

(a) 質問 

 仮算定処理の実施について、本番環境で実施した場合仮算定処理後のデータクリア

は必要ですか。また、データクリアしていない場合、標準システム（本算定処理）へ

の影響はありますか。 

(b) 回答 

 影響はありません。仮算定の結果についてはオンライン画面で参照できるよう実装

しているため、データクリアを行った場合参照ができなくなります。 

(2) 仮算定処理の本算定処理への影響について 

(a) 質問 

 仮算定処理を分割サーバ（テスト環境）で実施した場合、本番環境で実施する本算

定処理（標準システム）への影響はありますか。 

(b) 回答 

 影響はありません。 

(3) 連携有無コードの設定について 

(a) 質問 

 仮算定処理では連携有無コード：1[国保連合会委託]、本算定処理では連携有無コー

ド：2[市区町村連携]として実施した場合、本算定処理（標準システム）への影響はあ

りますか。 

(b) 回答 

 本算定処理時には仮算定処理の結果を参照しないため、影響ありません。 

(4) 支給方法情報の設定がないデータについて 

(a) 質問 

 仮算定用ダミー支給申請書データについて、後期高齢者医療の支給方法は口座払い

が前提になると認識しておりますが、仮算定処理の場合は支給申請書の受付がないた

め、支給方法情報が設定されないおそれがあります。 

支給方法情報の設定がないデータは、標準システムの「支給申請情報取込」処理でエ

ラー（エラーリスト出力）となるのでしょうか。 

(b) 回答 

 仮算定用ダミー支給申請書データの取り込み時においては、ご質問のケースはエ

ラーにならないで取り込まれます。取り込み時に支給方法情報の設定内容にかかわら

ず区分を２[窓口払い]に標準システムで変換する処理が行われます。 
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(5) 仮算定用ダミー支給申請書データでの保険者番号の設定について 

(a) 質問 

 仮算定用ダミー支給申請書データについて、保険者番号に証記載保険者番号が設定

されていても標準システム上は問題ないのでしょうか。 

(b) 回答 

 標準システムでダミーデータを取り込む際に、被保険者証に記載の保険者番号を広

域連合の保険者番号に置換します。 

(6) 国保連と広域連合間での口座情報の連携について 

(a) 質問 

 国保連からの支給申請書情報を受けた際、後期資格がない Aさん（口座情報あり）

と後期資格がある Bさん（口座情報なし・振込先口座管理番号に Aさんの口座管理番

号を指定）の申請情報を受けた場合、国保連と広域連合間で口座情報の連携に問題は

ないでしょうか？ 

(b) 回答 

 質問のケースの場合、下記のようになります。 

1. 後期資格がない Aさんは支給申請情報取込み時にエラー（エラーリスト出力）と 

なり、取り込まれません。 

2. 後期資格がある Bさんは、支給申請情報が取込まれます。 

ただし、介護申請情報作成時には口座情報が未設定の状態（口座管理番号と振込先

口座番号は設定されている）で、介護側へ送付する申請情報が作成されます。 

3. 後期資格がある Bさんは、支給処理時に口座情報がないため、口座情報が存在しな

い旨をログに出力し支給されません。 

そのため、後期資格がある Bさんについては、オンライン処理から口座情報の登録

を行ってください。 
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(7) 履歴なしでの申請書の変更について 

(a) 質問 

 高額介護合算の申請者入力で申請書を変更すると、申請区分が変更となり申請書の

履歴が作成されます。また、申請書を誤入力し不要申請書がある場合、申請書の削除

が行えません。申請書の修正と申請変更は業務的に異なるものなので申請書の変更を

履歴なしに行えるように対処のほどよろしくお願いします。 

 資格チェック処理を行った場合に申請書の履歴に対しても資格チェックされるため、

一度申請情報の入力誤りをすると該当の申請データは後続処理を継続できません。早

急に対処のほどよろしくお願いします。 

(b) 回答 

 申請書情報については、他システムと連携して使用する情報であることから履歴を

作成しない状態で「修正」または「削除」を行う機能の提供の予定はありません。 

 資格チェック処理は申請書の過去の履歴に対しても、後続の処理において該当履歴

の状態を把握するために、資格チェックだけ行いますが、変更された履歴を使用して

処理を実施します。 

(8) 支給申請情報取込処理でのデータ連携のエラーについて 

(a) 質問 

 支給申請情報取込処理では、「高額医療・高額介護合算制度に係る説明会資料」平成

21年6月4日資料の事例12のパターンの支給申請書情報がデータ連携されると考えて

おります。テストで上記パターンを実施しましたが以下のエラーとなっております。

対処方法についてご回答願います。 

①後期被保険者が国保の擬制世帯主の場合、国保での世帯員である国保被保険者の申

請情報も一緒に連動されますが、国保被保険者に対し「当該広域以外のデータです」

と申請情報取込エラーリストに記載され支給申請書情報が取り込めません。 

②後期被保険者の保険者番号を証記載の保険者番号を設定していると「当該広域以外

のデータです」と申請情報取込エラーリストに記載され支給申請書情報が取り込め

ません。国保から連携される申請書の後期被保険者の保険者番号は広域連合保険者

番号なのでしょうか。 

③支給申請情報の取り込みは審査支払機関（新共電）からの連携だけとなっており、

市区町村国保と連携はありません。（ヘルプデスク 2009.07.14 掲載資料、一括リファ

レンスには市区町村国保の記載なし）国保委託なしの市区町村の場合に申請書の受

付をどこでどのようにすべきかご回答願います。標準システムで申請書の入力を行

う必要がある場合は、具体的に入力方法をご回答願います。 
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(b) 回答 

①後期被保険者が国保の擬制世帯主の場合、国保の世帯員である国保被保険者の申請

情報も一緒に連動されますが標準システムでは後期保険者だけを取り込みます。国

保の世帯員である国保被保険者は取り込まれないため、エラーリストに出力します

が、問題ありません。 

②お見込みのとおり、広域連合保険者番号を設定してください。 

③国保分の申請は、国保窓口で申請受付を行ってください。その後、標準システムの

「高額介護合算療養費等支給申請」画面から高額介護合算療養費等支給申請書兼自己

負担額証明書交付申請書をもとに後期高齢者医療資格情報と介護保険資格情報の入

力を行ってください。 

(9) 標準システムでの介護保険資格情報の入力について 

(a) 質問 

 外部インターフェース仕様の 1.1 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報

ファイルの No.12「自己負担額証明書交付申請の有無」の内容で「1：無」「2：有」の

設定説明があるので、標準システムでの自己負担額交付申請書入力で介護情報を入力

した場合にデータ連携により介護保険者側で自己負担証明書が発行されると考えてお

ります（負担額証明書交付においてもワンストップ申請となると当広域は認識してお

ります）。申請入力画面で自己負担額証明書交付申請の有無を有にして後期高齢者医療

資格情報と介護保険資格情報を入力すると「KDM2220E 自己負担額証明書交付申請の有

無が有の場合、介護保険資格情報を入力しないでください。」というメッセージが表示

されます。入力方法についてご回答願います。 

 （現在、高額介護合算テストを実施しておりますが、国保－介護の連携テストでは

自己負担証明書を発行することができたときいております。） 

(b) 回答 

 標準システムでの「自己負担額証明書交付申請対象者」については、後期保険者に

おいて高額介護合算療養費の計算を行わないため、介護保険の自己負担額情報は不要

となりますので、介護保険者へ申請情報を送付しません。そのため、介護保険資格情

報を入力することはできません。 

 該当被保険者については、介護保険窓口において自己負担額証明書を入手してくだ

さい。 

(10) 支給額計算結果連絡票（仮）の標準システムへの取り込みについて 

(a) 質問 

 低Ⅰ再計算後の支給額計算結果連絡票（仮）について、医療保険者からまとめて仮

算定結果連絡を行う場合、支給額計算結果連絡票（仮）の標準システムへの取り込み

について、どのように対応すればよいでしょうか。 

(b) 回答 

 標準システムでは取り込みを行っておりません。また、現在取り込むよう改修を行

う予定はありません。 
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(11) 高額介護合算療養費について（使用バージョン：K01-07b） 

(a) 質問 

 高額介護合算療養費自己負担額証明書の発行後に計算期間内のレセプトに過誤・再

審査が発生した場合、対象者リスト等が出力されるのでしょうか。 

 一括リファレンス等を確認しましたが記載がないようですので、対象者の把握及び

過誤・再審査発生後の処理方法についてご回答願います。 

(b) 回答 

 過誤・再審査等によってレセプトが変更になるものについて、支給処理後に変更が

発生している対象者を抽出し、CSV ファイルを作成する処理を K01-08 にリリースさせ

ていただきましたのでご確認お願い致します。一括処理リファレンスの「2.4.113 支

給後更正処理確認リスト出力」に記載しております。 

(12) 高額介護合算における自己負担額証明書発行処理について 

(a) 質問 

 8 月 27 日にサポートサイトに掲示された「一括処理リファレンス（抜粋）」で自己負

担額証明書発行処理の前提条件を確認したところ、次のとおりとなっていたため、連

合会内の介護保険審査支払等システムから連合会内連携情報の受領・登録を実施した

後に、自己負担額証明書発行処理が実施できるものと解釈しています。 

・ 自己負担額証明書作成：自己負担額作成処理が完了していること 

・ 自己負担額作成：介護連携情報取込処理が完了していること 

①説明会資料（平成 21 年 6月 4日）の 1-4 で提示された業務標準日程表では、介護シ

ステムからの連合会内連携情報の授受は月１回となっていますので、構成市町村か

ら自己負担額証明書の交付申請を受け付けた場合、証明書の発行は最大１ヶ月かか

ることになるのでしょうか。 

②仮に受け付けた申請書が介護保険側の「高額医療・高額合算処理業務」を委託して

いない市区町村分だけであった場合、広域電算システムより介護システム側に支給

申請書情報の提供がないため、介護システムから連合会内連携情報が提供されない

ものと考えます。 

 連合会内連携情報を受領しないで、広域電算システム側の介護連携情報取込処理を

実行しても問題ないでしょうか。 

(b) 回答 

①お見込のとおり、介護保険審査支払等システムからの連合会内連携情報を授受した

場合は、自己負担額証明書発行には最大１ヶ月かかります。 

②お問い合わせの処理手順で問題ありません。 
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(13) 高額介護合算における支給申請書のオンライン画面入力後の変更・取り

下げについて 

(a) 質問 

 支給申請書をオンライン画面から入力した後、「資格チェック、…、支給決定通知デー

タ作成」のそれぞれのバッチを順に実行し、申請者へ結果を通知するものと認識して

います。 

 上記サイクルは 1～2ヶ月程度かかるものとなりますが、「資格チェック、…、支給

決定通知データ作成」の間にオンライン画面で支給申請書を変更・取り下げされた際、

当該支給申請書は以下の扱いにあると考えますが、認識に誤り等はありますでしょう

か。 

（想定） 

 資格チェック以前に新規、変更あるいは取り下げを登録したものだけがバッチ処理

の対象となり、「資格チェック、…、支給決定通知データ作成」の各バッチの間に新規、

変更あるいは取り下げした支給申請書は以下のようにバッチ処理の対象外になる。 

・ 新規分：対象外 

・ 変更あるいは取り下げ：変更（取り下げ）元の支給申請書とあわせて対象外 

(b) 回答 

 認識については、お見込のとおりです。 

 （想定）の資格チェック後の処理については、（想定）に記載のあるとおりです。資

格チェック処理では、全ての入力に対してチェックを行っています。 

(14) 申請内容入力について 

(a) 質問 

①国保情報を入力した際に所得区分の入力を求められますが、前期高齢の場合でも低

所得区分Ⅰ、Ⅱは「非課税」でよろしいでしょうか？また、この区分は何に使用さ

れる情報でしょうか？ 

②「70 歳以上の者に係る所得区分」は、前期高齢それとも後期高齢の情報でしょうか？ 

(b) 回答 

①高額介護合算支給申請照会画面に表示します。自己負担額計算では使用しない項目

です。そのため、入力する必要はありませんが、画面から参照したい場合は、国保

からの支給申請書に記載された所得区分を設定してください。 

②後期高齢の情報です。 
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(15) 計算結果情報連携について 

(a) 質問 

 県外介護保険者分の計算結果連絡は、国保連を通じ連携することはしないようにし

たいのですが、国保連への情報提供の制限方法についてご回答願います。 

(b) 回答 

 ご質問の方法は、連携しない県外保険者をデータ連携情報(TD36)に登録しないこと

で対応可能です。 

 また、連携しない県外保険者のデータ連携情報(TD36)を以下のとおり設定すること

でも可能です。 

・ 連携有無コード（申請・自己負担）：０（連携無し） 

・ 連携有無コード（計算結果）：３（紙） 

(16) ファイル連携について 

(a) 質問 

 バージョン：K01-08 において高額介護合算処理の連携ファイル（.xml）の提供はあ

りましたが、市区町村窓口端末から広域連合へ送付するためのファイル連携用の画面

がないように見受けられます。 

 実際、ファイルを連携する際には画面上にある［その他］の項目から送付処理を行

えばよいのでしょうか。または、今後の提供予定のバージョンで提供いただけるので

しょうか。 

(b) 回答 

 現在、窓口処理サーバ転送ツール上で該当データ項目を追加する予定はありません

ので、お手数ですが、ご提示の通り画面上にある「その他」の項目から送付処理を行っ

てください。 

(17) 「高額介護合算療養費等支給申請」画面での「補正済自己負担額送付区

分」の設定について 

(a) 質問 

 画面 KD40S050 の「補正済自己負担額送付区分」で「負担額証明書発行用」とはどの

ような申請のケースで選択するのでしょうか？ 

 また、「支給額計算結果連絡票を国保連へ要送付」を選択しないと、連絡票は国保連

合会へ送付する情報が作成されないとしてよろしいですか？(他県介護、国保、他県広

域連合などには、国保連に送付しない運用としたい。) 

(b) 回答 

 「補正済自己負担額送付区分」はインターフェース項目として保持していますが、「高

額介護合算療養費等支給申請」画面の申請時には使用しない項目ですので、登録する

必要はありません。 

 他システムからの連携情報に設定された場合に、オンライン画面に表示します。 
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(18) 作成支給前チェックの支給データ抽出で使用している定数・定率につい

て 

(a) 質問 

 給付業務の高額医療・高額介護合算において、支給決定通知データ作成支給前チェッ

ク（JKD40M0110401）の支給データ抽出（KD40B503）で使用している定数・定率（TZ04）

はどの定数・定率（TZ04）を参照しているのかご回答願います。 

(b) 回答 

 作成支給前チェック（JKD40M0110401)の支給データ抽出（KD40B503）で使用してい

る定数・定率（TZ04）を以下に記載します。 

・ 業務コード：KD 

・ 種別コード：00107 

・ 項目テーブルデータ説明：高額介護合算支払日 

(19) 自己負担額作成編集処理における高額療養費の支給調整額について 

(a) 質問 

 自己負担額作成編集（JKD40M0050201）で自己負担額情報カスタマイズ用 CSV ファイ

ル（確認）（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV）に出力された被保険者の自己負担額はそ

のまま自己負担額作成更新（JKD40M0050301）を実施した場合にデータベースに反映さ

れないのでしょうか。 

 自己負担額作成更新（JKD40M0050301）を実施した後で、自己負担額情報カスタマイ

ズ用 CSV ファイル（確認）（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV）の内容確認を行い、その

内容でデータベースを更新したい場合、自己負担額情報カスタマイズ用 CSV ファイル

（確認）（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV） ⇒ 自己負担額情報カスタマイズ用CSVファ

イル（標準）（JKD40M0050201_KD40F025N.CSV）に変更し、自己負担額作成更新

（JKD40M0050301）を再度実施するということでしょうか。 

(b) 回答 

 自己負担額情報カスタマイズ用CSVファイル（確認）（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV）

に出力された対象者については、自己負担額情報カスタマイズ用 CSV ファイル（標準）

（JKD40M0050201_KD40F025N.CSV）にレコードを追加し、自己負担額作成更新

(JKD40M0050301)を実施することで反映します。 

 自己負担額作成更新(JKD40M0050301)を実施後であっても、自己負担額情報カスタマ

イズ用 CSV ファイル（確認）（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV）を自己負担額情報カス

タマイズ用 CSV ファイル（標準）（JKD40M0050201_KD40F025N.CSV）に名称変更し再度

実行するのではなく、自己負担額情報カスタマイズ用 CSV ファイル（確認）

（JKD40M0050201_KD40F035N.CSV）に出力された対象者を自己負担額情報カスタマイズ

用 CSV ファイル（標準）（JKD40M0050201_KD40F025N.CSV）にレコードを追加してくだ

さい。 

 詳細につきましては、ヘルプデスクサポートサイト掲載の「2009-09-01 高額医療・

高額介護合算制度におけるカスタマイズについて」をご確認ください。 
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(20) 支給後更正処理確認リストCSVファイルの内容について 

(a) 質問 

 「支給後更正処理確認リスト出力」処理で作成される「支給後更正処理確認リスト

CSV ファイル」ですが、このファイルの内容および用途についてご回答願います。 

(b) 回答 

・ ファイルの内容について 

支給処理後に月遅れレセプト等のために支給額に変更が発生している対象者を出

力します。 

・ 用途について 

上記対象者の追加支給の際に使用します。追加支給の方法については、支給後更

正処理確認リスト CSV ファイルをもとに、「高額介護合算療養費等支給申請履歴一

覧」から変更処理を実施願います。 

(21) 計算結果連絡票作成編集処理（ジョブＩＤ：JKD40M0090201）にて出力

される『高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票』について 

(a) 質問 

①ジョブフローを確認したところ、標準システムが当該帳票の出力対象としているも

のは以下のどれかであると認識しましたが、問題ありませんか。 

・ 他県広域連合を含む他医療保険者 

・ 計算結果連絡票を紙で提供する介護保険者及び国保保険者 

②自県被保険者の後期高齢医療、計算結果連絡票を CSV ファイルで提供する介護保険

者および国保保険者について、広域連合の内部確認用として PDF 形式の帳票を作成

する方法を教えてください。 

③標準システムとして内部確認用の計算結果連絡票を出力しない場合、確認はオンラ

イン画面を参照して実施することになるのでしょうか。 

(b) 回答 

①出力対象についての認識は、お見込のとおりです。 

②PDF 形式の帳票作成については、現時点で対応の予定はありません。 

③オンライン画面「高額介護合算療養費等支給額計算結果照会」から計算結果を確認

していただくようお願いします。 
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(22) 高額計算除外区分設定レセプトの高額介護合算療養費に係る自己負担

額計算について 

(a) 質問 

 高額介護合算療養費の自己負担額の計算時には，「高額計算除外区分が設定されてい

るレセプト」の自己負担額についても対象となっています（確認用の自己負担額情報

カスタマイズ用 CSV ファイルに振り分けられる）。 

 これらのレセプトについて，当広域連合では「（公費負担医療償還支給などにより）

高額療養費の合算対象とすべき自己負担額が 0円」であるなどの理由で高額計算除外

区分を設定しています。そのため、高額介護合算療養費においても自己負担額は 0円

のレセプトとして取り扱うことができるかご回答願います。 

(b) 回答 

 お問い合わせの件につきましては、自己負担額情報カスタマイズ用 CSV ファイル（標

準）(JKD40M0050201_KD40F025N.csv)の自己負担額に 0円を設定してください。 

 詳細につきましては、ヘルプデスクサポートサイト掲載の「2009-09-01 高額医療・

高額介護合算制度におけるカスタマイズについて」をご確認ください。 

(23) 高額介護合算療養費等支給額計算結果照会画面に設定される値につい

て 

(a) 質問 

 高額介護合算療養費等支給額計算結果照会画面の下記項目にはどのような値（内容）

が設定されるのでしょうか。 

・ 按分後の支給額 

・ 按分後の支給額（うち 70 歳以上分） 

(b) 回答 

 高額介護合算計算結果情報(TD38)の次の項目に設定されている値がそれぞれ設定さ

れます。 

・按分後支給額(ANBNG_SKYGK) 

・按分後支給額（うち 70 歳以上分）(ABGSKGK_70SIJBN) 

(24) 【国保資格情報】と【自己負担額情報】を両方入力する方法について 

(a) 質問 

 計算期間に国保から後期となった場合、申請情報を入力する際、【国保資格情報】は

通常未入力とありますが、【国保資格情報】と【自己負担額情報】の両方に入力されて

いる場合に不都合等運用で注意すべきことがありますか。 

 窓口で入力を行う際に、確かな入力方法の振り分けができないおそれがあります。

両方入力の運用方法についてご回答願います。 

(b) 回答 

 お問い合わせにある申請情報を入力する際、自己負担額情報だけの登録をお願いい

たします。 
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(25) 連携する申請情報の支給申請書整理番号の重複について 

(a) 質問 

 計算期間に国保から後期になった場合、対象者が擬制世帯主ならば、国保の申請か

ら後期に連携されるとありますが、運用上国保からの連携は行わないで、国保、後期

それぞれで申請書を受理、エントリーすることを考えています。その際、国保連合会

では、国保発の連携用ファイルが作成されると思われますが、後期ではそのファイル

を取り込まないで、後期の申請情報で介護と連携する運用で考えています。 

 この運用では、介護への申請情報が国保、後期両方から連携されますが、介護側で

重複処理をさける方法はありますか。 

 また、他に不都合となり運用上注意すべきことがありますか。 

(b) 回答 

 連携する申請情報の支給申請書整理番号が異なるため重複することはありませんの

で、お問い合わせにある運用で問題ありません。 

(26) 計算結果連絡票件数表について 

(a) 質問 

 計算結果連絡票件数表の出力を確認するため、データ連携情（TD36）に以下の設定

をして計算結果連絡票作成編集（JKD40M0090201）を実行したところ、次のように連絡

先名、郵便番号および連絡先住所が空白となりました。 

これらの内容が出力されない原因についてご回答願います。 

--- 

データ連携情報（TD36）の設定内容： 

・保険制度コード：3 

・保険者番号：271007 

・地方公共団体コード：271004 

・保険者名称：大阪市 

・連携有無コード（申請・自己負担）：1 

・連携有無コード（計算結果）：3 

--- 

(b) 回答 

 お問い合わせにある帳票の項目（連絡先名、郵便番号および連絡先住所）には、自

己負担額証明情報(TD34)の以下の項目を設定しております。 

・ 計算結果送付先郵便番号(KSNKKA_SFSK_ZIPCD) 

・ 計算結果送付先住所(KSNKKA_SFSK_AD) 

・ 計算結果送付先名称１(KSNKKA_SFSK_NM1) 

・ 計算結果送付先名称２(KSNKKA_SFSK_NM2) 

該当項目が空白になっていないかご確認いただき、空白になっている場合は、「自己負

担額申請」画面で計算結果送付先情報欄を登録してください。 
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(27) 自己負担額作成処理を実施できない期間について 

(a) 質問 

 10/14 にサポートサイトに掲載された「高額医療・高額介護合算療養費に係るお問合

せについて」の【自己負担額証明書関係】の No.3 の Q1 において、「①レセプト月次取

り込み（処理 ID：JKD02M0010201）」で「給付記録管理（TD01）に対して更新を行う」

という記述がありますが、ジョブフローを見る限り、「①レセプト月次取り込み（処理

ID：JKD02M0010201）」では給付記録管理（TD01）に対する更新はなく、実際は「レセ

プト登録ロード（処理 ID:JKD04M0010103）」で行っているように見えます。 

 そのため、実際に「自己負担額作成」処理を実施できないのは、レセプト登録～高

額療養費更新の間ではないかと考えています。 

 当広域連合の場合、レセプト取り込みとレセプト登録の間には、オンラインでの過

誤訂正処理を行う期間が含まれるため、時期にして約2週間の差ができてしまうため、

実際はどちらなのかご回答願います。 

(b) 回答 

 お見込のとおり、実際に自己負担額作成処理を実施できない期間はレセプト登録～

高額療養費更新の間となります。 

(28) 自己負担額証明書交付での国民健康保険資格情報および介護保険資格

情報の入力について 

(a) 質問 

使用バージョン：K01-07d 

使用メニュー：高額介護合算療養費等支給申請 

自己負担額証明書交付申請を受け付けた際、次の場合は国保及び介護の情報入力は必

要でしょうか。 

＜医療保険＞ 

H20.4.1～H20.7.31 国保被保険者（資格喪失日は H20.8.1） 

H20.8.1～H21.1.31 後期被保険者（資格喪失日は H21.1.31：県外転出） 

＜介護保険＞ 

H20.4.1～H21.1.31 介護被保険者（資格喪失日は H21.1.31） 

※H20.4.1 から H21.1.31 まで住所異動なし 

 

上記のケースで自己負担額証明書交付申請を受けた際に高額介護合算療養費等支給申

請画面の国保および介護情報（被保番及び加入期間等）の入力は、必要でしょうか。

また、入力が必要な場合、それぞれの加入期間として入力すべき値についてご回答願

います。 

(b) 回答 

 自己負担額証明書は、後期高齢者医療資格情報をもとに算出しますので、国民健康

保険資格情報および介護保険資格情報の入力は不要です。 
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(29) 高額介護合算療養費等支給決定通知書の問い合わせ先について 

(a) 質問 

 『高額介護合算療養費等支給決定通知書』『高額介護合算療養費等不支給決定通知書』

等の『問い合わせ先』には現在、自治体情報（市区町村の情報）が出力されています。

当広域では、この問い合わせ先を広域連合の情報に置き換える事を検討しております。 

 標準システムの設定にて出力情報の置き換えが可能な場合は、その方法についてご

回答願います。 

(b) 回答 

 お問い合わせにある帳票の「問い合わせ先」には、自治体情報（市町の情報）から

出力しています。 

 出力情報の置き換えをする場合は、データセットアップガイドの 4.1.7 および付録

G.4 を参照の上、設定変更をお願いいたします。 

 その際には、広域内全ての市区町村コードの登録を行っていただく必要があります。

そのため、該当の帳票全ての問合せを広域連合とする場合は、XML へ直接記載する方法

をご推奨いたします。 

 また、高額介護合算療養費支給決定通知書や高額介護合算療養費不支給決定通知書

では、問合せ先を 2箇所出力しております。左：給付時市区町村、右：現住所市区町

村そのため、被保険者の異動内容により、左右同じ内容が出力される可能性がありま

す。対応方法といたしまして、右:現住所市区町村の SVF の XML 定義を非表示に変更し

てください。 
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(30) 支給申請情報取り込みから支給後更正処理確認リスト出力までのスケ

ジュールについて 

(a) 質問 

 高額合算処理について、本県では支給申請情報取り込みから支給後更正処理確認リ

スト出力までの一連の処理を 2ヵ月のスパンで行う予定ですが、一連の処理を完了後

に翌月の処理を開始するのではなく、11月の処理中に 12 月の申請書情報取り込みなど

の処理を平行して行う予定です。このようなスケジュールは可能でしょうか？ 

（例） 

計算結果連絡票作成（11月申請分） 

⇒支給申請情報取込処理（12 月申請分）→資格チェック（12 月申請分）→介護申請情

報作成（12月申請分） 

⇒支給額計算結果連絡票情報取込（11月申請分）→支給決定通知データ作成（11 月申

請分） 

⇒介護申請情報取込（12月申請分） 

⇒支給後更正処理確認リスト出力（11月申請分） 

(b) 回答 

 （例）の記載は、以下スケジュールであると想定して回答します。 

①計算結果連絡票作成(NKD40M009)（11 月申請分） 

↓ 

②支給申請情報取込処理(NKD40M001)（12 月申請分） 

③資格チェック(NKD40M002)（12 月申請分） 

④介護申請情報作成(NKD40M003)（12 月申請分） 

↓ 

⑤支給額計算結果連絡票情報取込(NKD40M010)（11 月申請分） 

⑥支給決定通知データ作成(NKD40M011)（11 月申請分） 

↓ 

⑦介護申請情報取込(NKD40M004)（12 月申請分） 

↓ 

⑧支給後更正処理確認リスト出力(NKD40M015)（11 月申請分） 

 

 上記と同じ認識、かつ①の前に 11 月申請分の高額介護合算療養費計算(NKD40M008)

が終了している場合は、ご質問に記載の運用スケジュールは可能です。 
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(31) 支給額計算結果連絡票情報のカスタマイズについて 

(a) 質問 

①支給額計算結果連絡票情報カスタマイズファイルから支給の申請勧奨通知、支給処

理を停止したい対象のレコードを削除して取り込むことで、その人の処理を停止す

ることは可能でしょうか？ 

②そのうえで翌月以降に申請勧奨通知発行、支給処理を行いたい場合に、支給額計算

結果連絡票情報カスタマイズファイルに削除したレコードを追加することで処理再

開は可能でしょうか？ 

(b) 回答 

①可能です。 

 計算結果情報カスタマイズ用 CSV ファイル(JKD40M0110102_KD40F025N.CSV)から、対

象のレコードを削除した後、後続処理である支給決定通知データ作成支給計算

(JKD40M0110201)を実行してください。 

②削除したレコードを追加する必要はありません。 

 支給処理を停止した対象は高額介護合算計算結果情報(TD38)に更新しませんので、

支給処理区分は未処理の扱いとなるため、次回の支給対象に自動的に含まれます。 

 詳細につきましては、支給決定通知データ作成カスタマイズファイル作成

(JKD40M0110102)をご確認ください。 

(32) 定数・定率に「期限日・支払日」をセットで設定する期限について 

(a) 質問 

 定数・定率（TZ04_KD_00107）に「期限日・支払日」をセットで設定する必要がある

のですが、具体的には何の処理までに設定する必要がありますでしょうか？ 

(b) 回答 

 支給決定通知データ作成（支給計算）(NKD40M011)で使用していますので、支給決定

通知データ作成（支給計算）(NKD40M011)までに定数・定率(TZ04)に設定していただく

ようお願いします。 
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1.4-1 

1.4 特別療養費 

 ここでは、特別療養費について説明します。 

1.4.1 特別療養費の処理に必要な手続きの概要 

 資格証明書（以降、資格証と略します）が交付されている被保険者は、医療機関等

で診療を受ける際、資格証を提示し、一旦、かかった医療費の全額を負担します。 

 この場合、レセプトには、資格証の交付を受けている被保険者に診療を行ったとい

うことが記載されて、審査支払機関に審査だけを目的に提出されます。この特別療養

費に該当するレセプト（以降、特別療養費レセプトと呼びます）を管理します。 

 広域連合は、審査支払機関からのレセプト情報とともに到着した、特別療養費レセ

プトの情報から、その診療が特別療養費の支給対象であることを、診療を受けた被保

険者に対して通知します。このとき、納付相談の機会を確保するため、支給申請書は

同封しないで、未納保険料があることをお知らせし、その納付相談のために窓口に来

ていただくよう依頼します。 

 市区町村では、お知らせなどを受け取った被保険者と納付相談を行います。納付相

談で滞納が解消されれば、特別療養費支給申請書（以降、支給申請書と略します）を

受け付け、被保険者証を交付します。なお、滞納が解消されない場合には、給付が一

時差し止められることがあることを被保険者に説明した上で、支給申請書の受付を行

います。 

 納付相談のあとも滞納が解消されない被保険者に対し、広域連合は、保険料の滞納

状況を踏まえて、被保険者へ一時差止通知を送付します。 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 92 条第 3項の規定では、「資格証明書の交付を

受けている被保険者であって、給付の一時差止がなされているものが、なお滞納して

いる保険料を納付しない場合には、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時

差止に係る給付の額から当該滞納している保険料額を控除することができること」と

されています。したがって、広域連合では、市区町村と調整を行い、充当額を決定し

ます。広域連合は被保険者に充当額を通知し、特別療養費に係る支給額を保険料に充

当します。保険料への充当を行ったあと、特別療養費に係る支給額が残っている場合

は、被保険者への支給を行います。 
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1.4.2 標準システムでの処理の全体概要 

 標準システムでは、審査支払機関からレセプト情報を受領し、レセプト取込・登録

を行った後、特別療養費レセプトを抽出して、特別療養費支給データベース（TD09）

に登録します。登録された情報から特別療養費レセプト一覧を作成し、PDF で出力しま

す。特別療養費レセプト一覧を作成した後、特別療養費支給額通知書出力処理で、特

別療養費の支給についてのお知らせ等を作成し、該当被保険者に送付します。 

 お知らせを受け取り、市区町村窓口で納付相談等を行った被保険者に対して、市区

町村では、「特別療養費支給受付」画面から支給申請書を発行します。このとき、支給

決定権は広域連合となるため、市区町村では、支給保留状態として登録を行うことか

ら、支給決定年月日および支給確定フラグ等は入力できません。 

 市区町村での支給申請書の受付状況に応じて、広域連合で次の作業を行います。 

①保険料の滞納が解消された場合 

「特別療養費支給受付」画面で、支給決定年月日の入力、および支給確定チェックボッ

クスの設定を行います。 

②保険料の滞納が解消されない場合 

「帳票出力」画面（仮）で、一時差止通知を作成・出力し、該当被保険者に送付しま

す。 

 

 ②の場合、広域連合と市区町村で保険料の充当額の調整を行い、決定した充当額を

記載した保険料控除通知を被保険者に送付します。送付した後、広域連合において、「特

別療養費支給受付」画面で充当額を入力した上で、支給決定年月日および支給確定

チェックボックスを入力します。この操作を行うことによって、特別療養費支給処理

が実行され、支給決定通知書作成や振込 MT 作成が実行されて、被保険者へ特別療養費

が支給されます。 
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【このページは白紙です】 
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◆ 全体概要図 

広域連合 市区町村 被保険者 外部機関

　

標準システム（窓口端末）

特別療養費対象
受診

＜医療機関＞
診察

資格証提示、
全額負担

＜審査支払機関＞
レセプト審査

レセプト取込・登録TD01

特別療養費
抽出・登録

TD09

特別療養費レセプト
一覧作成

TD09

TD18

特別療養費支給
決定通知書出力

TD09

TA13

特別療養費
レセプト一覧

特別療養費
お知らせ等

発行簿

レセプト情報送付

特別療養費の
支給申請について

のお知らせ

特別療養費の支給申請
について（お知らせ）兼
窓口相談勧奨通知書

窓口相談勧奨通知書

資格証なし

資格証あり

保険料の滞納あり

特別療養費
支給受付画面

支給受付（保留状態）

窓口相談
勧奨通知書

TD09

TA13

特別療養費
支給受付画面

支給受付（保留状態）

窓口相談
勧奨通知書

TD09

TA13

広域連合個別
事務連絡票

帳票出力画面（仮）
弁明書・一時差止

通知書出力

一時差止通知書
送付

保険料の調整手続き
※図「保険料調整の流れ」を参照

次の図へ

送付

特別療養費
支給申請書

送付

記入
・提出
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広域連合 市区町村 被保険者 外部機関

　

特別療養費
支給受付画面

充当額／支給額
決定等の入力

TD09

TD18 特別療養費
支給受付画面

特別療養費支給受付

特別療養費支給額
支給処理

TD09

TD18

TA13
＜金融機関＞
口座振込依頼

振込
MT

支給決定通知書

支給確定

支給額受取

振込

前の図から
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◆ 保険料調整の流れ 

広域連合 市区町村 被保険者

保険料控除充当
候補抽出（給付）

TD09

保険料控除
対象一覧表

※一時差止となった場合

保険料控除充当
候補出力（収納＋給付）

事務手続き
保険料控除通知書作成

同意書等

特別療養費支給
受付処理へ

保険料控除
通知書

収納管理画面
収納状況、滞納状況の

入力

各収納
DB

収納情報
連携一括処理

各収納
DB

送付

標準システム（窓口端末）

連絡

送付

【市区町村収納システム】
保険料の調整
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1.4.3 特別療養費レセプトの取込 ～ お知らせ等の出力 
広域連合

被保険者

給付記録管理
（TD01）

給付記録管理
（TD01）

国保連合会

特別療養費
レセプト一覧表

請求
レセプト

請求
レセプトレセプト月次取込・登録

特別療養費レセプト
抽出・登録

特別療養費支給
（TD09）

特別療養費支給
（TD09）

特別療養費レセプト
一覧表作成

支給管理
（TD18）
支給管理
（TD18）

特別療養費支給
（TD09）

特別療養費支給
（TD09）

証発行管理
（TA13）
証発行管理
（TA13）

特別療養費
支給決定通知書出力

特別療養費の
支給申請について

（お知らせ）兼
窓口勧奨通知書

特別療養費の
支給申請について

（お知らせ）
窓口勧奨通知書

被
保
険
者

資格証なし 資格証あり 滞納あり

特別療養費
お知らせ等

発行簿

特別療養費
お知らせ等

発行簿
（市区町村用）

市区町村

 

 レセプト取込・登録で給付記録管理データベース（TD01）に登録されたレセプトの

うち、特別療養費に該当するレセプトを抽出し、特別療養費支給データベース（TD09）

に登録します。登録された特別療養費レセプトを把握するために、特別療養費レセプ

ト一覧作成処理を行い、特別療養費レセプト一覧を出力します。 

 また、特別療養費レセプトの該当者に対して窓口相談を行う必要があるため、特別

療養費支給額通知書作成処理を行い、各種お知らせを出力した上で、特別療養費お知

らせ等発行簿を出力します。この作成処理では、特別療養費支給データベース（TD09）

および証発行管理データベース（TA13）の情報を基に抽出します。 
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(1) レセプト取込時の特別療養費レセプトに係るチェック 

 レセプト取込処理時は、特別療養費レセプトに係る論理チェックは行いません。基

本的にそのまま給付記録管理データベース（TD01）に登録します。また、資格審査確

認処理時は、公費チェック、資格チェックを行い、これらに対するエラー種類は「W（警

告）」※1とします。 

 なお、特別療養費レセプトについては、高額計算の対象外とするため、高額計算除

外フラグを付与します。 

注※1 

現在、特別療養費レセプトに対する資格チェック結果については「X（返戻エラー）」

および「E（確認エラー）」に該当する場合もあるため、チェック仕様について見直

しを行う予定です。 

なお、現時点（K01-08c）でのチェック仕様については、一括処理リファレンス「2.4.5 

レセプト資格審査月次確認」の「表 2-17 資格審査月次確認のチェック仕様」を参

照してください。 

(2) 特別療養費レセプトの抽出条件 

 給付記録管理データベース（TD01）から、当月に登録された特別療養費レセプト 

（特別療養費区分コードが「1：特別療養費入院」または「2：特別療養費入院外」の 

もの※1）を抽出します。 

抽出条件は次のとおりです。 

【抽出条件】 

①請求年月＝当月※2 

②特別療養費区分コード＝1または 2 

③履歴番号＝00 

 

注※1 

現在、請求支払システムから送付されるレセプト情報の特別療養費区分コードに差

異（当該コードに「1：特別療養費」と設定される）があるため、抽出条件につい

て見直しを行う予定です。 

注※2 

バッチパラメータの請求年月です。請求年月が未設定の場合は、処理日管理テーブ

ル（TD23）で、処理分類コード＝10（レセプト取込）、かつ処理状態区分コード＝1

（処理済）の中から最新の請求年月を抽出条件とします。 

(3) 出力帳票 

(a) 特別療養費レセプト一覧 

 特別療養費の支給対象者について、レセプト単位の詳細情報と支給状況を把握する

ために、一覧表を出力します。 
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 帳票イメージを次に示します。 

 

◆ 出力処理 

帳票出力の契機となる処理を次に記載します。 

・ 特別療養費レセプト一覧表作成（JKD09M0010301） 

◆ 出力対象 

特別療養費支給データベース（TD09）に格納されている全レコードを対象とします。 

◆ 出力順 

次に示すキーの順にソートして出力します。 

①地方公共団体コード（昇順） 

②保険者番号（昇順） 

③被保険者番号（昇順） 

④診療年月（降順） 

⑤請求年月（降順） 

⑥電算管理番号（昇順） 

◆ 改ページ条件 

次の出力項目が変わった場合に改ページします。 

・ 保険者番号 
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(b) 特別療養費の支給申請について（お知らせ） 

 特別療養費支給決定通知書出力における出力帳票です。 

 特別療養費の支給対象者で、すでに滞納が解消されている被保険者（資格証なし）

に対して、市区町村窓口での支給申請手続きを促すことを目的として出力します。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

◆ 出力処理 

帳票出力の契機となる処理を次に記載します。 

・ 特別療養費支給決定通知書出力（JKD09M0020101） 
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◆ 出力対象 

特別療養費支給データベース（TD09）の次に示す条件①および②に該当し、かつ、支

出処理の支給対象者判定の結果が次に示す条件③および④に該当しているレコードを

対象とします。 

①請求年月＝バッチパラメータの請求年月 

②特別療養費受付年月日＝空白 

③口座情報がある（不支給理由コード＝6） 

④最新証が短期証・資格証以外である 

◆ 出力順 

次に示すキーの順にソートして出力します。 

①地方公共団体コード（昇順） 

②保険者番号（昇順） 

③宛名郵便番号（昇順） 

④被保険者番号（昇順） 

⑤診療年月（昇順） 

◆ 改ページ条件 

特にありません。 
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(c) 特別療養費の支給申請について（お知らせ）兼窓口勧奨通知書 

 特別療養費支給決定通知書出力における出力帳票です。 

 特別療養費の支給対象者で、滞納が解消されていない被保険者（資格証あり）に対

して、市区町村窓口での支給申請手続きおよび納付相談を促すことを目的として出力

します。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

◆ 出力処理 

帳票出力の契機となる処理を次に記載します。 

・ 特別療養費支給決定通知書出力（JKD09M0020101） 
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◆ 出力対象 

特別療養費支給データベース（TD09）の次に示す条件①および②に該当し、かつ、支

出処理の支給対象者判定の結果が次に示す条件③および④に該当しているレコードを

対象とします。 

①請求年月＝バッチパラメータの請求年月 

②特別療養費受付年月日＝空白 

③口座情報がある（不支給理由コード＝6） 

④最新証が短期証または資格証である 

◆ 出力順 

次に示すキーの順にソートして出力します。 

①地方公共団体コード（昇順） 

②保険者番号（昇順） 

③宛名郵便番号（昇順） 

④被保険者番号（昇順） 

⑤診療年月（昇順） 

⑥医療機関番号（昇順） 

◆ 改ページ条件 

特にありません。 

◆ その他 

「支給予定額」の明細が、保険者番号、被保険者番号、診療年月の単位で 7明細以上あっ

た場合、2枚目が出力されます。この場合、文書管理番号は同一となり、支給予定額は

「***********」と表示されます。 
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(d) 窓口勧奨通知書 

 短期証が発行されている被保険者に対して出力する帳票ですが、特別療養費支給決

定通知書出力における出力帳票です。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

 

 窓口勧奨通知書については、他の処理で出力される内容と同様であるため、詳細の

説明については割愛いたします。 
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(e) 特別療養費お知らせ等発行簿 

 特別療養費の支給対象者について、被保険者向けに発行した「特別療養費の支給申

請について（お知らせ）」「特別療養費の支給申請について（お知らせ）兼窓口勧奨通

知書」または「窓口勧奨通知書」の内容を、広域連合と市区町村が把握することを目

的として、一覧表を出力します。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

◆ 出力処理 

帳票出力の契機となる処理を次に記載します。 

・ 特別療養費支給決定通知書出力（JKD09M0020101） 

◆ 出力対象 

特別療養費支給データベース（TD09）の次に示す条件①および②に該当しているレコー

ドを対象とします。 

①請求年月＝バッチパラメータの請求年月 

②特別療養費受付年月日＝空白 
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◆ 出力順 

次に示すキーの順にソートして出力します。 

①地方公共団体コード（昇順） 

②出力帳票区分（昇順） 

（1：お知らせ兼窓口勧奨 2：窓口勧奨 3：お知らせ 4：不支給） 

③保険者番号（昇順） 

④宛名郵便番号（昇順） 

⑤被保険者番号（昇順） 

⑥診療年月（昇順） 

◆ 改ページ条件 

次の出力項目のうち、どれかが変わった場合に改ページします。 

・ 地方公共団体コード 

・ 帳票名 

・ 保険者番号 
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1.4.4 特別療養費申請受付処理 

広域連合 市区町村 被保険者

特別療養費支給
（TD09）

標準システム（窓口端末）

特別療養費の
支給申請について

のお知らせ

特別療養費の支給申請
について（お知らせ）兼
窓口相談勧奨通知書

窓口相談勧奨通知書

支給申請書

窓口相談

支給申請書発行

支給申請書受付

記入・提出

支給管理
（TD18）

広域連合へ
納付相談状況を

個別連絡

給付記録管理
（TD01）

 

 「1.4.3 特別療養費レセプトの取込 ～ お知らせ等の出力」でお知らせを送付され

た被保険者が特別療養費支給の申請を行うために、市区町村窓口に来庁します。市区

町村窓口では、「特別療養費支給受付」画面で特別療養費支給申請書を発行します。た

だし、広域連合で支給決定を行う必要があることから、支給申請の受付時、市区町村

では、次の項目は入力できません。 

・ 支給決定年月日 

・ 支給確定チェックボックス 

 特別療養費申請受付処理を行った支給申請については、給付記録管理データベース

（TD01）、特別療養費支給管理データベース（TD09）、支給管理データベース（TD18）に

登録されます。 
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(1) 画面遷移 

 特別療養費申請受付処理に係る画面遷移を次に示します。 

業務選択
メニュー

給付管理
メニュー

支給
サブメニュー

特別療養費
一覧

個人検索

［登録］等
押下

［給付業務］
押下

［支給サブメニュー］
押下

［特別療養費］
押下

給付状況
照会

特別療養費
支給受付

［更新］等
押下

［前画面］
押下

［処理選択］等
押下

［前画面］
押下

［個人検索］
押下

［給付状況照会］
押下

［処理選択］等
押下

 

(2) 「特別療養費一覧」画面の詳細 

 この画面では、「支給サブメニュー」画面で選択した被保険者の特別療養費に該当す

るレセプトが一覧で表示されます。「受付状況一覧」に表示された情報を選択し、特別

療養費の支給申請受付を行います。「受付状況一覧」には、「検索」欄で検索した保険

者番号、被保険者番号の受付状況を表示します。 

 画面レイアウトを次に示します。 
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11

22 33 44 55 66

 

 画面レイアウトに示した丸付き数字について説明します。 

丸付き

数字 

画面項目名 説明 

① 検索件数 特別療養費支給データベース（TD09）に登録されて

いる該当被保険者の特別療養費レセプトの件数が表

示されます。 
② 対象金額 「受付状況一覧」に表示されている保険者対象額の合

計が表示されます。 
③ 受付済件数 特別療養費支給データベース（TD09）に登録されて

いる該当被保険者の件数のうち、受付日が登録済（支

出予定も含む）の件数が表示されます。 
④ 受付済金額 一覧に表示されている情報のうち、受付日が登録済

（支出予定を含む）の保険者対象額※の合計が表示され

ます。 
⑤ 未受付件数 特別療養費支給データベース（TD09）に登録されて

いる該当被保険者の件数のうち、受付日が設定されて

いない件数が表示されます。 
⑥ 未受付金額 一覧に表示されている情報のうち、受付日が設定され

ていない保険者対象額の合計が表示されます。 

注※ 保険者対象額とは、保険者負担額、食事保険者負担額（食事決定金額－食事標

準負担額）、高額療養費現物給付金額の合計値です。 

 

◆ 「受付状況一覧」の表示順 

次の順で表示されます。 

1.4-19 



1 給付業務 

①診療年月（降順） 

②レセプト種類コード（昇順） 

③請求年月（昇順） 

④簿冊レセプト番号（昇順） 

◆ ［検索］ボタン 

特別療養費支給データベース（TD09）に登録された特別療養費情報のうち、指定した

診療年月の特別療養費情報が検索・表示されます。 

・ 単項目チェック 

①診療年月開始に入力がある場合は、日付チェックを行います。 

②診療年月終了に入力がある場合は、日付チェックを行います。 

・ 関連チェック 

①診療年月開始・診療年月終了に入力がある場合は、次のチェックを行います。 

 診療年月開始年月≦診療年月終了年月 

 KZM1700E「｛診療開始年月｝には｛診療終了年月｝以下の値を入力してください。」 
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◆ ［照会］ボタン 

「特別療養費支給受付（照会）」画面に遷移します。 

選択された特別療養費レセプトに紐付く特別療養費支給情報の照会が可能です。 

・ 入力チェック 

①照会する情報が一つも選択されていない場合 

 KZM1130E「｛照会対象｝は１件以上選択してください。」 

②チェックボックスで指定されている情報に支給整理番号が 

付番されていない場合 

KZM1250E「受付されていません。」 

③チェックボックスで指定されている情報が支給整理番号をまたいで 

2 件以上ある場合 

KZM1120E「｛支給整理番号｝は１件のみ選択してください。」 

◆ ［登録］ボタン 

「特別療養費支給受付（登録）」画面に遷移します。 

選択された特別療養費レセプトに対し特別療養費の支給受付が可能です。 

・ 入力チェック 

①受付を行う情報が一つも選択されていない場合 

 KZM1130E「｛受付対象｝は１件以上選択してください。」 

②99 件を超える情報を選択して登録しようとした場合 

 KZM1840E「選択件数｛XXX｝件です。上限９９件を超えました。」 

③チェックボックスで指定されている情報に支給整理番号が付番されたものが 

含まれている場合 

 KZM1180E「｛特別療養費支給｝として登録されています。」 

④チェックボックスで指定された情報が次に示す状態区分の場合 

 【13】過誤返戻、【23】再審査返戻、【33】突合審査返戻 

  KZM1680E「｛過誤返戻中｝のレセプトです。{受付}できません。」 

 【63】医療機関返戻 

  KZM1680E「｛医療機関請求返戻中｝のレセプトです。{受付}できません。」 

 【81】～【87】第三者求償対象等 

  KZM1680E「｛第三者行為該当｝のレセプトです。{受付}できません。」 

 【91】～【97】保険者徴収対象等 

  KZM1680E「｛保険者徴収対象｝のレセプトです。{受付}できません。」 

⑤チェックボックスで指定されている情報が診療年月をまたいでいる場合 

 KZM1250E「受付されていません。」 
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◆ ［修正］ボタン 

「特別療養費支給受付（修正）」画面に遷移します。 

選択された特別療養費レセプトに紐付く特別療養費の支給情報の修正が可能です。 

・ 入力チェック 

①修正する情報が一つも選択されていない場合 

 KZM1130E「｛修正対象｝は１件以上選択してください。」 

②チェックボックスで指定されている情報に支給整理番号が 

付番されていない場合 

 KZM1250E「受付されていません。」 

③チェックボックスで指定されている情報に複数の支給整理番号が 

付番されている場合 

 KZM1120E「{支給整理番号}は１件のみ選択してください。」 

④チェックボックスで指定されている情報の支給管理データベース（TD18）の 

支出済区分が”1”（支出済）の場合 

 KZM1830E「支出済のものは修正できません。」 

◆ ［削除］ボタン 

「特別療養費支給受付（削除）」画面に遷移します。 

選択された特別療養費レセプトに紐付く特別療養費の支給情報の削除（取消）が可能

です。 

・ 入力チェック 

①削除する情報が一つも選択されていない場合 

 KZM1130E「｛削除対象｝は１件以上選択してください。」 

②チェックボックスで指定されている情報に支給整理番号が 

付番されていない場合 

 KZM1250E「受付されていません。」 

③チェックボックスで指定されている情報に複数の支給整理番号が 

付番されている場合 

 KZM1120E「{支給整理番号}は１件のみ選択してください。」 

④チェックボックスで指定されている情報の支給管理データベース（TD18）の 

支出済区分が“１（支出済）”の場合 

 KZM1830E「支出済のものは削除できません。」 

⑤チェックボックスで指定されている情報の支給管理データベース（TD18）に 

支給決定年月日が設定されている場合 

 KZM1480Ｉ「支給決定されている情報を{削除}しようとしています。」 
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(3) 「特別療養費支給受付」画面の詳細 

 この画面では、「特別療養費一覧」画面で選択された情報に対し、支給申請書の出力

や被保険者が記載した申請書の内容を基に、支給受付を行います。 

 画面レイアウトを次に示します。 

 

◆ ［申請書］ボタン 

［申請書］ボタンを押下することにより、該当者の支給申請書が出力されます。 

◆ 申請の受付 

被保険者が記載した内容を基に、受付情報や支払先情報を入力します。入力した後、［確

認］ボタンを押下することで、入力チェックを行います。エラーがなければ確認画面

に遷移し、更新を行います。市区町村で入力を行う場合、「決定日」、「支給日」、「支給

確定」については非活性となります。 

◆ 充当確認フラグ 

納付相談を行ってもなお滞納が解消されない被保険者に対しては、充当の承諾を確認

する必要があります。支給申請書の下段にある充当の承諾文章にチェックがある場合

は、「特別療養費支給受付」画面の「充当承諾チェック」にチェックを入れてください。 

この後の保険料控除充当候補抽出処理において、充当確認フラグが反映され、保険料

控除対象者一覧表が作成されます。 
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◆ 市区町村での申請書の入力方法 

被保険者が記載した支給申請書に基づき、次の項目を入力して［確認］ボタンを押下

してください。 

・ 受付情報 

①「受付日」 

②充当承諾を得た場合は「充当承諾」チェック 

・ 支払先情報 

＜注意事項＞ 

・ 市区町村で受付入力を行う場合は、広域連合で支給決定を行うことから、「決定日」

および「支給確定」チェックボックスは非活性となっており、入力できません。 

・ 申請者情報は、必須入力項目ではありません。申請者が被保険者と異なる場合だけ、

入力してください。 

◆ 申請者情報欄 

他の処理（高額療養費・療養費受付等）では、申請書情報欄は必須入力項目ですが、「特

別療養費支給受付」画面では、申請者情報欄の入力を任意項目としました。今後、他

の画面においても任意とするよう、対応を予定しています。 

◆ ［確認］ボタン押下時の入力チェック 

・ 単項目チェック 

①受付年月日の日付エラー 

②受付年月日の入力なしエラー 

③決定年月日の日付エラー 

④支出年月日の日付エラー 

⑤申請者氏名 

⑥申請者被保険者との関係 

⑦申請者電話番号 

⑧申請者郵便番号本番 

⑨申請者郵便番号枝番 

⑩申請者住所 

⑪給付額の金額エラー 

⑫充当額の金額エラー 

⑬調整額の金額エラー 

 

③については、広域連合において入力した場合にチェックが実行されます。 

⑤から⑩の申請者欄の入力は任意です。入力された場合に、上記のチェックが実

行されます。 
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・ 関連チェック 

①入力内容に変更がない場合 

 KDM0100E「変更されていません。」 

②決定日あり、不支給理由なし、かつ資格なしの場合 

 KDM2090E「資格がありません。」 

③受付日あり、決定日あり、かつ決定日が受付日よりも前の場合 

 KZM1510E「｛決定日｝には｛受付日｝以上の値を入力してください。」 

④支給日あり、かつ支給日がシステム日付よりも前の場合 

 KZM1510E「｛支給日｝には｛処理日｝以上の値を入力してください。」 

⑤充当額が支給金額を超えた値の場合 

 KDM1700E「｛充当額｝には｛給付額｝以下の値を入力してください。」 

⑥決定日あり、支給日あり、かつ支給日が決定日よりも前の場合 

 KDM1510E「｛支給日｝には｛決定日｝以上の値を入力してください。」 

⑦支給金額－差止額＋調整額がマイナスの場合 

 KDM1310E「支給金額－充当額＋調整額の計算結果が０以上になるように 

入力してください。」 

⑧金融機関が選択されていない場合 

 KDM1141E「｛支払先情報｝が選択されていません。」 

◆ 市区町村で受付を行った被保険者の報告について 

市区町村で受付を行った被保険者については、広域連合で支給決定を行うため、受付

を行った旨を広域連合に連絡する必要があります。各広域連合で連絡方法などの調整

を行ってください。 
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(4) 出力帳票 

(a) 特別療養費支給申請書 

 特別療養費の支給申請を行う際に、被保険者に記入していただく帳票です。この帳

票は、「特別療養費支給受付（登録）」画面から出力します。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

 

 この帳票は単一帳票のため、出力処理などの特記事項はありません。 
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1.4.5 一時差止通知の出力 

広域連合 市区町村

特別療養費支給
（TD09）

一時差止通知
出力

支給管理
（TD18）

一時差止通知書
送付

被保険者

 

 支給申請の受付を行った被保険者のうち、納付相談を行ってもなお滞納が解消され

ない被保険者に対して、広域連合より一時差止通知を送付します。この一時差止通知

については、「帳票出力」画面（仮）から出力できます。 

 なお、この図では、オンライン処理で一時差止通知書を出力していますが、出力画

面については、現在、実装要否を調整中です。機能実装まで、様式例を WORD 等で提示

いたしますので、手入力での対応をお願いします。 
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(1) 出力帳票 

(a) 一時差止通知 

 納付相談を行ってもなお滞納がある被保険者に対して、給付の一時差し止めを通知

する帳票です。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

 この帳票は単一帳票のため、出力処理などの特記事項はありません。 

 

1.4.6 保険料調整手続き 

 一時差止通知を送付し、特別療養費支給が一時差止になった被保険者については、

広域連合と市区町村で充当額の調整をする必要があります。 

 充当額の調整をするには、まず、特別療養費支給データベース（TD09）から保険料

控除充当候補を抽出し、保険料控除対象一覧表を作成・出力します。この一覧表を基

に、広域連合と市区町村で充当額を決定してください。詳細については、「1.4.8 保

険料充当の運用方法について」を参照してください。 
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1.4.7 特別療養費の支給 

広域連合 金融機関

特別療養費支給
（TD09）

充当額／支給決定額
等の入力

支給管理
（TD18）

特別療養費
支給決定通知書

支給決定日／支給確定
チェックボックスの入力

特別療養費支給処理

＜金融機関＞
口座振込依頼

振込
MT

特別療養費の支給

被保険者

 

 市区町村と保険料控除の調整を行った後、広域連合は、被保険者へ支給決定を行う

必要があります。広域連合で、充当額や給付額の入力、支給決定年月日、および支給

確定チェックを設定します。この情報が特別療養費支給データベース（TD09）に設定

され、支給管理データベース（TD18）の情報を含めて、支給処理を行います。この処

理では、支給決定通知書などの各種帳票作成や金融機関への口座振込 MT 作成を行いま

す。 

(1) 充当額／支給決定額の入力方法 

 充当額／支給決定額の入力方法について、手順を次に示します。 

1. 「特別療養費支給受付登録」画面で、受付状況一覧にある「給付額」および「充当額」

を入力します。この際、「給付額」には特別療養費の支給額を入力してください。 

例を以下に記載します。 

【例】 

 特別療養費に係る支給額が 20,000 円で、充当額が 15,000 円の場合 

 （実際の支給額が 5,000 円の場合） 

 「給付額」・・・20,000 円を入力 

 「充当額」・・・15,000 円を入力 
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 このとき、画面下部の［確認］ボタンを押下することで、受付情報にある「支給額」

に 5,000 円と表示されます。 

 給付額については、保険者負担額がデフォルトで設定されています。 

 

2. 市区町村での申請受付では支給決定されていないため、次の項目を入力して［確認］ボ

タンを押下してください。 

・ 支給決定日 

・ 支給確定チェックボックス 

(2) ［確認］ボタン押下時の入力チェック 

 ［確認］ボタン押下時の入力チェックについては、「1.4.4(3) 「特別療養費支給受

付」画面の詳細」の「［確認］ボタン押下時の入力チェック」を参照してください。 
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(3) 出力帳票 

(a) 特別療養費支給決定通知書 

 特別療養費の支給決定を被保険者にお知らせする帳票です。 

 帳票イメージを次に示します。 
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1.4.8 保険料充当の運用方法について 

広域連合 市区町村

特別療養費支給
（TD09）

収納管理
DB

保険料控除
対象一覧

充当額の入力
支給額の決定

保険料充当候補抽出
(給付)

被保険者

保険料充当候補出力
（給付・収納）

保険料控除
対象一覧

（市区町村分）

保険料充当額の調整（広域収納担当⇔市区町村収納担当）
充当額の決定

※「1.2.7　特別療養費の支給」を参照

特別療養費の支給へ

保険料控除通知作成
（システム対応範囲外）

保険料控除通知

市区町村収納システム
標準システム

収納状況の入力

収納管理
DB

 

 「1.4.6 保険料調整手続き」でご説明したとおり、特別療養費支給が一時差止になっ

た被保険者については、広域連合と市区町村で、充当額の調整をする必要があります。

保険料控除充当候補出力処理で作成された保険料控除対象一覧表を基に、充当額を決

定してください。 

 充当額を決定したら、被保険者へ保険料控除通知書を送付する必要があります。 

市区町村収納システムから、収納情報が連携された後、被保険者へ保険料控除通知書

を送付してください。なお、保険料控除通知については、システム対応外となります

ので、各広域連合で帳票を準備する必要があります。 
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(1) 保険料控除充当候補抽出 

 特別療養費支給データベース（TD09）と支給管理データベース（TD18）から、保険

料に充当する候補となる特別療養費の支給額を抽出します。 

(2) 出力帳票 

(a) 保険料控除対象一覧表 

 広域連合と市区町村で控除額を調整することを目的とし、保険料控除の対象者を一

覧で出力します。 

 帳票イメージを次に示します。 

 

 

◆ 出力処理 

帳票出力の契機となる処理を次に記載します。 

・ 保険料控除充当候補抽出（JKD13M0010101） 

◆ 出力対象 

支給管理データベース（TD18）の次の条件に該当しているレコードを対象とします。 

①支給種別＝「0910」（特別療養費） 

②支出済区分コード≠「1」（支出済み） 

③支給金額＞0（充当可能金額あり） 

また、特別療養費支給データベース（TD09）の次の条件に該当しているレコードを対
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象とします。 

④充当確認済フラグ≠「1（確認済）」 

◆ 出力順 

次に示すキーの順にソートして出力します。 

・ 広域連合向けの場合 

①被保険者番号 

②地方公共団体コード 

③業務コード（1：給付、2：収納） 

④レコード番号 

・ 市区町村向けの場合 

①地方公共団体コード 

②被保険者番号 

③業務コード（1：給付、2：収納） 

④レコード番号 

◆ 改ページ条件 

1 ページあたりの最大明細行数を超えた場合、改ページします。 

(3) 保険料控除対象一覧表の見方 

 保険料控除対象一覧表では、特別療養費に該当している被保険者に対する支給額、

および市区町村での収納状況を確認することができます。帳票の中央の列「充当総額」

までが給付側での情報となり、「地方公共団体コード」から右が収納側での情報となり

ます。 
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 帳票サンプルを次に示します。その他については、【その他の出力例】にて出力例を

説明します。 

【帳票サンプルの前提】 

・ 後期太郎さんは中央県後期高齢者医療広域連合の被保険者である。 

・ 中央市から北市へ広域内異動を行っている。 

・ 中央市、北市のそれぞれで滞納がある。 

・ 中央市、北市のそれぞれで特別療養費が発生している。 

・ 特別療養費 

中央市・・・10,000 円 

北 市・・・15,000 円 

・ 未納額 

中央市・・・12,100 円 

北 市・・・ 9,000 円 

 

【出力例】 

①広域連合向け 

   

 

・ 特別療養費の情報を帳票左側（被保険者番号から充当総額まで）、収納情報を帳票

右側（地方公共団体コードから他市区町村まで）に出力します。 

・ 中央市の情報を上段、北市の情報を下段に出力します。 

・ 特別療養費の額を「充当可能」および「充当総額」に出力します。 

・ 未納額を期割ごとに表示し、合計を「未納総額」に出力します。 
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②中央市向け 

 

③北市向け 

 

・ 市区町村をまたいだ滞納がある場合、「他市区町村未納有無」に「有」と表示され

ます。 
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【その他の出力例】 

 上記の帳票サンプルで示した以外の出力例を次に示します。 

1 給付：保険者単一
収納：地方公共団体単一

2 給付：保険者複数
収納：地方公共団体複数

3 給付：保険者複数
収納：地方公共団体単一

4 給付：保険者単一
収納：地方公共団体複数

5 給付：保険者単一
収納：地方公共団体単一
※給付保険者≠収納地方公共団体

帳票イメージ
データパターン項番

広域向け 市町村向け

xxx 広域

被保α　　　給付情報
Ａ市

被保α　　　給付情報
Ａ市

Ａ市　　　　　滞納情報

Ａ市　　　　　滞納情報

Ａ市　　　　　滞納情報

xxx Ａ市

被保α　　　給付情報
Ａ市

被保α　　　給付情報
Ａ市

Ａ市　　　　　滞納情報

Ａ市　　　　　滞納情報

Ａ市　　　　　滞納情報

xxx 広域

被保α　　　給付情報
A市

被保α　　　給付情報
Ｂ市

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

xxx A市

被保α　　　給付情報
A市

xxx B市

被保α　　　給付情報
B市

B市　　　　　滞納情報

B市　　　　　滞納情報

B市　　　　　滞納情報

xxx 広域

被保α　　　給付情報
A市

被保α　　　給付情報
Ｂ市

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

xxx A市

被保α　　　給付情報
A市

xxx B市

被保α　　　給付情報
B市

B市　　　　　滞納情報

B市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

他有

他有

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

他有

他有

xxx 広域

被保α　　　給付情報
A市

xxx A市

被保α　　　給付情報
A市

xxx B市

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

他有

他有

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

A市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

他有

他有

xxx 広域

被保α　　　給付情報
A市

xxx A市

被保α　　　給付情報
A市

xxx B市

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

Ｂ市　　　　　滞納情報

被保α

被保α
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項番 1の説明：特にありません。 

項番 2の説明：特にありません。 

項番 3の説明：A市と B市のそれぞれで特別療養費が発生していて、かつ B市で滞納が

ある場合、A市向けの帳票には給付情報だけが出力されます。 

項番 4の説明：A市で特別療養費が発生していて、かつ A市と B市のそれぞれで滞納が

ある場合、B市向けの帳票には、被保険者αの特別療養費の情報は出力

されず、被保険者番号だけが出力されます。 

項番 5の説明：A市で特別療養費が発生していて、かつ B市で滞納がある場合、A市向

けの帳票には給付情報だけが出力され、B市向けの帳票には、被保険者

αの被保険者番号と収納情報が出力されます。 

 

【参考：政令市の場合の出力例】 

 政令市における出力例を次に示します。政令市の場合、収納情報を政令市ごとに管

理しているため、収納情報については、C市としてまとめて出力されます。 

1 給付：保険者（政令市）
収納：地方公共団体単一

2 給付：保険者複数（政令市あり）
収納：地方公共団体複数

項番 データパターン
帳票イメージ

広域向け 市町村向け

xxx 広域

被保α　　　給付情報
C市Ｓ区

被保α　　　給付情報
C市Ｔ区

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

xxx Ｃ市

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｓ区

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｔ区

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

xxx 広域

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｓ区

被保α　　　給付情報
Ｄ市

Ｄ市　　　　　滞納情報

Ｄ市　　　　　滞納情報

xxx Ｃ市

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｓ区

xxx Ｄ市

被保α　　　給付情報
Ｄ市

Ｄ市　　　　　滞納情報

Ｄ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

他有

他有

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

Ｃ市　　　　　滞納情報

他有

他有

他有

他有

他有

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｔ区

被保α　　　給付情報
Ｃ市Ｔ区

 

項番 1の説明：C市 S区と C市 T区のそれぞれで特別療養費が発生している場合、市区

町村向けの帳票については、C市としてまとめて出力します。 

項番 2の説明：特にありません。 

 

 1.4-38



1 給付業務 

(4) 広域連合・市区町村間の充当額の調整（標準システム範囲外） 

広域連合と市区町村で充当額を調整する方法について説明します。 

◆ 保険料控除通知書作成など 

広域連合と市区町村で、保険料控除対象一覧表を基に保険料の充当額を調整してくだ

さい。調整の結果、控除される保険料額を記載した「保険料控除通知書」を被保険者

に送付する必要があります。 

標準システムでは、保険料充当額の調整結果は管理しないため、「保険料控除通知」の

出力は行いません。保険料控除通知書などは広域連合または市区町村で用意してくだ

さい。 

◆ 収納情報の連携 

保険料が控除されたことによって、市区町村の収納システムで、収納状況を登録し、

滞納情報を消し込む必要があります。登録された情報を標準システムに連携してくだ

さい。 
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1.4.9 特別療養費が支給された後の流れ 

 特別療養費が支給されたレセプトについては、高額計算除外フラグを解除し、次月

に高額療養費計算を行う必要があります。 

(1) 該当レセプトの把握方法 

 該当レセプトを把握するには、特別療養費レセプト一覧を使用します。支給された

レセプトについては、「支給状況」に「支給済」と出力されます。 

 

 

 なお、特別療養費レセプト一覧表の出力は、随時実行できます。支給処理を実行し

た後、特別療養費レセプト一覧作成を実行することによって、特別療養費レセプト一

覧表が出力されます。 

(2) 高額計算除外フラグの解除 

 該当のレセプトについて、レセプト明細画面で「高額計算除外フラグ」のチェック

を解除してください。チェックを解除することで、次回の高額計算が行われます。 
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